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PB 1

中国経済の減速スピートに関する新推計

キーワード：
中国経済、GDP成長率の低下、低成長、マルクス派最適成長モデル、予測モデル

1．はじめに

　中国の 2016年の実質国内総生産は、前年比
6.7％増加した。しかし、伸び率は 6年連続で低
下しており、26年ぶりの低水準になっている。
2010年以降、中国経済成長率は 10.6％から外れ、
衰退が続いているのである。中国経済の今後の発

展がどうなるのか。先進諸国のように、中成長を

終えて低成長（ゼロ成長）に推移しているのでは

ないのか。世界から注目が集まっている。

　このことを一つの重要な背景として、近年脚光

を浴びているのがマルクス派最適成長モデルであ

る１。マルクス派最適成長モデルは、こうした成

長率の低下と対 GDP投資低下の必然性を説明す
る一つの有力なモデルである。すなわち、マルク

ス派最適成長モデルは、経済成長が高成長→中成

長→低成長（ゼロ成長）へ不可避的に推移してい

くという現実にたいして一定の説明力を有するの

である。マルクス派最適成長モデルは山下・大西

（2002）により開発され、マルクス派の経済理論
の根幹にある労働価値説を新古典派の成長モデル

の枠組みで再解釈する二部門最適成長モデルで、

資本主義の生成、発展、死滅を法則として論じる

モデルでもある。

　本稿の問題関心から重要なのは、マルクス派最

適成長モデルを用いて中国経済の将来のゼロ成長

の時期を特定した Shen（2011）と大西（2016）
である。両研究とも、中国における将来の最適資

本労働比率が現状の何倍にあたるかを計算し、そ

れに到達するのに必要な期間を計算するという方

法によって、Shen（2011）では 2040年に、大西
（2016）では2033年にゼロ成長となると予測した。
　但し、大西（2016）および Shen（2011）の研
究では、計算過程においていくつかの強い仮定が

ある。例えば両研究とも、定常状態および基準年

における資本労働比率、定常での労働力と資本財

の配分比率を計算するが、それらの変化は長期に

直線的に変化していくという強い仮定を置き２、

計算された最適資本労働比率と合わせ、ゼロ成長

に到達する時期を推計している。しかし、このよ

うな仮定は非現実であり、現実に合わせ仮定を弱

め再計算を行う必要性がある。

　したがって、本稿はまず Shen（2011）および
大西（2016）において予測に用いられたマルク
ス派最適成長モデルを、強い仮定を用いない、よ

り完全な予測用モデルへと拡張する。さらに、そ

の拡張したモデルに基づいて、中国経済のゼロ成

長化の時期を特定することを試みる。

中国経済の減速スピートに関する新推計

――マルクス派最適成長モデルによる成長率推計改善提案――

李　　　　　晨（慶應義塾大学）
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2．マルクス派最適成長モデルの予測モデル
の基本構造および将来予測方法の先行研究

（１）マルクス派最適成長モデルの予測モデルの

基本構造

　マルクス派最適成長モデルは、最初に提唱し山

下・大西（2002）や学生向け教科書（大西（2012）,
（2015））のバージョンでは、資本財生産部門の
投入要素として労働力しか考慮されていなかった

が、現実の経済生産では、資本財の生産において

こそ、より多くの資本財が投入されている。そこ

で、大西・金江（2015）は、資本財生産にも資
本財が投入されている拡張モデルを構築してい

る。上記の大西（2016）、Shen（2011）の研究
でもそうした拡張モデルが使われている。しかし、

その拡張モデルでは定常値しか得られない。すな

わち成長経路における各操作変数の運動経路自体

が理論的に特定されていないという問題が存在す

る。大西・金江（2015）を含む従来の理論的研
究がこの点を看過していたことによって、大西

（2016）、Shen（2011）などの実証研究が恣意的
な推計に頼らざるを得なかった最大の理由となっ

ているのである。

　そのため、本稿では次に二つの操作変数φ（消

費財生産部門における資本の配分率）、s（消費財
生産部門における労働の配分率）の動学経路を導

くオイラー方程式の導出を試みる。先行研究では

導出に失敗しているが、複雑な式をひとつひとつ

丁寧に展開していけば以下のようにその課題は達

成される。なお、以下の数式においては基本的に

時刻ｔを省略するが、説明上の都合で明記するこ

ともある。

　まずマルクス派最適成長モデルの簡単バージョ

ン、すなわち基本モデルの場合を考えてみよう。

基本モデルでは、消費財生産部門と資本財生産部

門とに社会的な総生産が分割され、その両者の相

互関係として社会全体の運行が表現されている。

そこでは、運行経路を表現するために、両部門へ

の資本と労働の配分比率は通時変化の操作変数と

して扱われている。また、均衡状態においては労

働配分比率の変化率と資本ストックの変化率がゼ

ロでなければならないので、資本ストックを k、
消費財生産部門への労働の配分比率を sと置い
て、定常状態における s、kの変化率がゼロになり、
そのことを 　　　　　で表していた。大西・金
江（2015）のモデルは基本モデルの拡張であるが、
資本と労働力の配分比率を考えずに、両部門に分

配された労働と資本を直接　　　　　 と表記し
て計算していたので、基本モデルの場合とは違っ

て、移動経路を具体的に計算するのは難しい。従っ

て、動学経路を考察したければ、拡張モデルでも

基本モデルのように成長経路における消費財生産

部門への資本ストックの配分比率φという変数を

導入することが望ましい。

　したがって本稿では、資本ストックと労働力の

配分比率を時間的各操作変数　　　　としてモデ

ルを立ち上げる。つまり、　　　　をそれぞれ労働

と資本の消費部門への配分比率とするのである。

もちろん、ここでは、　　　　　　　　  である。
それぞれは毎期総労働力をどの比率　　　　で二

つの部門に分割するか、毎期総資本ストックをど

の比率　　　　で二つの部門に分割するかを表す

操作変数となっている。すなわち、大西・金江

（2015）における　　 は　　　　　　　　　　と
書き替えられ（Lは総労働力）、同じく、　　　 は
　　　　　　　　と書き替えられる（Kは総資本）。
　大西・金江（2015）の研究とは異なり、基本モデ
ルと同様、資本と労働の配分比率　　　　を　　と

ともに、通時的操作変数としてモデルに組み込まれ

ている。さらに、消費財生産部門と資本財生産部門

とも規模に関する収穫一定を仮定する。すなわち、

　　　　　　　　     である。その中、α１、α２は

それぞれ二つの部門の労働分配率で、β１、β２

はそれぞれ二つの部門の資本分配率である。資本

と労働の配分比率を表す変数　　との区別は要注

意である。

  3
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Ks で表していた。

大西・金江(2015)のモデルは基本モデルの拡張であるが、資本と労働力の配分

比率を考えずに、両部門に分配された労働と資本を直接 2121 ,,, KKLL と表記して

計算していたので、基本モデルの場合とは違って、移動経路を具体的に計算す

るのは難しい。従って、動学経路を考察したければ、拡張モデルでも基本モデ

ルのように成長経路における消費財生産部門への資本ストックの配分比率φと
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)(),( tts  としてモデルを立ち上げる。つまり、 )(),( tts  をそれぞれ労働と資本の

消費部門への配分比率とするのである。もちろん、ここでは、 10  s 、 10  

である。それぞれは毎期総労働力をどの比率 )1:( ss  で二つの部門に分割する

か、毎期総資本ストックをどの比率 )1:(   で二つの部門に分割するかを表す
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操作変数となっている。すなわち、大西・金江(2015)における 21, LL は

LsLsLL )1(, 21  と書き替えられ(L は総労働力)、同じく、 21, KK は

KKKK )1(, 21   と書き替えられる(K は総資本)。 

 大西・金江(2015)の研究とは異なり、基本モデルと同様、資本と労働の配分

比率 )(),( tst を )(tK とともに、通時的操作変数としてモデルに組み込まれてい

る。さらに、消費財生産部門と資本財生産部門とも規模に関する収穫一定を仮

定する。すなわち、 12211   である。その中、α１、α２はそれぞれ

二つの部門の労働分配率で、β１、β２はそれぞれ二つの部門の資本分配率であ

る。資本と労働の配分比率を表す変数 s, との区別は要注意である。 

 さらに、具体的には、消費財生産部門（Y は消費財）と資本財生産部門（ I は

投資財）の生産関数を次のように設定する。  

)1.........(])1[(])1[( 11  LsKBI   

)2..(..........)()( 22  sLKAY   

)3(..........KIK 


  

 生産関数（1）と（2）を分かりやすく説明すると、以下の図式のように表現

することができる。すなわち、 

             図 1 モデルにおける二本の生産関数の図式的な表現 
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約がないことを仮定している。 (iii)は共役変数  に関する条件である。両方と

も効用単位で測られている。
K
H

は、直接的な生産活動から得られる収益であ

り、


 はキャピタルゲイン（ロス）である。  は資本μを利子率ρで運用し

たときの収益（利子）を意味する。すなわち、それは効用単位の世界における、

利子率ρを収益率の基準として生産活動が行われているということである。

(iv)をとくと、資本蓄積方程式そのものになる。 
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ことである。

　ここまでの計算は、複雑ではないが、最後の数

式を導くのはやや複雑で長いため計算途中を省略

する。
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であるために、定常状態における総労働力の部門

間配分比率、総資本の部門間配分比率、最適資本

労働比率は以下のように計算できる３。

　まずは　　　で資本蓄積方程式は

になる。

　さらに、定常状態における総資本の部門間配分

比率の変化率ゼロで。
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  以上の(13),(17),(20)で、定常状態での資本労働比率、総資本の部門間の配

分比率、総労働の部門間の配分比率の計算結果が揃ったこととなる。それは、

大西・金江(2015)で得られるそれぞれの解と同じであることが分かる。 

（2）将来予測方法の先行研究 

 大西(2016)、Shen(2011)は、大西・金江(2015)で得られる(13),(17),(20)と

同じ式、すなわち定常値の計算式を用いて、中国経済の実証研究を行ったもの

であるiv。具体的には、上記の二つの生産関数と減価償却率 δ 及び時間選好率

（主観的割引率）ρ を計算し、(13),(17),(20)の三つの式によって将来の定常

（ゼロ成長）における最適資本労働比率や総労働・総資本の両部門の最適配分

比率を計算している。それにより計算された定常状態の資本財の配分比率と計

算時点の現在の値に基づき、定常状態に達するまでの正常な期間を推定する。

すなわち、まず産業連関表や労働力統計、産業別資本ストック推計、国民所得

統計における産業別生産額などの値から 212121 ,,,,, YYKKLL を推計し、それらか

ら OLS 推計された両部門の生産関数のパラメータを推計する。さらに、各種統

計からマクロの資本減耗率と時間選好率も推計し、それらを上記

(13),(17),(20)の三つの式に代入することで定常状態における資本労働比率、

労働力と資本ストックの両部門への配分比率を計算している。そして、この結

果として、マクロの定常資本労働比率が現状の何倍にあたるとか、両部門への

労働力と資本ストックの配分比率が現状からどの程度変化しなければならない
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ている。そして、この結果として、マクロの定常
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比率を計算している。それにより計算された定常状態の資本財の配分比率と計

算時点の現在の値に基づき、定常状態に達するまでの正常な期間を推定する。

すなわち、まず産業連関表や労働力統計、産業別資本ストック推計、国民所得

統計における産業別生産額などの値から 212121 ,,,,, YYKKLL を推計し、それらか

ら OLS 推計された両部門の生産関数のパラメータを推計する。さらに、各種統
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果として、マクロの定常資本労働比率が現状の何倍にあたるとか、両部門への

労働力と資本ストックの配分比率が現状からどの程度変化しなければならない
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えれば非常に強い仮定を前提とした計算となって

いる。Shen（2011）では計算基準年から定常状
態までの資本労働比率の成長トレンドは過去の成

長トレンドを単純に延長するという強い仮定を置

いている。

　具体的には、まず、1981年から 2005年の資
本労働比率を現実データからとらえ、この 25年
間の資本労働比率の伸び率を計算したうえで、計

算時点（2005年）からの資本労働比率も同じ成
長トレンドで単純に延長したと仮定する。そし

て、1981年から 2005年までの資本労働比率の
伸び率に従って、2005年における資本労働比率
から、計算された定常状態における資本労働比率

に至るまでの必要期間を計算しているのである。

このようにして、中国経済のゼロ成長化の年が推

計される。他方、大西（2016）では投資財生産
部門が長期に縮小するために当該部門への労働力

や資本ストックの配分比率（1-φ）、（1-s）５が直
線的に減少するという強い仮定が置かれている。

この仮定で様々に最終年を仮計算し、その中でど

の最終年の想定が（20）式で推計された定常資
本労働比率に矛盾なく斉合するかを調べているの

である。例えば、大西（2016）の計算では、定
常における 1－ sは 9%となるが、2009年「現
在」のその現実値は 76%である。そのため、こ
の仮定では、もし 2020年に定常化するのであれ
ば、この 1－ s　（（76-9）/（2020-2009）%/年）
の比率で毎年低下するということになる。そし

て、複数の最終年（2020年、2030年、2040年）
を設定し、それらの各最終年それぞれの経路をた

どった場合、この最終年に到達する「定常」資本

労働比率が計算された本来の最適値に一致するか

どうかをチェックする。それによって、どの年を

最終年と想定できるかを定めるのである。しかし、

この説明でからわかるように、これらの仮定はど

れもあまりに強い仮定であり、現実的な推計方法

の開拓が求められている。

　従って、本稿は大西（2016）、Shen（2011）
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に使われた計算方法とは異なる新に構築した予測

モデルで導いたオイラー方程式により、中国経済

の将来の成長経路を描きながら、ゼロ成長化の時

期の特定を含め、分析と予測を行う。

3．オイラー方程式の利用による実証モデル
　

（1）モデルの推計について

　前述のように、先行研究には Shen（2011）と
大西（2016）の二つがあるが、この二つの研究
におけるパラメータ推定は異なっている。但し、

大西（2016）のデータ推計の方がより厳密に行
われているため、本稿で用いるすべてのパラメー

タは大西（2016）により推定されたものを採用
する。まず、大西（2016）により推定された各
パラメータを簡単に紹介しよう。大西（2016）
による実際のパラメータの推定は相当計算量が多

く、複雑である。パラメータの計算には産業連関

表が用いられ各産業毎に「投資財生産用」と「消

費財生産用」にまずは分割されている。但し、中

国産業連関表は毎年更新するものではないため、

空いた年の分は存在する年の表の中間の値とし

て推計されている。また、表中の名目値を実質

化するために物価指数の計算もしなければなら

ず、大西（2016）は 1980年の価格を基準年価格
として物価指数を推計している。これらの時系

列データをもとに、（1）（2）の生産関数を最小
二乗法を用いて各パラメータを算出しているの

である。計算された各パラメータ　　　　　 は
0.598,0.911,0.402,0.089 となり、すべて（0,1）
の範囲に収まっている。なお、両部門の全要素生

産性 A,Bはそれぞれ 0.82175,0.52564であった。
具体的な計算方に関しては、大西（2016）を参
照されたい。

　さらに、減価償却δと主観的割引ρについては、

大西（2016）のデータは孟（2012）の産業別減
価償却率推定データを中間年 1995年の資本ス
トックの産業別比率で加重平均して計算したもの
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すべて(0,1)の範囲に収まっている。なお、両部門の全要素生産性 A,B はそれ

ぞれ 0.82175,0.52564 であった。具体的な計算方に関しては、大西(2016)を参

照されたい。 

 さらに、減価償却 δ と主観的割引 ρ については、大西(2016)のデータは孟

(2012)の産業別減価償却率推定データを中間年 1995 年の資本ストックの産業

となっており、結果は 0.17198であった。これは
孫琳琳・焦婕（2016）により計算された 1980―
2011年までの中国 33部門の設備資本の減価償却
率の [0.12862,0.21675]の範囲に収まるため、か
なりの程度正確であると考えてよい。また、時間

選好率に関しては、ピケティの理論に従って計算

している。Ohnishi＆ kanae（2015）の研究では、
ピケティが主張した資本収益率 rが一人当たり経
済成長率ｇを上回り、このギャップは主観的割引

率に一致するという考え方すなわち r-g=ρに従っ
て推計している。具体的にはこの計算を 2000年、
2002年、2005年、2007年の産業連関表を用い
て行い、それら 4年の計算結果の平均値として時
間選好率＝ 0.0764という値を導いている。

（2）「ゼロ成長時期」の計算過程

　それでは実際に、以上の諸パラメータを前節の

二本のオイラー方程式（8）、（9）に代入し、さら
に定義式（3）を用いて、動学経路を描いてみよう。
　なお、今回の計算は、大西（2015）に予測さ
れた「ゼロ成長時期」と比較することも一つの

目的であるため、初期データも同じく 2009年の
データを使うこととする。2009年のデータに基
づいて、消費財生産部門、投資財生産部門の両部

門の生産及び資本ストックの計算ができる。ま

た、2009年の両部門における、労働と資本の配
分比率、すなわち方程式のｓとφの具体値を計算

すると、0.2419と 0.2991と計算される。さらに、
一人当たりの資本ストックも 3.1234となる。こ
れらより、（8）、（9）式から　、　の計算ができ、
それらに基づいて、2010年のｓとφが計算でき
る。それらと同時に、式（1）,（2）に従って、
2010年の総消費＋総投資の総額、及び一人当た
りの資本ストックを計算する。このように、リカー

シブに繰り返し計算を進める。

 それらの結果、図１に示されたようにモデルで
は一人当たり資本ストックの最適値　　  　  があ
り、そこに到達して以降は資本蓄積が停止される
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 それでは実際に、以上の諸パラメータを前節の二本のオイラー方程式(8)、(9)

に代入し、さらに定義式(3)を用いて、動学経路を描いてみよう。 

 なお、今回の計算は、大西(2015)に予測された「ゼロ成長時期」と比較する

ことも一つの目的であるため、初期データも同じく 2009 年のデータを使うこと

とする。2009 年のデータに基づいて、消費財生産部門、投資財生産部門の両部

門の生産及び資本ストックの計算ができる。また、2009 年の両部門における、

労働と資本の配分比率、すなわち方程式のｓとφの具体値を計算すると、0.2419

と 0.2991 と計算される。さらに、一人当たりの資本ストックも 3.1234 となる。

これらより、(8)、(9)式から


s 、


の計算ができ、それらに基づいて、2010 年

のｓとφが計算できる。それらと同時に、式(1),(2)に従って、2010 年の総消

費＋総投資の総額、及び一人当たりの資本ストックを計算する。このように、

リカーシブに繰り返し計算を進める。 

それらの結果、図１に示されたようにモデルでは一人当たり資本ストックの

最適値
)/( LK があり、そこに到達して以降は資本蓄積が停止されることになる。
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ことになる。さらに、経済成長率も同時に徐々に

減少していく。大西（2016）によると、現在の
先進諸国はすでにこの段階に入っており、その結

果、成長率もほほゼロとなっている。すなわち、

経済発展の流れとしては、高成長から中成長、最

後に低成長（ゼロ成長）への推移は不可避である。

こうして、マルクス派最適成長モデルは成長率の

長期的低下を重要な理論的帰結としている。

4．中国経済のゼロ成長化は何年先か　　

　ここから経済がゼロ成長になる時期の具体的の

推計に入る。そこで、図 2では、計算された各
年の資本労働比率、および各年に対応する経済成

長率を二本の線で表示している。図 2に見るよ
うに、ゼロ成長は 2040年であることが推定でき
る。これは、大西（2016）の研究より 7年遅く、

Shen（2011）が予測した結果と一致している。
その時の一人当たりの資本ストックは、46.426
万元である。しかし、すでに説明したように、大

西（2016）、Shen（2011）では恣意的な計算方
法を用いているため、より適切な推計方法を用い

た本稿の推定が、現時点では最も妥当なものだと

言えよう。

　さらに、ゼロ成長時期を特定する以外に、以下

のような付随的な結果が伴う。この「ゼロ成長

時期」の資本労働比率は、2009年段階の現実値
3.12万元（1980年価格）の約 15倍である。こ
の予測では 2009年から労働力人口は一定である
と設定したので、これは国内の資本ストックが

2009年段階の 15倍程度になることを意味して
いる。計算によると 2040年の総消費と総投資の
総額は 1980年価格で 75兆 2531.1262億元とな
り、2009年のそれの 7.92倍であることが分かる。

図２　マルクス派最適成長論における資本労働比率の変化に対応した理論上の成長率の変化
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図３　中国経済における資本労働比率と成長率の推移予測
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一方、大西（2016）では「ゼロ成長時期」にお
ける資本労働比率は 29.3451年価格）万元であ
り、GDPは 2009年価格の 6倍だとされていたが、
この計算は過少であったというのが本稿の結論と

なる。中国全体からみれば、インフラ建設、農業

の機械化率などはまだまだ遅れているので、これ

から政府の投資政策や産業政策の拡大により、イ

ンフラ投資、例えば高速鉄道、地下鉄やその他の

都市設備、環境汚染防止施設などがさらに整備さ

れ、製造業の生産設備も省エネや環境対策のため

に設備更新が進んでいく可能性が高い。さらに、

現在、中国経済は構造変化の最中であり、中央政

府は製造業の設備過剰、地方政府の債務、不動産

在庫などの事項の調整を強力に進めている。した

がって、2040年までには中国経済は今の 15倍
程度の資本ストックを達成するという本稿の予測

は十分に現実的妥当性を持つと思われる。

　また、「ゼロ成長時期」での資本財生産部門へ

の労働の配分比率（1-s）は 0.7081で、2009年
における実際の値である 0.7588と大きくは変わ
らず、徐々に減っていくことがわかる。一方、大

西（2016）の研究では「ゼロ成長時期」での資
本財生産部門への労働力の配分比率は 0.0919と
されている。経済発展により資本労働比率は「目

標」に近づくので、労働力は資本財生産部門にシ

フトしていくことが確かめられる。しかし、大西

（2016）で得られる結果のように、総労働力の
1/10しか資本財生産部門に配分されないという
ようなことはないのではないだろうか。2033年
が定常均衡であれば、あと 16年間で人口の 2/3
近くが部門間移動しなければならないとなるが、

さすがにそこまでは考えにくい。従って、本稿で

計算された 0.7081の方がより現実性が高いと考
えられる。

　また、「ゼロ成長時期」での資本財生産部門へ

の資本財の配分比率（1-φ）は 0.4801で、これ
は 2009年の現実値の 0.7001とくらべて、かな
り変わっていることがわかる。一方、大西（2016）

の研究では、0.6298となっており、より多くの
資本が投資財生産部門に残るものとされている。

しかし、経済構造改革によって、消費財生産部門

（主に第三次生産部門）の拡大が必要とされ、多

くの資本投資が消費財生産部門へ移転するはずで

ある。そのため、消費財生産部門への資本の投入

は資本財生産部門より多くなるとの予測は現実的

である。

　さらに、消費財生産部門および資本財生産部

門の資本労働比率については、2009年ではそれ
ぞれ、3.8846と 2.8822だったが、大西（2016）
の研究では、両部門の資本労働比率は示されて

いないものの、筆者が計算した結果、それぞれ、

11.8194と 198.6558となった。消費財生産部門
と比べて資本財生産部門の資本労働比率がかなり

高くなっている。消費財生産部門における「サー

ビス化」が進行しているためにこういった結果

になると想定されているのであろうが、両部門

の資本労働比率がそこまでずれることは非現実

的であると思われる。本稿で計算したゼロ成長

年の 2040年における消費財生産部門および資本
財生産部門の両部門の資本労働比率はそれぞれ、

81.6875と 31.0946である。経済成長に伴い、両
部門の資本労働比率とも高く成長しているが、大

西（2016）とは違い、消費財生産財部門における
蓄積スピードが早いことも分かる。なぜなら、経

済成長に伴い、消費財生産産業はさらに重視され、

生産設備更新と機械生産により多くの資本が投入

されるかわりに、労働力の必要性が減少するから

である。そこで、消費財生産部門の資本労働比率

の上昇率は資本財より早くなると考えられる。

　ただし、全体的な資本労働比率は本稿と大西

（2016）で一致しており、現時点で観察できる状況
と同様、農村部の余剰労働力の減少による労働力

コストの上昇によっても中国経済は労働集約型か

ら資本集約型に徐々に転化しなければならないと

いう結論も同じであるということは付言しておく。
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5．終わりに

　中国経済の今後の発展がどうなるか、先進諸国

のように、中成長を終えて低成長（ゼロ成長）に

推移しているのではないだろうかという問題意識

を持ちながら、本稿はまず Shen（2011）及び大
西（2016）が用いられたマルクス派最適成長モ
デルを、動学方程式を使ったより完全な予測用モ

デルへと拡張した。そして、モデルの解としての

二本のオイラー方程式（8）、（9）及び定義式の（3）
を用いて、強い仮定を用いずに、中国経済のゼロ

成長化の時期を改めて予測したのである。その

結果、大西（2016）が予測した 2033年より遅い
2040年に中国経済成長がゼロ成長化することが
分かった。Shen（2011）や大西（2016）の研究
ではこうした予測方法が確立されていなかったた

めに、強い仮定を導入していたが、上記の方法で

その問題が回避できたのである。

　なお、この結果は多くの付随的な予測を生むこ

ととなる。例えば、本稿の計算が正しければ、予

測された 2040年における総消費＋総生産の総額
は 1980年価格で 75兆 2531.1262億元となるが、
これは計算の基準年の 2009年の値の 7.9倍程度
になり、それはさらに、現在の日本の約 6倍と
予測されることになる。現時点の中国の人口は日

本の約 10倍程なので、これは一人当たり GDP
が日本の半分以上に達することを意味する。

　現在の中国の政府もすでに経済成長が鈍化して

いることを意識している。それにより、産業構造

改革などに中心を置いた政策を推進中で、「製造

業」がけん引する経済から「サービス業」がけん

引する経済へ、製品・技術の模倣モデルから「中

国発イノベーション」モデルへ転換に力を入れて

いる。本稿のモデルもそのような政策志向を強く

支持するものとなっている。本稿で示された定常

状態への経路の導出は、マルクス派最適成長モデ

ルの理論的彫琢に資するばかりでなく、現実の中

国の経済政策の実証的裏づけになりうるものだと

言えよう。
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１　中国のマルクス動学成長モデルに関する研究の分野
においては特に多く引用されている。さらに、マルクス
派最適成長モデルを紹介する大西の教科書（大西 ,2015）
も中国語に翻訳されて出版されている。
２　具体的には、Shen（2011）では資本労働比率に、大
西（2016）では労働力と資本財の配分比率に強い仮定
入れている。
３　ここまでの計算手順は先行研究である大西（2015）
におけるマルクス派最適成長モデルの簡単バージョン
に従ったもので、興味のある方は大西（2015）p131～
P132を参考されたい。
４　Shen（2011）と大西（2016）における、各パラメー
タを求め方が違うが、大西（2016）における計算され
た各パラメータには現実性が高い。本稿は大西（2016）
の研究結果との比較も一つの主旨であるために、パラ
メータの導出については大西（2016）だけ説明する。
興味がある方は Shen（2011）を参考されたい。
５　大西・金江 (2015)の記号では、
　　　 　　　　　　　　　　　　　　　である。
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かを予測しているのである。 

 ただし、大西(2016)、Shen(2011)の研究では基本的な推計作業はここまでに

とどまっており、こうして計算された定常状態までの「現在」からの成長経路

については極めてラフな、言い換えれば非常に強い仮定を前提とした計算とな

っている。Shen(2011)では計算基準年から定常状態までの資本労働比率の成長

トレンドは過去の成長トレンドを単純に延長するという強い仮定を置いている。 

 具体的には、まず、1981 年から 2005 年の資本労働比率を現実データからと

らえ、この 25 年間の資本労働比率の伸び率を計算したうえで、計算時点(2005

年)からの資本労働比率も同じ成長トレンドで単純に延長したと仮定する。そし

て、1981 年から 2005 年までの資本労働比率の伸び率に従って、2005 年におけ

る資本労働比率から、計算された定常状態における資本労働比率に至るまでの        

必要期間を計算しているのである。このようにして、中国経済のゼロ成長化の

年が推計される。他方、大西(2016)では投資財生産部門が長期に縮小するため

に当該部門への労働力や資本ストックの配分比率(1-φ)、(1-s)1が直線的に減

少するという強い仮定が置かれている。この仮定で様々に最終年を仮計算し、

その中でどの最終年の想定が(20)式で推計された定常資本労働比率に矛盾なく

斉合するかを調べているのである。例えば、大西(2016)の計算では、定常にお

ける 1－s は 9%となるが、2009 年「現在」のその現実値は 76%である。そのた

め、この仮定では、もし 2020 年に定常化するのであれば、この 1－s 

((76-9)/(2020-2009)%/年)の比率で毎年低下するということになる。そして、

複数の最終年(2020 年、2030 年、2040 年）を設定し、それらの各最終年それぞ

れの経路をたどった場合、この最終年に到達する「定常」資本労働比率が計算

された本来の最適値に一致するかどうかをチェックする。それによって、どの

年を最終年と想定できるかを定めるのである。しかし、この説明でからわかる

                                                             
1  大西・金江 (2015)の記号では、 )/(1),/(1 211211 KKKsLLL  である。  
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China’s GDP grew 6.7% in 2016 within 
the government’s target range of 6.6% to 7%. 
However, it is the slowest growth in 26 years 
and it happened as the result of six consecu-
tive years decline from 2010. The continuing 
decline of China’s growth rate has attracted the 
attention of the whole world. What will happen 
with China’s economy? Will it transform to low 
growth after the period of middle growth? Will 
it experience the transformation that the de-
veloped countries have experienced and are ex-
periencing now? These questions deserve to be 
analyzed. Also, these are the topics the paper 
will focus on.

To analyze such trend of China’s economy, 
the paper is introducing optimal growth model 
called: Prediction model of Marxian optimal 
growth model. With this model we will explain 
the declining trend of potential growth rate 
as an inevitable historical law. Thus, we will 
forecast the period when China`s economy 
will reach Zero-growth. Different from Onishi 
(2016), our results indicate (will show) that the 
year when China’s GDP will be about six times 
higher than the Japanese GDP and about two 
times higher than American GDP, is the year 
2040.

The new projection of China’s economic growth rate
–––– an improvement of the Marxian Optimal Growth Model

LI, Chen（Keio University）
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キーワード：
東アジアトライアングル、東アジア国際生産ネットワーク、アジア新興経済、アーキテクチャ、
貿易特化係数

はじめに

1980年代以降、東アジア地域貿易は産業・業
種単位の国際分業から生産工程単位の国際分業へ

と大きく変貌し、域内各国の比較優位に基づいて、

国際生産ネットワークが形成された。このような

国際生産ネットワークの中で、国際貿易も原材料

と完成品の国際取引から部品・中間財分野での国

際取引へと深化し、このことは「第 2のアンバ
ンドリグ」といわれている 1。

このような国際生産ネットワークの中で、域内

各国の異なる経済発展段階を利用して、生産要素

集約度の異なる生産工程を最適地に分散し、工程

間のきめ細かいバリューチェーンが構築されるこ

とにより、地域全体の労働生産性が向上され、東

アジアは世界では最も効率の高い産業集積地域と

なっている。

東アジア国際生産ネットワーク形成の歴史につ

いてみれば、先進国としての日本から端を発し、

1960年代からアジア新興工業経済地域（アジア
NIES）としての韓国、台湾、香港、シンガポー
ルの参加により動き出しており、さらに 1990年
代以降、中国、ASEANなどの積極的な外国資本

導入政策により、急拡大していった。

東アジア国際生産ネットワークの特徴は技術優

位を有する先進国は労働力優位を有する後発国に

部品を供給し、そこで組立をした製品を欧米に輸

出する、いわゆる「太平洋トライアングル」であ

り、この中で中心的な役割を果たすのは部品のサ

プライヤーとしての日本、韓国、台湾などの先進

国・地域であった。しかし、2000年以降、中国、
ASEANなどの新興経済の経済成長にともなっ
て、各国の比較優位も変化し、東アジア国際生産

ネットワークも大きく変貌し、東アジア国際分業

も「太平洋トライアングル」から「東アジアトラ

イアングル」へとシフトしつつある。

ちなみに本稿は、東アジアにおける部品貿易を

中心に、マーケットシェアと貿易特化係数とい

う二つの指標に基づいて、2000年以降、中国や
ASEANなどの新興経済の台頭に伴う「東アジア
トライアングル」の構造変化を考察したい。

１．「東アジアトライアングル構造」に関す
る先行研究

生産工程間国際分業に基づくアジアの生産ネッ

部品貿易からみた東アジア国際生産ネットワークの変貌

―「東アジアトライアングル」の新基軸―

唱　　　　　新（福井県立大学）
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トワークに関しては、通常「太平洋トライアング

ル」として捉えている。その本来の意味はアジア

NIESや ASEANは日本から資本財・中間財の多
くを輸入し、アメリカという巨大な市場へ輸出す

るという構図が見られ、このような相互依存関係

の深化と新たな国際分業体制が生まれつつある環

太平洋地域を「太平洋トライアングル地域」と位

置づけており（末廣昭〔2015〕、55ページ）、その
中核的な役割を果たしたのは日本企業であった。

「アジア太平洋トライアングル構造」から「東

アジアトライアングル構造」へのシフトを始めて

提起したのは末廣昭であろう。しかも、この「東

アジアトライアングル構造」が形成された背景と

特徴に関しては、末廣は次のように指摘している。

（1）プラザ以降、日本及びアジア NIES企
業の ASEANへの直接投資は「日本・NIES・
ASEAN諸国を結ぶ生産のネットワークが誕生
し、それ以降、産業内貿易（企業内貿易）がアジ

ア域内で急速に増加した」（同上 57ページ）。
（2）中国は域内最大のアブソーバーとなってい
る。すなわち、「中国向け外国投資の急増は日本

だけでなく中国＝ NIES、中国＝ ASEAN諸国と
いう域内貿易を活性化する契機にもなった。……

〔この東アジアトライアングル構造〕の主要なプ

レやーは日本、中国（プラス NIES）、ASEAN
諸国の三つである。経済的重心はもはやアメリカ

ではなく、中国である。日本は素材、部品、機

械、設備等の重要な供給者ではあるものの、……

工業製品のアブソーバーになったのは中国なので

ある」（同上）。

（3）「アジア化するアジア」の形成。すなわち、
その結果として、「アジアが作り、アジアで消費

するという新しい構図が生まれた」（同上、58ペー
ジ）ということである。

すなわち、広末の指摘している「東アジアトラ

イアングル構造」では、基本的に日本の視点に立

脚し、日本を中間財・資本財の供給者として捉え

ている。中国に関しては、従来、安価な労働力を

利用する生産拠点から消費市場へと転換しつつあ

ると主張している。　

さらにこのような転換により、東アジアは衣類、

家電製品から IT製品までに生産から消費までに
自己完結的な経済圏となっており、アジアは「生

産するアジア」から「消費するアジア」へとシフ

トしつつあるということを意味しているが、末廣

はその中の国際分業構造及び各国・地域の国際競

争優位の変化には言及しなかった。

この東アジア国際生産ネットワークの国際分業

構造を詳細な事例で考察したのは東京大学の新宅

純二郎である。新宅は国際経営論の視点から、企

業の組織能力と製品アーキテクチャの相関関係に

基づいて、東アジアの国際分業関係を考察した上、

「連携するアジア」の結論を提起した。その主な

論点は以下のとおりである。

（1） 組織能力とアーキテクチャ比較優位の構築
企業の組織能力と製品・工程のアーキテクチャ

の関係に関しては、新宅が指摘したとおり、「製

品や工程のアーキテクチャは、一方で技術や市場

ニーズの特性などの環境による影響を受け、他方

で企業の組織能力構築への取り組みの影響を受け

ながら、進化を遂げていく。ある企業の現場の組

織能力と、当該製品・工程のアーキテクチャとの

相性が良い場合には、その現場の競争力が高まり、

市場における製品競争力に結びつくことも多い。

そのような市場競争力と組織的選択のプロセスの

結果として、その国のものづくりの組織能力や能

力構築の環境と親和性の高い製品・工程アーキテ

クチャが選択され、国の中で強化されていく」（新

宅〔2010〕、13ページ）。
（2）アーキテクチャの比較優位と立地選択
現在の多国籍企業の立地選択に関しては、新宅

は製品・工程のアーキテクチャを「インテグラル

型」（擦り合わせ）とモジュラー型（組立）に分けて、

次のように指摘している。「アーキテクチャの比

較優位論は、企業のドメインや立地の選択、なら

びに国際分業システムの構築問題と深く関わる。
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……一般論として、インテグラル型ものづくりの

組織能力構築環境に恵まれた国や地域には擦り合

わせ型の製品や工程を配置すべきである。オープ

ンでモジュラーな能力構築に強みを発揮できる国

や地域には組み合わせ型の製品や工程を配置すべ

きである（同上、14ページ）。
（3）アーキテクチャに基づく分業と協業
新宅は以上のような仮説に基づいて、「中国は、

市場としても産業としてもモジュラー型製品に強

みがある。……日本はインテグラル型製品に強み

がある」（同上、42ページ）として、日本企業は
このようなアーキテクチャに基づく国際協業にお

いて、アジア企業との連携を強化すべきである。

新宅分析のオリジナリティーは製品・工程の

アーキテクチャに基づく国際分業モデルを提起し

たことであるが、氏は基本的にモジュラー型生産

が進展している情報通信産業における企業ベース

の競争優位を中心としている。とくに液晶パネル

の生産においては、「韓国や台湾の企業が優位、

部品材料では日本企業が圧倒的優位という構図が

定着している。……日本企業全体から見ると、垂

直的なバリューチェーンに占める割合は徐々に小

さくなっていったが、市場拡大のため、日本企業

全体が獲得している付加価値は大きくなっている

（新宅〔2010〕50ページ）。
一方、新宅の分析は基本的に企業ベースの比較

優位を中心としているが、新古典派経済学の経済

成長モデルからみると、一国の経済成長にとって、

国ベースの比較優位も重要である。この国ベース

の比較優位は国際市場でのマーケットシェア（国

際分業への参加度）と貿易特化係数（国際貿易で

の営利力）で示されているが、通常、企業ベース

の比較優位はそのまま、国ベースの比較優位に反

映されている。しかし、経済のグローバルが進展

し、企業の海外生産が急速に拡大している中で、

ミクロ経済とマクロ経済が乖離しているがゆえ、

企業ベースの比較優位は必ずしも国ベースの比較

優位につながるわけではない。また、産業の技術

特性の相違により、このような生産ネットワーク

の国際分業構造もそれぞれ異なっている。

また、国ベースの比較優位に関しては、2000
年以降、中国、ASEANなどの新興経済は国際バ
リューチェーンでは川上産業にシフトすることに

より、単に組立を中心とする生産拠点や工業製品

の消費市場だけでなく、主要な中間財・資本財の

プレヤーになりつつあり、「東アジアトライアン

グル」も新たな変化が見られている。　

因みに本稿は東アジアにおける部品貿易の構造

変化を通じて、東アジア国際分業における各国・

地域の競争優位が変化している実態を明らかにし

たい。

２．「自己完結型」に向かう東アジア部品貿
易の概要

東アジアの産業内国際分業を反映して、部品貿

易は東アジア域内貿易において非常に高いシェア

を占めているが、従来の東アジア国際生産ネット

ワークでは日本、韓国、台湾から部品を輸出して、

中国や ASEANで組立生産を行って、その製品
を欧米に輸出する、いわゆる「太平洋アトライア

ングル」を特徴としていた。しかし、2000年以降、
中国と ASEANの経済成長にともなう比較優位
の変化及びこれらの国への現地販売拡大により、

国際生産ネットワークも大きく変貌し、「東アジ

アトライアングル」も急浮上してきた。1980年
から 2015年にかけて、東アジアの部品貿易にお
ける国別の輸出構造の変化はその変貌を端的に反

映している。

以下、産業別と国別の輸出構造の変化から東ア

ジア国際生産ネットワークの変化を考察したい。

（1）産業別の構造変化

表 1のとおり、東アジアの部品貿易は 1980年
の 56.8億ドルから 2015年の 7,229.7億ドルへと
127倍増を果たした。その中で、産業別の構造変
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化についてみると、1980年から 2015年にかけて、
電機機械、一般機械、輸送機械などの三大産業合

計の輸出比率は 90％以上のシェアを占めている
のは変わっていないが、この三大産業の中で、電

気機械産業の輸出シェアは 1980年の 51.6％から
2015年の 76.2％に上昇し、電気機械産業の生産
工程間国際分業は最も発達していることを物語っ

ている。

また、同期間では、一般機械産業の輸出シェア

は 26.3％から 15.1％に、輸送機械産業のそれは
13.6％から 5.1％に低下したことは、これらの産
業では、部品調達の現地化が進んでいることを反

映している。とくに自動車産業の場合、そのほと

んどは現地向けの生産であるため、コストを削減

するために各メーカーは部品の現地調達率を高め

ようと努力しているので、部品貿易の拡大は制限

されているといえよう。

さらにこのような構造変化は東アジア国際生産

ネットワークは電気機械産業を中心としており、

アジアは世界最大の電気機械産業の集積地域と

なっていると同時に、地域貿易は電気機械に偏っ

ており、景気変動の影響を受けやすい脆弱性を含

んでいることともいえよう。

また、電気機械、一般機械、輸送機械など、主

要産業の輸出における最終財と部品の輸出比率に

ついてみると、図 1のとおり、電気機械産業の部
品の輸出比率は 76.1％で最も高く、以下、輸送機
械の 50.9％、一般機械の 40.0％が続いている。
このことは生産工程間の国際分業の度合は産業

の特性により大きく異なることを反映している。

表 1　東アジア域内向け部品の産業別輸出構造（単位：％）
1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

輸出総額（億ドル） 56.8 93.0 531.6 1,544.0 2,433.9 4,436.3 6,477.2 6,773.6 6,988.3 7,150.4 7,393.7 7,229.7
電気機械 51.6 55.1 52.1 62.4 67.9 69.1 71.0 70.8 70.7 72.8 74.0 76.2
一般機械 26.3 27.4 24.8 22.6 22.8 21.6 18.8 18.6 18.6 17.0 16.4 15.1
輸送機械 13.6 10.1 15.3 7.3 3.6 4.0 5.2 5.5 5.8 5.6 5.3 5.1
精密機械 0.9 0.7 0.5 0.5 0.9 1.8 2.3 2.3 2.3 2.1 2.0 1.6
家電製品 3.7 4.0 5.3 5.5 3.6 2.4 1.3 1.1 1.0 0.9 0.7 0.6
パルプ・紙・木・ゴム製品等 2.2 1.4 0.9 0.7 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6
鉄鋼・非鉄金属 1.4 1.1 1.0 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
繊維 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

資料：「R IETI-TID2014」（http://www.rieti-tid.com/trade.php）により作成。

図１　東アジア域内向けの主要産業の最終財と部品の輸出比率（単位：％）
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図 2　東アジア域内向けの国別部品の輸出構造　（単位：億ドル、％）
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（出所）「RIETI-TID2015」（http://www.rieti-tid.com/trade.php）により作成。

すなわち、モジュラー型生産が発達している電気

機械産業では、部品生産の標準化が進んでいるこ

と、部品の輸送コストが安いこと、域内輸出入関

税の引下げなどにより、生産工程の国際分散化が

最も進んでいるのに対し、複雑で高度な技術が必

要な一般機械産業では完成品の輸出が中心となっ

ている。

（2）国・地域別の輸出構造の変化

東アジア各国・地域の工業化の進展を反映して、

部品貿易の国・地域別の構造変化が非常に激しい

ものがある。

図 2 のとおり、1980 年の時点では日本は
67.1％という圧倒的なシェアを占めていたが、そ
の後、日系部品メーカーの現地生産にともなっ

て、日本のシェアが低下し続けて、2000年には
ASEAN（31.6％）に、2011年には中国（22.1％）に、
2015年には韓国（18.2％）に抜かれて、15.4％
に低下した。一方、ASEANのシェアは 2000年
をピークとして、それ以降、横ばいを続けてい

たが、中国のシェアは 1980年の 2.4％から 2015
年の 24.7％へと急上昇した。その上、中国と
ASEANの輸出シェアは合計で 51.7％となって
いる。

前述のとおり、東アジア国際分業（＝「東アジ

アトライアングル」）では部品を供給する国・地

域が中核的な役割を果たしているとすれば、従来

はその主なサプライヤーは日本、韓国、台湾など

の先進国・地域であったが、現在では、中国と

ASEANなどの新興国・地域がアジア最大の部品
サプライヤーとなっており、中国と ASEANを
基軸とする「東アジアトライアングル」が形成さ

れるようになったといえよう。以下、主要産業に

おける東アジア各国・地域の国際競争力の変化を

考察したい。

３．主要産業における各国・地域の国際競争
優位の変化

国際経済学では常にマーケットシェアと貿易特

化係数という二つの側面から各国の比較優位構造

を評価するが、以下、この二つの側面から主要産

業における各国・地域の比較優位構造の変化を考

察したい。

東アジア国際生産ネットワークは基本的に電気

機械、一般機械、輸送機械などのアセンブリ産業

に集中している。この三大産業の域内向け部品輸

出は地域全体の 95.7％を占めており、その中で、
各国・地域の比較優位構造の変化は以下のとおり

である。
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（1）電気機械産業

東アジアの電気機械産業の発展は 1960年代に日
本から始まり、1980年代にアジアNIESに、1990
年後半に ASEAN先発 6ヵ国、中国に、2010年以
降にベトナムに広がっており、キャッチ・アップ

型工業化の代表産業である。その域内向けの部品

輸出額についてみると、1980年の 29億ドルから
2015年の 5,510億ドルへと、25年間で約 190倍
増加し、年平均成長率が 23.4％に達する高成長産
業である（図 3参照）。
また、図 3から東アジアにおける電気機械部品
の域内向け輸出の国・地域別シェアについてみる

と、1980年代には日本は 50％以上のシェアを持
ち、ピークの 1985年には 54.5％に達した。しか
し、その後、2000年には ASEANに、2010年
には中国に、2011年には韓国に抜かれて、2013
年のマーケットシェアは 13.6％に低下した。こ
うした中で、中国のマーケットシェアは同期間の

1.6％から 22.3％に上昇し、東アジアでのシェア
拡大が最も顕著であり、中国と ASEANの合計
は 51.5％となり、東アジア最大の電気機械部品
のサプライヤーとなっている。

一方、貿易特化係数についてみると、図 4の
とおり、1980年には日本は圧倒的な競争優位を

図 3 　東アジア域内向けの電気機械部品輸出の各国・地域シェアの推移（単位：億ドル、％）
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図 4 　東アジア電気機械部品の国・地域別貿易特化係数
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持っており、ピークとなった 1990年には 0.76
に達した。しかし、それ以降、日本以外の国での

生産拡大や日本の電気機械部品の輸入増加にとも

なって、2010年以降、日本の貿易特化係数は韓国、
台湾、マレーシアに抜かれ、2015年には 0.33ま
で低下した。貿易特化係数から見て、国際競争力

は弱まりつつあるのに対し、韓国、台湾、マレー

シアの国際比較優位の上昇が著しいといえよう 2。

この中でとくにマレーシアの国際競争力が急速

に強まったのは注目すべきである。マレーシアは

原油、天然ガス、パーム油、ゴムなどの資源輸出

国のイメージが強いが、歴史的には電子電気産業

の集積が大きく、その製品の輸出競争力も強いの

である。

すなわち、1970年代から米系のインテルやテ
キサスインスツルメンツなどの半導体メーカーが

マレーシアのペナン地域に進出し、2000年以降、
さらに投資を拡大することにより、ペナンはアジ

アの電気電子部品産業の一大集積地域となり、こ

れにより、とくに中国への半導体輸出が急増し

た。それにより、アジアにおいて、マレーシアは

韓国、台湾に次ぐ大規模な半導体生産拠点となっ

ており、とくに ASEANの電気機械部品の輸出
拡大に寄与している。（その詳細に関しては、春

日剛等〔2004〕を参照されたい）。

また、ASEANと中国の貿易特化係数について
みると、そのいずれも 0に近いので、産業内国
際分業が発達しているといえるが、ASEANでは
2000年以降、マイナスからプラスに転じたので、
国際競争上の優位を持つようになるといえよう。

これに対し、中国は依然として、マイナスの状態

が続いているので、比較劣位の段階にあるといわ

ざるを得ない 3。即ち、中国はアジア最大の電気

機械部品のサプライヤーであるものの、半導体を

中心とする高度な電子部品は外国からの輸入に依

存しているアジア最大の輸入国でもあるため、電

機機械部品産業では比較優位を持っているわけで

はない 4。このような貿易特化係数からみた国際

競争力の格差は域内各国の産業内垂直的国際分業

構造を反映して、電気機械部品産業では、産業発

展の雁行型形態が存在すると考えられる。

（2）一般機械産業

産業の性質から見て、一般機械産業は資本財と

して、資本・技術集約型産業に属し、そのコア技

術は部品産業にあるとされており、日本は東アジ

ア諸国・地域と比べ、顕著な比較優位を有していた。

東アジアにおける域内向けの一般機械部品輸出

についてみると、図 5のとおり、その輸出額は
1980年の 15億ドルからピークとなった 2012年

図 5　東アジア各国・地域の域内向けの一般機械部品輸出シェアの推移（単位：億ドル、％）
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図 6　東アジア各国・地域の域内向けの一般機械部品の貿易特化係数
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の 1,299億ドルへと 32年間で 86倍増を果たし、
国際生産ネットワークが割合に発達している産業

だといえよう。しかし、近年、各国における部品

の現地生産拡大や 2012年以降の域内機械貿易の
低迷にともなって、東アジアの部品輸出に占める

比率も 1980年の 26.3％から、1990年の 24.8％、
2000年の 22.8％、2010年の 18.8％、2015年の
15.1％に低下し続けてきた（表 1参照）。こうし
た中で各国・地域の比較優位構造の変化は激しい

のである。

まず、各国・地域のシェアについてみると、図

5のとおり、1980年代には日本は 83.4％という
圧倒的なシェアを占めていたのに対し、1990年
には 52.9％、2000年には 29.9％、2015年には
22.5％へと、大幅に落ち込んだ。　　　

ASEANのマーケットシェアは 2000年の 34.4％
をピークに、2015年には 24.0％に低下し、貿易
特化係数もマイナス圏にあることから見れば、国

際比較優位を有するとはいえない。

これに対し、中国のマーケットシェアは 1995
年以降、急拡大し、2005年には日本と ASEAN
を抜いて、2015年には 37.0％へと上昇し、東ア
ジア最大の部品サプライヤーとなっている。

また、貿易特化係数についてみると、図 6のと
おり、1990年の時点では中国、韓国、ASEAN

のいずれも、マイナスであり、比較優位を持たな

いのに対し、日本は 0.73で、圧倒的な国際競争
優位を持っていたが、それ以降、低下し続けてき

た。一方、中国と韓国の貿易特化係数が上昇し、

2015年には日本は 0.30で、第１位ではあるが、
中国は 0.28で日本に肩を並べる水準に達してい
る。このことは一般機械部品産業においては、中

国はマーケットシェアの面でも貿易特化係数の面

でも国際競争力も強まりつつあり、先発国として

の日本に急速に接近していることを示している。

中国機械産業は 2000年以降、急速に発展され
てきた。そのきっかけは 2003年から実施された
「東北旧工業基地の再振興」という地域開発計画

である。この開発計画は装備製造業の再生と発展

を促進しようとするもので、その政策目標を実現

するために 2006年には「国家中長期の科学と技
術の発展計画綱要」（2006～ 20年）と「装備製
造業振興政策」を採択した。その時から東北三省

だけでなく、上海、広東、江蘇、浙江、山東など

の沿海地域では、外国資本の導入、国有企業の体

制改革、大規模な設備投資と技術開発などにより、

機械産業の輸入代替生産が急拡大した。これによ

り、中国は 2000年以降、アメリカ、日本、ドイ
ツなどの機械産業先進国を抜いて、世界一の機械

生産大国となった。
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さらに中国は 2015年には「中国製造 2025」と
いう新たな機械産業の振興計画を実施し、今後、

AI、IoTなどの新興産業を中心にさらに成長する
と見込まれている。

その生産規模の拡大にともなって、輸出も急増

し、いまや国別ベースでは、中国はドイツ、アメ

リカ、日本を抜いて、世界第 1位の輸出大国となっ
ている。その主な輸出品目はボイラ－・発電設備

と石油化学プラントなどの大型設備であり、その

輸出額は輸出総額の 50％以上を占めているが 5、

最近、金型、ベアリングなどの裾野産業の発展に

より、機械部品の輸出も急増している。

しかし、現状としては、中国の機械部品の輸出

には標準的なローエンド品種が多く、ハイエンド

の品種及びコア部品は依然として、ドイツ、日本

などの先進国からの輸入に依存している。マー

ケットシェアと貿易特化係数から見ると、国際比

較優位を有しているように見えるが、実際の技術

水準から見て、技術先進国とくらべ、格差がある

のは否めないのである。

（3）輸送機械

東アジアでは、輸送機械産業は生産の国際化が

急速に進んでいる分野であり、その輸出規模も拡

大しているが、各国では部品の現地調達の進展に

ともなって、域内向け部品輸出総額に占めるシェ

アが低下し、2015年には輸出額は 367.5億ドル
で、域内向け部品輸出総額の 5.3％に過ぎない。
東アジアの自動車産業では日本はかつて圧倒的

な競争優位を持っていた。図 7のとおり、1980
年には、東アジアにおける輸送機械部品の輸出に

占める日本のシェアは 87.0％であって、ほぼ独
占の状態であった。しかし、その後、マーケット

シェアは低下し続け、2015年になると、依然と
して第 1位ではあるが、そのシェアは 35.8％に
低下した。

一方、2015年には ASEANは 24.1％、中国は
20.6％、韓国は 16.0％に上昇し、日本を追い上
げている。その中で、ASEANでは最大輸出拠点
はタイであり、ASEAN輸出総額の 41.9％を占
めている。タイの自動車産業では日系企業は圧倒

的なシェアを占めていることを考えると、タイの

輸送機械部品の輸出には現地に進出する日系企業

による部分は大きいと考えられる。

また、貿易特化係数についてみると、図 8の
とおり、1990年には ASEAN、中国、韓国のい
ずれもマイナスであるのに対し、日本は 0.92で、
ほぼ、自動車部品の純輸出国であった、しかし、

各国・地域の追い上げにより、その貿易特化係

数も低下しつづけ、2015年には韓国に抜かれた。

図 7　東アジア輸送機械部品貿易における各国のシェア（単位：億ドル、％）
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日韓の逆転は注目すべき構造変化ではあるが、

マーケットシェアと貿易特化係数の両方からみ

て、日本は依然として競争優位を持っているとい

えよう。

また、中国と ASEANはマーケットシェアの
面では上昇してはいるが、貿易特化係数ではマイ

ナス圏にあり、部品の輸出が増加していると同時

に、現地生産の拡大にともなう部品の輸入も輸出

以上に増加していることを反映している。

最後に結論としては、東アジア各国・地域の工

業化の進展にともなって、自動車産業も育ってき

ており、部品の輸出も増加しつつあるが、日本は

その技術優位及び巨大な裾野産業を中心に、依然

として顕著な比較優位を有しているといえよう。

むすびにかえて

以上、マーケットシェアと貿易特化係数に基づ

いて、東アジア部品貿易における各国・地域の比

較優位の変化を考察してきた。その結果から見て、

東アジア国際生産ネットワークを支える基軸は従

来の日本、韓国、台湾などの先進経済から中国と

ASEANなどの新興経済にシフトしつつあるとい
えよう。

生産要素集約度からみて、一般的には最終財を

生産している組立産業は労働集約度が高く、中間

財としての部品産業は資本・技術集約度が高いと

されている。東アジア後発国の工業化プロセスに

ついてみれば、基本的には労働集約的組立生産か

らスタートし、その生産規模の拡大にともなって、

その後方関連効果として、生産は資本集約的部品

の生産にシフトするという傾向が見られる。

東アジアでは日本、アジア NIESを先進経済
とし、中国、ASEANを新興経済とすれば、従来
の東アジア国際生産ネットワークでは、先進経済

から部品と資本財を供給して、新興経済で最終財

に加工・組立をして、欧米に輸出するという構造

を有していた。これはいわゆる「太平洋トライア

ングル」構造と呼ばれていた。

しかし、2000年以降、中国や ASEANなどの
新興経済の発展にともなって、それらの国・地域

は単なる「世界の工場」ではなく、巨大な「世界

の市場」となっていた。それにより、東アジアで

は欧米への輸出依存度が急速に低下すると共に、

域内、とくに中国への輸出依存度が高まってきた。

このことは「太平洋トライアングル」から「東ア

ジアトライアングル」へとシフトする新しい時代

の到来を示しているといえよう。

さらに中国と ASEANの部品輸出は東アジア
全体の 50％以上となり、東アジア部品サプライ

図 8　輸送機械部品の貿易特化係数
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チェーンのハブとなっている。

しかし、アーキテクチャ上の優位構造をモジュ

ラー型とインテグラル型に分けて、各国・地域の

比較優位構造についてみると、ASEANはモジュ
ラー型生産が最も進んでいる電気機械部品産業

で、日本はインテグラル型生産を中心とする輸送

機械部品産業で、中国はモジュラー型とインテグ

ラル型の中間に位置する一般機械部品産業で、そ

れぞれのハブとなっており、東アジア国際生産

ネットワークにおいて、中国、ASEAN、日本の「三
足鼎立」の構造が形成されている。

部品の生産と供給を「トライアングル構造」を

支える基軸だとすれば、従来の「トライアングル

構造」を支えていたのは日本、アジア NIESな
どの先進経済であったが、現在の部品貿易におけ

る各国・地域の市場シェアと貿易特化係数からみ

て、この「トライアングル構造」を支えている

のは紛れもなく、中国と ASEANとなっている。
このことは中国と ASEANが東アジアにおける
経済的パワーを強めており、最近、ASEANをハ
ブとする RCEPの提起及び AIIBの設立、「一帯
一路」という中国独自の地域ビジョンの提起など

はその経済力の増大にともなって、新たな国際経

済秩序の構築を模索しようという動向を反映する

といえよう。

将来、東アジア経済成長のダイナミズムはイン

ド、バングラデシュなどの南アジアに広がってい

くならば、「アジアトライアングル」の形成も見

込まれており、この「アジアトライアングル」は

アジアの経済成長を促進する原動力となり、中国

とASEANはそれを支える新基軸となるであろう。
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１　「第 2アンバンドリング」とは生産と消費が国境を越
えて分離される「第 1アンバンドリング」に対し、生
産フラグメンテーションの進展により、生産が生産工
程に分離され国境をまたいで配置されることを指して
いる。その詳細に関しては、木村福成〔2003〕、〔2016a〕
を参照されたい。
２　日本のマーケットシェアと貿易特化係数の低下は日
系企業のアジア向け直接投資の増加にともなって、輸
出から現地生産への切り替えや現地から第 3国への輸
出増による部分があるとみられているが、アジアへの
直接投資が急増している韓国、台湾企業の比較優位の
上昇及び日本大手総合電機メーカーのアジアへの事業
展開の不振から見て、東アジア電気機械産業における
日本の比較優位は絶対的に低下しつつあるといえよう。
３　貿易特化係数は（輸出 -輸入）/（輸出 +輸入）とい
う式で計算されているが、その意味は 1に近付く程、
国際競争力が強く、-1に近付く程、国際競争力が弱く、
0に近付くほど、産業内国際分業が発達するということ
である。
４　中国の電気機械産業の国際競争力に関しては、唱新
〔2011〕を参照されたい。
５　中国一般機械産業の発展とその輸出構造の詳細に関
しては、唱新〔2017〕を参照されたい。
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部品貿易からみた東アジア国際生産ネットワークの変貌

This paper focuses on parts trade in the 
electrical machinery industry, general machin-
ery industry, transportation machinery in-
dustry, considering the change of comparative 

advantage of East Asian countries in interna-
tional production network, and the growth and 
core role of emerging countries such as China 
and ASEAN.

The transformation of the East Asian international production network in terms of parts trade
– New axis of the East Asia Triangle–

Chang xin（Fukui Prefectural University）



24 25

北東アジア地域研究　第24号　2018年６月

キーワード：
貿易自由化、FTA、ロビー活動、ロビイング、農業保護

はじめに

本研究は、1990年代以降、農産物を含む貿易
の自由化を急速に進めてきた韓国政府が、何故、

国内農民団体 1 の直接的なロビイング能力が極め

て低いにもかかわらず、日本や欧米諸国にも劣ら

ぬ大規模な国内農業対策を実施してきたのかを、

間接ロビイングの枠組みに依拠しつつ問うもので

ある。

韓国政府は 1970年代以降、セマウル運動に代
表される農村インフラ事業を展開するとともに、

食糧管理特別会計を財源とした農産物価格支持

政策を実施することにより、国内農業と農家所

得を保護する政策を実施してきた。しかし 1990
年代に入り、関税および貿易に関する一般協定

（GATT）ウルグアイ・ラウンド合意や、世界貿
易機関（WTO）体制下において農産物の生産量
や価格を歪曲する補助金が規制されたことなどを

受けて、農業分野においても自由化政策を進めて

きた。また 2000年代以降は、国内市場の狭隘さ
とそれに伴う国外市場へのアクセス確保という観

点から、諸外国と自由貿易協定（FTA）を締結
してきた。本来韓国農業は、肥沃とは言い難い土

壌に零細な経営規模という不利条件を抱えている

が、同様の条件を抱えた日本と比べた時、韓国政

府の自由化への対応速度は極めて速いものであっ

たと言うことができる。Nawakura （2017）およ
び縄倉（2017）が指摘するように、その速さの
要因の一つとして、農民団体による政策決定者へ

のロビイングが、限られた影響力しか持ち得な

かったことが挙げられる。

他方、韓国政府がウルグアイ・ラウンド合意

や FTAに際して実施した国内農業対策を見ると、
あくまで自由化を前提としつつも、財政支出とい

う基準で見れば、その水準は日本やアメリカな

ど、他の先進国と比べて遜色のない水準に達して

いる。例えば、韓国政府が米韓 FTA2 締結に際し
て設定した国内農業対策の予算は発効後 10年で
総額約 22兆ウォン、単年換算で約 2兆ウォンあ
まりとなる 3。これに対し、日本政府が事実上の

日米FTAとも言われる4環太平洋パートナーシッ

プ協定（TPP）に際して設定した 2015年度補正
予算における関連対策費の総額は単年で 3122億
円であり、両国の農地面積や農業者人口の差異 5

を考慮すれば、韓国による国内対策予算は相当に

巨額である（農林水産省、2015）6。

韓国に限らず先進諸国においては、政府が新た

な貿易自由化政策を施行する度に、農民団体が議

自由貿易体制下の韓国における国内農業保護政策の政治的背景

―間接ロビイングの視点から―

縄　倉　晶　雄（明治大学）
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員や政府幹部に対する圧力活動を通じてこれに抵

抗し、補助金の増額などといった政府側の譲歩を

獲得している。アメリカでは、政府が数年おきに

農業法を制定するのに合わせ、農業ロビーが活発

に活動し（服部、2005）、欧州連合（EU）でも、
各国の農民団体は政策情報の提供と引き換えに、

EUによる補助金の増額を勝ち取るなどしている
（Eising、2017、pp. 951-954；Braun、2014、pp. 
1-6）。こうした他国の例と比較するならば、なぜ
韓国では、農業ロビーの影響力が乏しいにもかか

わらず、多額の補助金など、大規模な国内農業対

策が実施されているのかという疑問が生じる。本

稿はこの疑問に対し、新聞記事や国会議事録、政

府の FTA交渉官の回顧録などを基に、韓国政府
が自由化に伴う国内農業対策を決定していった過

程を明らかにする。

1．農民団体の政治活動をめぐる先行研究

1960年代以降、急速な工業化を遂げた韓国
の産業政策をめぐっては、従来数多くの研究が

なされてきた。その初期の代表的な研究である

Amsden（1989）は、政府が経済開発 5カ年計画
を始めとする一連の介入政策を通じ、輸出主導型

工業化を推進してきた過程を明らかにしている。

しかし、Amsden（1989）とそれに続く政治経済
学上の諸研究は、その多くが工業化に焦点を当て

ており、農家世帯と都市勤労者世帯の所得格差が

1960年代以降 1.5倍以内に収まってきたにもか
かわらず、農業部門は、しばしば工業化の過程で

疎外された階級と位置付けられてきた 7。

こうした傾向は、韓国が中・高所得国に移行し

た 1990年代に入っても変化していない。すなわ
ち、韓国政治学会（2015）やイ・グァヌ（2016）
は、韓国政治が民主化後も保守・進歩という理念

を軸に展開しており、そのために同国は社会経済

的利益要求を政策に変換する機能に乏しい欠損民

主主義（defective democracy）の下にあると論

じている。また Hundt（2014）は、1970年代の
韓国で見られた国家コーポラティズム 8 を伴う開

発主義体制が、1997年の経済危機を経た後もな
お、同国の公共政策の形成パターンとして持続し

ていることを指摘している。

しかし、制度的な民主化から 30年が経ち、今
や先進国でも有数の市民運動の盛んな国である韓

国において、農民団体の政治的影響力の低さを政

府による排除という点のみによって説明すること

は説得力を欠く。国政選挙において市民団体によ

る落選運動が行われ、それが一定の成果を収めて

いる例も見られる通り、同国でも在野勢力は戦略

次第で一定の影響力を行使できるからである。こ

の視点に立ち、縄倉（2017）および Nawakura
（2017）は、韓国で貿易自由化に反対してきた二
大農民団体 9 である韓国農業経営人中央連合会

（韓農連）および全国農民会総連盟（全農 10）に

着目し、これら団体が日本の農協と異なり、政治

的影響力を行使できなかった要因には、両団体の

利益追求活動の戦略上の失敗も挙げられることを

論証した。

他方で、あくまで貿易自由化を前提とするもの

ではあるが、財政支出に着目すると、韓国政府

は 1990年代以降、国内農業の生産性向上および
農民の所得補償のため、多額の財政支出を行って

きた。GATTウルグアイ・ラウンド合意の場合、
政府は 1994年から 10年間の期限つきで農漁村
特別税という国税を徴収し、これを通じて国内農

業の対外競争力を強化する施策をとった。この施

策は、同時期に日本政府が行った同合意対策が予

算措置に留まった点に比べ、国内農業の構造改革

を行う旨が法で言明されているなど、自由化志

向が明確であるものの、その財源規模は 10年間
で 3300億ウォンにも達し、巨額の財政支出とし
て当時の日本の自民党農林部会でも話題になった

（吉田、2009、p. 426）。また、米韓 FTAに際し
ては、先述のように 10年で 20兆ウォン以上と
いう、国内農業規模の違いを考慮すれば日本政府
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の TPP対策と比べても大規模な財政支出を決定
している。

これらの財政支出は、貿易自由化を前提とした

補完・補償措置であり、あくまで自由化自体を拒

否する韓農連や全農の要求に応じたものとは言い

難い。事実、両団体はこれら財政支出の決定や法

制化をめぐり、議員や政党、政府と表だった折衝

はしておらず、あくまでウルグアイ・ラウンド合

意自体の再交渉、および米韓 FTAの破棄を要求
する運動に注力している 11。その点で、これら財

政支出は、農民団体による直接的なロビイングの

成果とは見なし難い。故に、韓国政府が国内農業

対策に斯くも大規模な予算を割く背景には、直接

的な圧力行使以外の政治的要因が作用していると

推測される。

2．仮説 : 間接ロビイングの視点から

農民団体の政治的影響力が乏しいにもかかわら

ず、韓国政府の貿易自由化に伴う国内農業対策が

多額の財政支出を伴うものになっている要因を考

えるにあたって参考になるのが、同国における活

発な市民運動である。すなわち、憲法上再選が禁

じられている現職大統領に組織票の意向を汲み取

る誘因が生じず、また国会に議席を有する主要政

党も、2000年代初頭まで長らく有力なボスやそ
の出身地域を基盤としてきた韓国では、利益団体

が圧力活動を行う政治的な機会自体が乏しい。加

えて韓国では、1987年の民主化以降、企業や民
間団体が既存の政党や公職者に政治資金を提供し

たり、集票行為を手伝ったりする行為が法的に厳

しく制限されてきた。そうした法規制は本来、財

閥系企業がその豊富な資金を駆使し、政治的影響

力を過剰に行使することを防ぐことを趣旨として

いたが、近年では、政党や議員と民間組織の関係

をめぐる厳格な法規制が、民間組織の政治的利益

表明を阻害している側面も指摘されている（オム・

スジン、2014、pp. 46-48）。

こうした法的規制に加え、韓国の主要政党は

2000年代まで、ボスである総裁の私党としての
側面が強く、議員個人が再選に際して動員する資

源が乏しいことも指摘されてきた（イ・グァヌ、

2016）。中選挙区時代の自民党やアメリカの二大
政党のように、党指導部の持つ資源が乏しく、再

選を目指す議員が自力で政治資源を動員しなけれ

ばならない体制の下では、それだけ利益団体が政

治家に働きかける余地も大きくなるが、候補者が

政治資源の相当部分を党総裁に依存する体制の下

では、利益団体が各議員に介在する余地も限られ

たものとなる。

こうした制度的・構造的条件の下、韓国では

1990年代以降、経済正義実践市民連合（経実連）
や参与連帯といった市民団体がアドボカシー活動

を通じて世論 12 形成を促し、政府に対する要求

や提言を積極的に展開してきた。暴力的な革命路

線を否定した上で積極的な政策提言等を通じて世

論を喚起し、政府の施策に一定の影響力を及ぼし

てきたこれら団体の活動は、献金や集票を通じた

「票と利益の交換関係」を政治家との間で構築す

るという直接的なロビイングが困難な韓国では、

在野勢力が世論に対して一定のフレーミングを行

い、その喚起を促すことで政府や国会に対する要

求を示すという活動が行われてきたことを示して

いる。

このような、議員や政府幹部に直接圧力を行使

するのではなく、世論の喚起を通じて間接的に政

治的影響力を行使しようとする運動、すなわち社

会運動は、近年ヨーロッパの政治過程研究におい

ては間接ロビイング（indirect lobbying）と位置
付けられ、政策決定者との間で集票・献金と政

治的利益を交換する直接的なロビイング（direct 
lobbying）とは区別して論じられるものの、広義
のロビイングの一下位類型と位置付けられつつあ

る 13。すなわちこれは、図 1で示すように、ロビ
イングの概念を従来よりも広く設定し、これまで

社会運動という、社会学の分野で豊富な研究が行
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われてきた行動をロビイングの一形態として捉え

直すものである。環境政策を事例として間接ロビ

イングの効果を分析したWilson（2005）は、間
接ロビイングの影響力が及ぶ範囲は直接ロビイン

グに比べて狭く、特定の政策変更をもたらすこと

はできるものの、政策決定者の行動を持続的に拘

束する余地に乏しいこと、従って再選を目指す

議員や大統領が、当該政策の変更後も間接ロビ

イングの主体に配慮し続ける余地は少ないこと

を、実証分析を通じて明らかにしている。また

Binderkrantz et al（2015）は、間接ロビイング
をロビイング手法の多様化という文脈の中で捉え

た上で、間接ロビイングは直接ロビイングに比べ、

より少ない費用で政治的影響力を行使する方法で

ある反面、長く、複雑な因果関係が連鎖するため

に、ロビイングの結果として変更された政策内容

が、ロビイング主体の選好する通りの内容になる

可能性も低いものになることを明らかにしてい

る。本稿は、FTA等の推進過程における韓国政
府による国内農業対策へも、こうした間接ロビイ

ングが作用したのではないかとの仮説に立ち、そ

の検証を行う 14。すなわち、あくまで貿易自由化

が前提であるという、農民団体の意向に必ずしも

沿うものではないものの、多額の補償金を設定す

るなど、国内農業に一定の配慮を伴った対策がと

られたことは、結果的には間接ロビイングの成果

と見なすことができるのではないかと考えられる

のである。

図 1: ロビイングの類型

広義のロビイング

政策決定者に影響を及ぼそうとする行動全般
直接ロビイング

≒狭義のロビイング

集票・献金を通じて、

政策決定者に直接影響

を及ぼそうとする行動

間接ロビイング

≒社会運動

世論喚起によって特

定の政策を実現させ

ようとする行動

出典：筆者作成

このように、社会運動の一形態を間接ロビイン

グとみなし、それを利益団体政治の文脈で検討す

ることは、韓国政治研究の理論的裾野を広げるこ

とにも貢献する。すなわち、従来の韓国政治研究

において社会運動は、欠損民主主義の補完役と見

なされたり、あるいはより積極的に民主主義拡充

の主体と見なされたりしてきたものの、それら研

究の多くは韓国を新興民主主義国と位置付け、そ

の変化の担い手として社会運動を捉える視点に

立ってきた。しかし、制度上の民主化から 30年
が経過した韓国の政治過程を分析していくに当

たっては、同国を一定の民主主義経験を有する国

と位置付けた上で、間接民主制に不可欠の要素で

ありながら従来の韓国政治研究で手薄になってい

た利益団体政治という観点からの実証的研究を進

めていく余地がある。以下ではそうした認識の下、

農民団体を利益団体と位置付けた上で、先述の仮

説の妥当性を検討する。

分析対象とする事例は、韓国政府がこれまでに

署名した貿易自由化に関連する国際協定のうち、

ウルグアイ・ラウンド農業合意と米韓 FTAの 2
つとする。両協定は、韓農連および全農が最も強

く反対した貿易自由化措置であり 15、かつ、その

国内農業対策として多額の財政支出が行われたも

のであると同時に、国会での審議や交渉担当官の

回想録などにより、国内対策の決定過程を追う情

報源が公表されつつある事例でもある。時系列に

従い、次節ではウルグアイ・ラウンド合意の、次々

節では米韓 FTAの国内対策決定過程を追ってい
く。

3．事例 1: GATT ウルグアイ • ラウンド農業
合意

1986年の交渉開始から 7年かけて最終合意に
達した GATTウルグアイ・ラウンドは、その農
業分野における合意の中で、輸出補助金や価格支

持といった、生産量および市場価格を歪曲する国
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内保護策を撤廃し、直接支払制度など、農産物

市場の歪曲度が低い政策を行う旨を規定してい

た 16。また同合意は、市場歪曲性低減の観点から

低所得国を除いて輸入規制を禁じ、関税のみを自

国農産物市場の保護措置とすることも規定してい

た。同合意は、先進国には 5年、韓国を含む中
所得以上の途上国には 10年の猶予期間を設定し
たものの、これら規定は、先述の通り価格支持を

伴う国内保護策を行ってきた韓国に、大幅な農政

の転換を求めるものであった。しかし、日米など

に比べて国内市場が小さく、自由貿易を通じて国

外市場にアクセスすることが不可欠な韓国にとっ

て、ウルグアイ・ラウンド合意を拒否するとい

う選択肢は現実性を欠いており、1993年 10月、
政府は同合意を受け入れる方針を発表した。

無論政府も、ウルグアイ・ラウンド合意自体は

受け入れる一方、同合意によって国内農業部門に

負の影響が生じることは認識しており、農林部 17

内では政府による受け入れ表明以前から国内対策

の検討が始められていた。1962年の第 1次経済
開発 5カ年計画以来、農業は都市労働者への食糧
供給元と位置付けられており、またその生産を維

持することは、食糧輸入の増大に伴う貿易赤字を

回避する意味合いも持っていた。しかし、1993
年秋の段階では、政府も国会も、農業は同合意に

よって影響を受ける一部門に過ぎないという認識

を持っており、国会に設けられたウルグアイ・ラ

ウンド対策特別委員会の公聴会でも、農業・農政

関係者は、商工業関係者と同様の一利害関係者と

して招聘されているに過ぎなかった（ウルグアイ・

ラウンド対策特別委員会、1993）。
こうした政府の方針に対し、最初に厳しい批判

を行ったのは農協、中でも当時中央会長だったハ

ン・ホソン氏であった。日本と同様に中央会を頂

点とするピラミッド型の組織構造を持つ韓国の農

協は、1989年まで中央会長が大統領による任命
制であるなど、日本の農協に比べて政府の強い統

制下に置かれ、政治活動も大きく制限されていた。

中央会長の選出方式が各地の組合長による選挙へ

と変更された 1990年、過半数の票を得て当選・
就任したハン中央会長は、そうした農協の立場を

変えるべく、農協法で中央会長の権限として規定

された、政府への文書提出を通じた意見表明権 18

を積極的に行使するなどして、政府がウルグアイ

•ラウンド合意による農業への影響を理解してい
ないと訴えた。しかし、そうした動きは農協の総

意として進められたというよりも、ハン中央会長

の個人的な指導力に率いられた性格のものであっ

た。そのため、1993年末から翌年初頭にかけて、
ハン中央会長が上記政治活動の資金として農協の

資産を横領し、かつ複数の国会議員に賄賂として

配布したことが発覚すると、農協の政治運動は急

速に萎縮していき、農協は政治的利益を勝ち取る

どころか、農民の払う組合費を不当に使っている

という世論の批判を受けるようになった 19。

しかし、農協の不正が明るみに出たことは、メ

ディアが農民を、頼れる代弁者もいない、困難な

立場の人々と位置付ける一助となった。例えば『朝

鮮日報』は、農協不正を批判的に論じつつ、この

不正による被害者は農民であると指摘し、農民の

農協への失望感を伝えている 20。こうした農政批

判は、当時の大統領が文民政府を標榜する金泳三

であったことによっても倍加された。すなわち、

長年野党議員として権威主義体制を批判し、32
年ぶりの本格的文民政権を発足させた金泳三は、

民主化運動のライバルであった金大中の大衆経済

論 21 ほど体系的な経済観念を持っている訳では

なかったものの、労働者や農民を重視する姿勢を

示すことで旧政権と自らを差別化しており、ウル

グアイ・ラウンドをめぐっては、大統領選挙の期

間中に「コメの輸入自由化は受け入れられない」

と言明していた（キム・サムン、2016、p. 488-
492）。しかし、ウルグアイ・ラウンド合意は、10
年の猶予があり、かつ事実上の禁輸に近い数百％

の高関税を設定できるとはいえ、コメの輸入が制

度上は可能となるものであり、その受諾は選挙運
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動中の発言と大きく矛盾するものであった。この

状況に対し 1993年 12月、金泳三は謝罪声明を
発表し、「国内のコメ市場を守るという当初の約

束を守れなかったことを、国民にお詫びする」と

自らの言葉で述べた。この謝罪声明は、政府に大

きな失策があっても、それを関係閣僚の解任で済

ませていた権威主義政権と異なり、民主主義政権

においては、失策の責任は大統領自らが負うべき

であるという、金泳三本人の意思によるもので

あった 22。しかし、終始否定的な言葉が並ぶこの

声明は、自由化による困難を韓国農業がどう乗り

越えるかを示すといった、自らの失敗を超越し、

再び国民の支持を呼び掛ける文言が含まれておら

ず、「金泳三が農業保護に失敗した」という負の

認識のみが人々の間に広がることとなった。

それゆえ農民は、金泳三の行動を「背信」と非

難し、メディアも農民が同合意をめぐる救済を受

けていないと指摘するようになったのである。こ

うした農民の政治行動を主導し、反ウルグアイ・

ラウンド運動を主導したのが韓農連と全農であ

り、両団体は政府に対し、同合意内容の再交渉を

行うか、もしくは合意の受け入れ拒否を強く求

めていった（韓農連、2014）。具体的には、全国
に約 40万人の会員を擁する韓農連は、ソウル市
内の競技場で 2万人規模の集会を開き、全農は、
政府が合意受け入れを撤回するまで街頭デモを行

う方針をとった（韓農連、2014、p. 8）。
ただし両団体は、自国市場の必ずしも広くない

韓国が、自由貿易に全く依拠することなく発展す

ることは不可能であるという現実的な認識を欠い

ていた訳ではなかった。2016年に著者が行った
インタビューにおいて両団体は、自由貿易そのも

のは必要であるが、それには一定の抑制が必要で

あるとの認識を提示している 23。そして全農は、

その「一定の抑制」の具体的ガイドラインとして、

「韓国農家が、政府の補助金や所得保障に依拠せ

ず、農業所得を基にして自立的な生活を営める環

境を確保すること」を挙げている 24。このガイド

ラインに沿うならば、価格支持や輸入数量制限の

撤廃を含むウルグアイ・ラウンド合意は、韓国農

家が政府の所得保障に依存する状況をもたらしか

ねず、到底受け入れられないものだったのである。

ウルグアイ・ラウンド合意と農業をめぐる認識

は、1994年春頃になると一種の世論として認知
されるようになり、メディアも、農民が特恵に与っ

てはならないが、その苦境は認知されるべきと論

じるようになり 25、以後、政府の貿易自由化政策

によって農民が困難な状況に追い込まれていると

いう図式が新聞報道や農民団体の声明文などでも

頻繁に登場するようになる。これに対し、同年夏

に国会補欠選挙を、そして翌年に統一地方選挙を

控えていた主要政党は、農民のウルグアイ・ラウ

ンド合意に対する批判的な意見に、敏感にならざ

るをえない状況にあった。1994年当時、与党・
民自党は、金泳三率いる旧野党勢力と、旧権威主

義体制与党の合流、いわゆる三党合同が批判され、

支持の伸び悩む状況にあった。その状況に加え、

ウルグアイ・ラウンドをめぐり、一旦はその合意

を拒む方針を示しておきながらそれを撤回した政

府の行動は、謝罪声明を出すという金泳三の対応

もあり、与党への強い逆風をもたらした。

他方、就任から 1年あまりと日の浅い文民大
統領・金泳三の支持率は、報道各社の世論調査で

も 50%以上と比較的高く、野党も勝利を楽観で
きない状況にあった。そのため与野党はともに、

都市民だけでなく農民重視の姿勢も示すことで、

農村住民や農村出身者の浮動票を取り込もうとし

た 26。

こうした状況の下、政府はウルグアイ・ラウン

ド合意を受けた国内農業対策の核として、農漁村

特別税法案を起草し、これを 1994年上半期の臨
時国会に提出した。同法案は、法人税など従来

の国税・地方税の一部を目的税化するなどして

約 3300億ウォンの財源を確保し、これを農林部
管轄下の特別会計として運用するもので、その第

1条において、ウルグアイ・ラウンド合意で規定
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された 10年の猶予期間が終わる 2004年までに、
韓国農業の競争力を強化することを目的に掲げて

いた 27。その目的に従い、農漁村特別税の徴収は

2004年までの時限措置とされた。しかし国会で
の審議が始まると、同法案は与野党議員によって

次々に問題点が指摘された。同法案をめぐる問題

点として国会議員やメディアによって指摘された

内容は、以下の 4点である。
第一に、特別会計の規模は 3300億ウォンと、
額面だけを見れば巨額であるものの、その財源と

運用先を精査すると、農漁村振興と関係の薄い事

業も含まれているとして、真に法案の趣旨に沿っ

た資金運用、いわゆる「真水」の少なさが指摘さ

れた 28。この点についてはメディアでも批判的に

報じられ、最終的に条文の修正には至らなかった

ものの、政府の農政諮問機関として 1994年 2月
に発足した農漁村発展委員会が対農民支援や融資

を積極的に助言し、政府がこれに対応するという

形で、一定の「真水」を確保することが確認され

た 29。

第二に、3300億ウォンという巨額な財源を調
達する過程において、農村自治体にも納税負担が

及びかねないという、本末転倒な現象が生じうる

ことが問題視された。上述の通り、農漁村特別税

は法人税を目的税化するなどし、主に都市の商

工業部門から徴収することを基本理念としてい

たが、全国一律に課税されるという国税の性質

上、農村自治体も財源を負担することになったの

である。この点については、税負担の公平さの観

点などから農村自治体の負担を免除するには至ら

なかったものの、特別会計に基づく補助金交付時

に、財源を負担した農村自治体により手厚い交付

を行う旨、政府より答弁があり、一定の解決を見

た 30。

第三に、根本的に同税は農業の競争力強化に主

眼を置いたものであり、農家経済の維持・発展と

いう観点が希薄であることが問題視された。この

点は、特に野党・民主党の議員から厳しく批判さ

れた。民主党の中には、1992年の大統領選挙に
敗れ、当時政界を退いてはいたものの、野党に強

い影響を持っていた金大中の大衆経済論に共鳴す

る議員が少なくなかった。彼らは国会財務委員会

での法案審議を通じ、農漁村特別税が政府の食糧

生産方針に農民を従わせるものであって、農民の

生活状況を向上させる視点が希薄であることを繰

り返し批判した（国会事務処、1994）。これに対
し政府は、農漁村特別税は韓国農業の発展につな

がるものであり、その恩恵は農民にも及ぶと答弁

したものの、その答弁内容は法案提出当初の政府

の立場を変えるものではなく、答弁内容に不満を

持った野党議員が野次を飛ばし、議場が騒然とす

る場面もあった。こうした院内における野党の強

い批判と、院外で韓農連および全農が繰り返し行

う街頭デモが反映され、メディアにおいても政府

の国内対策を問う論説が出てくることとなった。

最終的にこの点は、「真水」の問題と同じく法案

の条文を修正するものにはならず、法案成立後、

農林部が特別会計を運用する際の裁量に委ねられ

ることとなった。

第四に、一見前項と矛盾する指摘であるが、同

税は国内農業の生産性を高める具体的な政策設計

において杜撰であり、農民の支持をつなぎ止める

即興のパフォーマンスに過ぎないという批判がメ

ディアや農民団体から提起された 31。確かに、農

漁村特別税法第１条には、貿易自由化に合わせて

韓国農業の競争力を強化することが特別税の目的

であることが明示されている 32。しかし先述のよ

うに、国会審議の過程でこの法案は、条文に明記

された野心的な目標に対し、「真水」の少なさな

ど、複数の杜撰な点が指摘された。こうした政府

側の対応が農民団体やメディアには稚拙と見ら

れ、農漁村特別税が実のところ、大型予算を通じ

た人気取りの施策なのではないかと見られる一因

になったのである。実際のところ、金泳三が農漁

村特別税をどのような考えで裁下したのか、彼自

身は明言していないが 33、キム・サムン（2016）
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は、当時の金泳三が、コメ市場保護の公約を果た

せず、諸外国との秘密交渉による特恵の確保にも

失敗し、謝罪声明を出すまでに追いつめられたこ

とを指摘している。その金泳三が、世論を繋ぎ止

めるためにとった措置が農漁村特別税だったとい

える。

その後、1995年に入り、実際に農漁村特別税
の徴収と特別会計の運用が始まると、ウルグアイ・

ラウンド合意の猶予期間である 10年のうちに国
内農業の競争力を強化するという当初の理念は大

きく後退し、農業インフラの整備などに加え、農

産物価格調整等にも充当されていった。実際、パ

ク・チュンギ（2014）による分析では、農漁村
特別税は、韓国農業の競争力強化にはほとんど寄

与しない形で使われたと結論付けられている。さ

らに 2004年には、当初予定されていたコメの関
税化が 10年延期されたことが関連しているもの
の、10年間の時限立法だった農漁村特別税法も
延長措置がとられ、期限を区切って農業競争力を

高めるという方針は事実上撤回されている。

以上の経緯をまとめるならば、韓農連および全

農がウルグアイ・ラウンド合意の再交渉ないし拒

否を目標として行った政治運動は、それ自体とし

ては政府や国会議員に対する直接的な圧力にはな

り得ず、目標達成に失敗したことになる。しかし、

農協中央会による政治運動が挫折し、農民が社会

経済的に不利な立場の人々という認識が共有され

る中で、メディアや野党は、同合意をめぐる国内

対策である農漁村特別税を厳しく追及した。そも

そも同税当初案自体にも、世論対策という性質を

見い出すことはできるが、他方で同税は自由化の

推進を前提にもしていた。メディアや野党による

追求は、「真水」部分の確保や農村自治体の負担

など、農漁村特別税の改善に少なからぬ寄与をし

た。そうした農民運動の世論への影響の結果とし

て、ウルグアイ・ラウンド合意をめぐる国内対策

は、政治運動を行った農民団体の要求からは大き

く解離しているものの、結果として大規模な財政

支出によって国内農業を保護する性格を帯びるよ

うになったと言える。

4．事例 2: 米韓 FTA

2004年にチリとの間で発効して以降、韓国政
府は諸外国との間で相次いで FTAを締結してき
たが、2007年に最初の大筋合意がなされた米韓
FTAは、それらの中でも最大の経済規模を擁す
る協定となった。それと同時に米韓 FTAは、オー
ストラリアと並ぶ世界有数の農産物輸出大国であ

り、かつ歴史的、政治的に複雑な関係を持つアメ

リカとの協定として、韓国国内における激しい論

争をもたらすことが当初から想定された。

米韓間での FTAをめぐる交渉は 2006年から
始められ、2007年に一旦大筋合意に至っている。
農業分野に限ってその概要を示すと、以下のよう

になる。まずコメについては、関税撤廃の唯一の

例外とすることが認められた。しかし、コメ以外

の品目については、10年に及ぶ長い猶予期間や、
季節関税 34 などの譲歩がアメリカ側によって行

われたものの、輸入障壁の大幅な引き下げが行わ

れることとなった。譲許表に基づく品目ベースで

見ると、農産物 1531品目中、1321品目において、
協定発効から 10年以内に関税が撤廃されること
となった 35。それ以外の品目においては、例えば

トウガラシで 15年、高麗人参で 18年など、韓
国の食文化や漢方と深く結びついた品目において

長期の猶予期間が設けられ、国内保護が必要な状

況が客観的に立証されることを条件に行われる緊

急保護措置も認められたものの、長期的には関税

を撤廃することが合意された。これは、従来韓国

政府が結んだ他の FTAと比べても高い自由化水
準に達するものであり、例えば対チリ FTAでは、
10年以内の関税撤廃品目は 1007品目にとどまっ
ている 36。かつ、対チリ FTAには、名目上は季
節関税などが設定されていない自由化品目である

が、南半球のチリと北半球の韓国とで農繁期が約
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半年ずれており、それが事実上の国内農業保護に

つながっている品目もある。こうした点からも、

米韓 FTAは極めて自由化水準の高い合意であっ
たということができる。

無論政府も、こうした条項が韓国農業に与える

影響は認識しており、交渉当時から国内農業対策

の実施を政策説明会などで示してきた。具体的に

は 2007年 11月、融資による支援も含め、農業
分野 20兆 4000億ウォン、水産分野 7000億ウォ
ンの国内支援を行う方針を示している 37。しかし

この措置は、当然ながら米韓 FTAを両国政府間
の合意どおりに発効させることを前提条件として

いた。農民側は、そうした政府の国内対策にはほ

とんど納得しておらず、韓農連および全農は、米

韓 FTAに対し、大々的な反対運動を展開した（韓
農連、2014）。前節で見たように両団体は、韓国
農家が農業所得によって自立的に生計を立てられ

る限りにおいて自由貿易を認める立場にある。そ

の立場からすれば米韓 FTAは大きな脅威であり、
その脅威は、農家の補助金依存度を高めることに

つながる 20兆ウォン余りの国内支援によって解
消できるものでは全くなかった。

2007年、盧武鉉政権下で両国間の大筋の合意
内容が報道されるようになると、両団体は揃って

米韓 FTA阻止の運動を展開した。具体的には、
両団体は 2007年末以降、共同開催による街頭デ
モをソウル市内で繰り返し開き、またメディア向

けに米韓 FTAが韓国農業を壊滅に追い込むと訴
える声明文を発表した。この他、各団体個別の取

り組みとして、韓農連は地方議会に議席を持つ会

員 38が議会で米韓 FTA阻止のための建議を行い、
また全農は、同じく米韓 FTAに反対する労働組
合などと共同歩調をとり、政府による政策説明

会などで反対意見を主張した。ただし、2004年
発効の対チリ FTA以降、農業部門の FTAに対
する抵抗を経験してきた政府も、米韓協定に際し

ては二国間合意に達する前の段階から広報活動に

力を入れ、その必要性を訴えるという取り組みを

行っていた。そのため農民側の動きは当初、大々

的な世論の支持を得ると言えるほどのものではな

かった。

韓農連と全農の反米韓 FTAの取り組みが、多
数の市民団体の協力を得た大々的な反対運動へ

と拡大した契機は、2008年春に浮上したアメリ
カ産牛肉の輸入再開問題であった。盧武鉉政権期

の 2003年以降、アメリカで狂牛病に感染したウ
シが確認され、以来韓国政府は、狂牛病のリスク

を理由としてアメリカ産牛肉の輸入を禁止する措

置をとってきた。その禁輸措置の解除をめぐる交

渉が、2008年春に米韓政府間で行われたことは、
同年 2月に発足した李明博政権が親米保守色を
帯びていたこともあり、国内進歩勢力の激しい反

発をもたらした。韓農連と全農は、米韓 FTA発
効後はこうしたリスクの高い食品が数多く市場に

出回ることになるとし、市民の安全のためにも米

韓 FTAは拒否するべきであると訴えた。この、
FTAが単に農民の利益に止まらず、消費者全体
の安全にも関わる問題であるという訴えは市民団

体の共感を呼び、国内各地の大学の学生会や参与

連帯など全国規模の市民団体との協調行動につな

がっていった。

本来、牛肉の輸入再開と米韓 FTAは別個の問
題であり、アメリカ産牛肉の輸入が再開され、か

つ米韓 FTAが発効した後であっても、政府は狂
牛病等の問題が生じれば、緊急措置として輸入を

制限することは可能になっている。しかし、国内

世論に反発もある中でアメリカ産牛肉の輸入再開

に向けた動きが進んだため、消費者は、FTA発
効後には一層のアメリカ産牛肉の流入が進むと警

戒したのである。この世論に野党は敏感に反応し、

4月 24日に青瓦台で行われた大統領と与野党党
首との会談において、「米韓 FTAの迅速な国会
通過のため、ご協力頂きたい」と要望した李明博

大統領に対し、最大野党・統合民主党の孫鶴圭代

表は「その件は、（輸入）牛肉交渉の影響で難し

くなった」と否定的な返答をしている 39。
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こうした中の 2008年 5月、政府は、狂牛病感
染リスクの高い部位を予め除去した、月齢 30ヶ
月以下の牛肉に限ってアメリカからの輸入を再開

するという米韓政府間合意を発表した。同合意は

ただちに市民団体の反発を呼び、国会議事堂周辺

での 50万人以上のデモ、さらにはデモ隊と機動
隊の正面衝突にまで至った。当初、デモは牛肉の

輸入再開自体に反対するものであり、デモ隊の主

張内容も、「アメリカ産牛肉の輸入再開阻止」を

主たる論点とするものであった。しかし 2000年
代に入り、韓牛と呼ばれるブランド化戦略によっ

て国産牛肉の価格は高止まりしており、かつ、狂

牛病リスクの低いオーストラリア産牛肉もまた、

品質重視の生産・販売戦略ゆえ、アメリカ産牛肉

との間に相当の価格差があった。こうした状況の

下、一定の安全基準の下で安価なアメリカ産牛肉

の輸入が再開されることは、消費者にとっては必

ずしも不利益になるものではなかった。このため、

5月に 50万人規模に達したデモは次第に収縮し
ていき、8月初旬には少数の学生活動家らが機動
隊と争うほどになっていた。またこの段階になる

と、デモ隊が機動隊に塩酸入りの瓶を投げつける

などの暴力行為も発覚し、保守系メディアを中心

にデモへの批判が高まっていた 40。そのため李明

博大統領も、8月 12日には在外同胞との懇談会
の席で「デモに参加している人々も、（輸入禁止

措置がとられる前は）アメリカ産牛肉を食べてき

た人たちだ。本心ではアメリカ産牛肉を食べたい

だろうし、輸入が再開されれば食べるだろう」と

述べ、この問題は収束しつつあるとの自信を見せ

た 41。

だが、このような政府の姿勢は、最大野党・統

合民主党が牛肉の輸入再開への反対運動に協力

し、かつ第二野党・民主労働党との協調をも示し

たことで大きく修正を余儀なくされることとなっ

た。米韓 FTAには、知的財産権や労働法制に関
連し、一般に「ラチェット条項」と呼ばれる、一

旦自由化を行った後は一方の当事国の要求によっ

てこれを後戻りさせることができない条項が含ま

れている。このラチェット条項に、韓国側に不利

とも解釈できる内容が含まれているとの問題提起

がなされ、食の安全性に加え、これらの点をめぐ

る世論の不満も高まったことから、各野党が協調

する場面も出てきたのである。2008年 9月に定
期国会が召集されると、両野党は政府が提出した

米韓 FTA関連法案に強く反対し、同年 12月の
会期末までの関連法案成立に徹底的に抵抗する意

向を示した。

こうして牛肉輸入問題が米韓 FTAに飛び火し
たことは、政府・通商本部による対米交渉にも影

響した。当時、対米交渉の取りまとめ役を担って

いたチェ・ソギョンは、農産物をめぐる混乱が

他品目での交渉をも遅延させるなどして、対米

FTA全体の足かせになりかねないことを懸念し
た（チェ・ソギョン、2016）。野党の強力な抵抗
に加え、こうした懸念を含む報告を受けた政府・

与党タスクフォースは 10月末、韓米 FTAが韓
国経済の利益につながるという広報活動を強化

し、かつ国内向けの補完対策を強化していくこと

で反対勢力を説得し、国会会期末までに関連法案

の成立を実現する方針を示した 42。しかしこの、

周辺的な補完策は実施するものの、基本的には政

府の方針が正しいという前提で広報活動を行い、

FTA関連法案の国会通過という核心的な部分で
は政府・与党のシナリオ通りに進めるという方針

は、野党側を強く刺激した。元恵栄・民主党院内

代表は 12月 18日、「政府の方針は 1969年の三
選改憲 43 にも似た詐欺であり、これを無効とす

るべく闘争する」と全面対決を宣言し、労働者や

農民の支持を背景に、全面的な反対運動を展開し

た。これに対して与党側も「民主党は、自分たち

が与党だった前政権の下では FTA法案に賛成票
を投じていたではないか」と不満を募らせ、野党

側に譲歩しない姿勢を示した 44。こうして国会で

は、米韓 FTAをめぐる与野党間の乱闘を含む全
面対決が年末まで続くこととなった。
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こうした中、政府・与党は、米韓 FTA本体に
ついては譲歩の余地なしとし、野党との対決も辞

さない姿勢を維持しつつも、補完策の強化では大

きな歩み寄りを示した。院内で与野党が衝突する

など、米韓 FTAをめぐる緊張が頂点に達してい
た 12月 18日、張太平・農林部長官が記者会見
を行い、「内外の様々な状況を考慮し、米韓 FTA
の国内農業対策に対し、1兆ウォンを追加的に投
入することで、国内農家の支援にあてる」と発表

した 45。当時、韓国の農林予算は年間 15兆ウォ
ン程度であり、この状況下で 1兆ウォンもの追
加支出を農林部が単独で決定したと考えることに

は無理がある。上記決定の背景には、大統領府の

政治判断が作用しているものと推測される。

その後、米韓 FTAは、協定本体が両国の政府
間で再交渉されることとなったため、関連法案の

国会審議も後の会期へと持ち越された。しかし、

この再交渉で議題となった分野は自動車部品など

の工業製品に関わるものが中心であって、農業分

野の合意事項は基本的に修正が施されなかった。

そして 2010年、韓国が締結した従来の FTAよ
りも農産物の自由化度の高い米韓 FTAは再合意
に達し、両国の議会を通過、2012年に発効した。
再交渉後の合意内容についても国会内では反対の

声が上がったが、政府・与党は譲歩せず法案を可

決に持ち込んだ。

結果として米韓 FTAの農産物関連項目では、
韓農連や全農が求めていた FTAの拒否ないし根
本的な見直しは実現せず、自由化を推進するとい

う政府の基本方針が貫徹されることとなった。し

かしその過程で政府は、折からの牛肉輸入再開問

題も絡み、FTAの農業関連合意が政局化し、そ
の政局が野党に対する世論の支持を背景に泥沼化

するという状況に直面した。そうした中で政府は、

FTAをより円滑に推進するための措置として広
報と国内補完策の強化という 2つの方針を打ち出
し、そのうち後者は、国内農業対策予算を 1兆ウォ
ン上乗せするという形で具体化された。無論、先

述の通り農民団体側は補助金や所得保障によって

「農家所得」を維持するのではなく、あくまで「農

業所得」を確保し、それによって生計を立てるこ

とを目標としていたため、これら予算措置は農民

団体を納得させるには至らないものであった。し

かし政府の側に立てば上述の経緯は、FTA推進
という根本のところで農民団体に譲歩することは

できないものの、巨額の財源を用意し、できる限

りの懐柔策をとったものと見ることができる。

すなわち米韓 FTAにおいても、FTA自体の拒
否という農民団体側の意向は政策にほとんど反映

されなかったものの、政府は農民団体の主張が野

党に取り込まれ、政局化していく中で、これに対

処するべく、当初予定した以上の額の財政措置を

講じたのである。つまり、米韓FTAもウルグアイ・
ラウンド合意と同様、農民団体が直接的なロビイ

ングを通じて政治的影響力を行使する場面は皆無

に近かったものの、その主張が世論、さらには野

党の行動に取り込まれ、農民団体自身の望む形で

はないが、政府の一定の譲歩を引き出すという結

果になったといえるのである。

5．結論

本研究は、農民団体のロビー活動が目立った成

果を生まず、農産物を含む貿易の自由化が急速に

進んだ 1990年代以降の韓国において、なぜ農業
部門向けの多額の予算を伴う大型国内農業対策が

組まれてきたのかを問うものであった。そしてそ

の疑問に対し、韓国では農民団体による直接ロビ

イングが奏功する余地こそ限られているものの、

農民団体の行動がメディアや市民団体などを通じ

て世論を形成し、それが政府の行動に影響を及ぼ

すという、間接ロビイングが作用し、それが先述

の多額の予算を伴う国内対策につながっているの

ではないかとの仮説を設定した。

ウルグアイ・ラウンド合意、および米韓 FTA
の 2事例をめぐる本稿の分析からは、その仮説
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が概ね妥当であることが示された。すなわち、ウ

ルグアイ・ラウンド合意をめぐっては、合意自体

の再交渉ないし拒否を求めるという農民団体の要

求は実現しなかった一方、そうした農民団体の強

硬な反対姿勢が国会補欠選挙、および統一地方選

挙を控えていた与野党を揺さぶることとなり、政

府による農漁村特別税の提案につながった。さら

に、政府が提案した当初、農漁村特別税は「韓国

農業の競争力強化」を目的に掲げ、その「真水」

も限られたものに過ぎなかったものの、メディア

による批判や国会での野党による追及などを受け

てこれらの点が修正されていき、いざ根拠法の成

立に基づいて運用されると、国内農業の変革を積

極的に促すものというよりも、その保護のために

用いられることとなった。また米韓FTAをめぐっ
ては、米韓政府間の大筋合意がなされた後に起

こった牛肉の輸入再開問題が大きな引き金となっ

て大々的な政府批判が起こり、これを受けた野党

が政府・与党の方針に強硬に抵抗することとなっ

た。これに対して政府は、FTAの合意内容に変
更を加えることを事実上拒否しつつ、広報戦略と

国内対策の強化という、いわば野党の抵抗姿勢を

促している世論を懐柔する方針を採用した。そし

てその過程において政府は、1兆ウォン単位で農
業部門向けの国内対策予算を上乗せするという決

定を下した。無論、2007年 11月の時点で借款
を含めて 20兆ウォンの対策費が見積もられてい
たことに示されるように、政府が最初から大規模

な国内対策を予定していたことは事実である。し

かし、その金額が翌 2008年にさらに 1兆ウォン
上乗せされた主要因として、牛肉輸入問題以来一

つの世論を形成した、農業部門における FTAへ
の反発があったといえる。即ち、牛肉輸入問題を

契機として消費者・市民と農民は共同歩調をとる

ようになり、この共同歩調が農民団体の間接ロビ

イングを有効ならしめたのである。

以上のことから、韓国政府が貿易自由化を迅速

に進める一方、財政面で手厚い国内対策をとる要

因の少なくとも一部として、農民団体の行動が間

接ロビイングとして作用していることが指摘でき

る。ただし、FTAをめぐる国内農業対策につい
ては、政府の側も 2004年に発効した対チリ協定
以来、幾度となく農民団体側の反発を受け、国内

対策の規模、内容、提示方法について「学習」し

てきた形跡がある 46。その「学習」も、農民団体

による抵抗や世論の反発を受けたことによる成果

である可能性は否定できないが、この点を解明す

ることは今後の課題としたい。
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自由貿易体制下の韓国における国内農業保護政策の政治的背景

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１　本稿において農民団体とは、農業によって生計を立
てている者を主たる構成員とし、農業従事者の社会経
済的な利益の伸張のために活動する団体を意味する。
同様の概念を、日本の農林水産省は「農業者団体」と
呼んでいるが、本稿では、韓国でより一般的な「農民
団体（농민단체）」の表記を用いる。
２　韓国とアメリカとの間で結ばれた FTAは、「米韓

FTA」「韓米 FTA」という 2種類の表記が可能であるが、
本稿では前者の表記を採用する。
３　『東亜日報』2008年 12月 19日付。なお、2010年代
前半から半ばにかけての為替レートは 1韓国ウォン≒
0.1日本円である。
４　ただし、純然たる二国間協定である米韓 FTAと異な
り、多国間協定である TPPは、アメリカと並ぶ有力な
対日農産物輸出国であるオーストラリアとニュージー
ランドを含んでいる点に留意する必要がある。
５　2015年 1月現在、韓国における農家人口は 256万人
であり、総人口の約 5％である（統計庁、2015）。他方、
同時点における日本の農業従事者人口は 209万人であ
り、総人口の 2％弱である（農林水産省、2015）。2015
年当時の韓国の農家 1世帯あたり人数は 2人であり、
農業従事者とその配偶者たる被扶養者から構成されて
いる事例が多く見られることを勘案すると、2015年時
点における韓国の農業従事者数は 120万人から 130万
人程度と推計される。
６　なお、このうち新規に財源を設定して実施する国内
対策は約 600億円にとどまるが、韓国の米韓 FTA国内
農業対策における新規財源も 10年で 2兆ウォン、単年
換算で 2000億ウォンとなり、この点からも、韓国の国
内対策予算は相当の水準に達していると見ることがで
きる。
７　こうした研究の例として、ソン・ホグンら（1990）やイ・
ビョンチョン（2014）が挙げられる。
８　国家コーポラティズムとは、全国レベルの強固な組
織を持つ利益団体が公共政策の形成に深く関わるコー
ポラティズムの中でも、国家の圧倒的な指導性が強調
されるものであり、20世紀後半のオランダなどで見ら
れたネオ・コーポラティズムとともに、コーポラティ
ズムの下位類型に数えられる。
９　韓農連は総会員数 40万人余りと、純民間の農民団
体としては最大規模を誇り、地方議会に会員を議員と
して送り込むなど、積極的な政治活動も展開している。
全農は会員数 2万人余りと、韓農連に比べて小規模で
あるが、労働組合の第二ナショナルセンターである全
国民主労働組合総連盟とともに左派政党・民主労働党
の設立母体になるなど、国政進出に積極的な姿勢を示
してきた。いずれも、韓国の全ての道に支部や組織を
置いて活動しており、全国組織としての実態を有して
いるため、本稿ではこれら 2団体を韓国の主要農民団
体として見ていく。

10　略称が同じ「全農」になる日本の全国農業協同組合
連合会とは無関係である。

11　韓国の二大農民団体による反自由貿易運動が、具
体的な国内対策の内容をめぐる条件交渉としての性
格をほとんど持ち合わせていなかった点については、
Nawakura（2017）を参照。

12　「世論」という言葉には様々な定義があるが、本稿で
は村上（2016）の議論なども踏まえつつ、差し当たり
「世論調査や新聞記事、街頭デモなどを通じて可視化さ
れる社会の構成員が持つ意見の総体」と定義すること
とする。

13　メディア等を通じた間接ロビー活動の視点からヨー
ロッパの政治過程を分析したものとして Bruycker
（2015）や Duer（2015）などがある。

14　ただし、2000年代以降のタイの状況を参照しながら
重冨（2015）が指摘するように、社会運動は場合によっ
ては政策のみならず政治体制の変更をも企図するもの
でる。従って、特に政治体制の変更が起こりやすいア
ジアにおいて、これをロビイングの一種に含めること
には慎重でなければならない。しかし、政策変更を求
める社会運動が、現体制の存続を前提とした利益追求
活動という点で、ロビイングとしての性質を持つこと
も事実である。

15　韓農連および全農が展開してきた反自由貿易運動の
詳細は、運動当事者へのインタビュー内容も交え、縄
倉（2017）および Nawakura（2017）にまとめられて
ある。

16　ウルグアイ・ラウンド合意の詳細についてはWTO　
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/
fact5_e.htmniに詳しい（2017年 11月 14日閲覧）。

17　韓国の農政担当省庁は農林部→農林水産部→農林水
産食品部→農林畜産食品部とたびたび名称を変えてき
たが、本稿では便宜的に農林部の呼称で統一する。

18　根拠法たる農協法の条文については国家法令情報セ
ンター http://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%
B9/%EB%86%8D%EC%97%85%ED%98%91%EB%8F
%99%EC%A1%B0%ED%95%A9%EB%B2%95 を参照
（2017年 11月 15日閲覧）。

19　この点について農協同人会（2017）は、ウルグアイ・
ラウンド合意をめぐる国内手続きと同時期に行われた
検察によるハン会長への捜査が、政治的意図に基づく
国策捜査であった可能性を示唆している。

20　『朝鮮日報』1994年 3月 20日付。
21　金大中の経済観についてはキム・デジュン（1969）
を参照。

22　ただし 1994年以降、聖水大橋の崩落事故や三豊百貨
店倒壊事故など、手抜き工事に起因する死亡事故が多
発した際は、金泳三も当時の建設部長官を解任する措
置をとっている。

23　2016年 5月にソウル特別市松波区の韓農連本部で、
および 2016年 9月に同市龍山区の全農本部で著者が
行ったインタビューより。
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24　前述のインタビューにおける、イ・ジョンソク全農
政策部長の発言より。

25　一例として『東亜日報』1994年 5月 25日付。
26　『東亜日報』1994年 7月 31日付。
27　『中央日報』1994年 4月 16日付。以下、農漁村特
別税の詳細については、国家法令情報センター http://
www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EB%86
%8D%EC%96%B4%EC%B4%8C%ED%8A%B9%EB%
B3%84%EC%84%B8%EB%B2%95/(12955,20141231)
に掲載された条文に基づいて記述している（2017年 11
月 14日閲覧）。なお、農漁村特別税法案の国会審議入
りに合わせて政府は、先述の汚職によって世論の批判
を受けた農協の組織改革にも着手したが、この改革は
農協の農産物販売能力を強化することに主眼を置いて
おり、農漁村特別税の趣旨と合致するものであった（農
協同人会、2017）。

28　『東亜日報』1994年 6月 15日付に「農漁村特別税
財源確保、実現性を高めよ」と題する記事が掲載され、
同紙はこの中で「選挙目当てで外形的な金額だけを大
きくしたのではないか」との疑念を示している。その後、
同紙の 1994年 7月 8日付は、国会で野党が農漁村特別
税の「転用」を追及したことを 1面扱いで詳述している。

29　国家記録院　http://www.archives.go.kr/next/search/
listSubjectDescription.do?id=004888（2017 年 11 月 15
日閲覧）

30　『東亜日報』1994年 7月 15日付。
31　『東亜日報』1994年 6月 15日付。
32　国会法令情報センター　http://www.law.go.kr/lsInfoP.

do?lsiSeq=5864&ancYd=19940324&ancNo=04743&e
fYd=19940701&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrCls
Cd=010202#0000（2017年 11月 14日閲覧）。

33　金泳三の回顧録である（キム・ヨンサム、2000）は、
彼が大統領に就任したところで記述が途切れている。

34　１年のうち、自国農産物の収穫期のみ関税を課すこ
とを指す。

35　以下、米韓 FTAの内容については産業通商資源部
FTAポータルサイト http://www.fta.go.kr/us/doc/1/に
基づく（2017年 11月 14日閲覧）。

36　産業通商資源部 FTAポータルサイト　http://www.
fta.go.kr/main/apply/fta/rc/（2017年 11月 15日閲覧）

37　『東亜日報』2008年 12月 19日付。
38　会員数 40万人あまりと、農協以外の農民団体として
は韓国最大級の規模に達している韓農連は、その組織
力を生かし、自らの会員を、農村自治体を中心とする
地方議会に送り込み、その政治的利益の獲得を強化す
る取り組みを行っている。

39　『東亜日報』2008年 4月 25日付。
40　『東亜日報』2008年 8月 13日付。
41　『東亜日報』2008年 8月 13日付。
42　『東亜日報』2008年 11月 1日付。
43　1963年に制定された第三共和国憲法は、当初大統領
任期を 2期 8年までと規定しており、これに基づけば、

1963年に大統領に就任した朴正煕は、1971年には退任
しなければならないことになっていた。そこで 1969年、
当時の与党・共和党は朴正煕の三選出馬を可能とする
べく憲法を改正し、これを受けて朴正煕は、「これが自
分の最後の選挙である」と訴えて 1971年の大統領選挙
に出馬・当選した。だが周知の通り、朴正煕は 1972年
に第三共和国憲法を停止、新たに維新憲法を制定した
上で、1979年の暗殺まで大統領職にとどまった。この
ことから、1969年の改憲は国民を騙した改憲であった
と批判されることが多い。

44　『東亜日報』2008年 12月 19日付。
45　『東亜日報』2008年 12月 19日付。
46　政府が新規に結ぶ FTAについて農民に政策説明を行
うタイミングは、後発 FTAになるほど早まっていき、
対チリ FTAでは交渉妥結後だったものが、対米 FTA
では交渉妥結前、対中 FTAでは交渉本格化前にまで前
倒しされている。



38 39

自由貿易体制下の韓国における国内農業保護政策の政治的背景

This study asks why South Korean govern-
ment has expended huge budget to protect its 
domestic agriculture while launching free trade 
agreements (FTAs) with major economies such 
as the United States.

Since the 1990s, South Korea has liberal-
ized its trade by signing the Uruguay Round 
Agreement and a series of FTAs in spite of less 
competitive agricultural sector and collective 
resistance on free trade by farmers. The pow-
erless farm lobby of the nation has not been 
obstacle for the government’s liberalization 
measures.

Meanwhile, despite the farm lobby has not 

been influential, the government has expended 
more than two trillion won to protect the na-
tion’s agriculture under free trade system. This 
can be explained by the model of indirect lob-
bying. In other words, though the farm lobby in 
South Korea has not been influential politically, 
the farmers’ resistance to free trade in the form 
of street demonstration attracted the attention 
of opposition parties, mass media, and civil 
activists and formed mass publics’ voice to pro-
tect Korea’s farmers. As a result, the farmers’ 
resistance indirectly influenced the government 
to protect them with huge budget expenditure.

South Korea’s Protection on Agricultural Sector under Free Trade System:
Impact of Indirect Lobbying by Farm Sector

 Akio NAWAKURA（Meiji University）
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１．はじめに
観光政策の推進において、いわゆるインバウ

ンド誘客戦略は、ますます重要な位置づけとなっ

てきている。訪日外国人旅行者数は、2003年の
521万人から 2016年は約 2,400万人と、この 10
数年で 4倍以上に増加している（観光庁、2013b、
p.9；JNTO、2017）。こうしたことも踏まえ、政
府では、2020年に訪日外国人旅行者数を 4,000
万人に引き上げることを目標としている（明日の

日本を支える観光ビジョン構想会議、ｂ 016）。
インバウンドの推進は、観光による経済効果 1

を目的の一つと捉える面もあるが、一方で、例え

ば、『外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進に

よる国際観光の振興に関する法律』第一条では、

「…外国人観光旅客の来訪を促進することが、 我
が国固有の文化、歴史等に関する理解及び外国人

観光旅客と地域住民との交流を深めることによる

我が国に対する理解の増進に資することにかんが

み、…国際相互理解の増進に寄与することを目的

とする」という視点からは、国際感覚の醸成に重

要な役割を示すという認識もある。

訪日外国人の急速な増加の背景には、いわゆる

リピーターの存在が大きく、2回以上の訪日者のほ
うが訪日の全体比としても多くなっている（図 1）。

北陸・中部地方における外国人宿泊者数の特徴と偏在傾向に関する基礎的分析

青　木　卓　志（金沢星稜大学）

図１ 訪日外国人リピーターの現状

出典：観光庁、2012；観光庁、2017b
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図３ 次回日本を訪れるときにしたいこと（上位 10 項目：平成 27 年）

出典：観光庁、2016b、p.26

実際、アンケート結果からは、訪日外国人の再訪

希望は高く、また、次回の訪問時には、日本の文

化や伝統、日本食、自然等を（より）楽しむこと

が訪日目的になる場合も少なくない（図 2及び
図 3）。こうした現状においては、日本への訪問
が大都市圏である必然性は必ずしもなく、むしろ、

地方（圏）の方がそうしたことを経験・体験でき

る場合が多いとも考えられる。今後も、引き続き

インバウンド政策を推進していくことが国や各地

域で政策として実施されるであろうことを想定す

ると、訪日外国人も増加する可能性が高い、ある

いは少なくとも現状レベル以上を維持する可能性

が高いと考えられる。こうしたことを踏まえると、

いわゆる様々な形での「日本ならでは」の良さを

持っている地方圏でのインバウンド政策における

役割は重要となると考えられる 2。

一方で、多くの地域においても、単に訪日外国

人が増えること自体が主目的であるという段階か

ら、自らの地域訪問をよりレベルの高い形で体験

してもらう段階にシフトしつつある。それ故、本

稿では、地方圏のインバウンドに関する様々な課

題の中で、特に地方圏への訪日外国人の状況につ

いて、主に北陸地方を事例とした基礎的分析を行

うものである。本稿は、特定課題の分析というよ

りも、マクロ的な視点での地域分析であるが、日

本へのリピート訪問が地方圏及び日本全体として

図２ 日本への再訪意向（全国籍）

出典：観光庁、2012；観光庁、2013c；観光庁 2015c；観光庁、2016b
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表１ 全宿泊者数の現状（千人）
平成 24 年（2012 年） 平成 26 年（2014 年） 平成 28 年（2016 年）

宿泊者数 439,495　　         　 473,502　　         　 492,485　　         　
［日本人］（全体比） 413,181（94.0％） 428,677（90.5％） 423,096（85.9％）
［外国人］（全体比）  26,314（ 6.0％）  44,825（ 9.5％）  69,389（14.1％）

出典：観光庁、2013a；観光庁、2015b；観光庁、2017a

のインバウンド政策に重要であるとの認識が根底

にあるものと理解されたい。

２．先行研究と訪日外国人の現状
インバウンドに関する先行研究は、全国的な分

析、各地域の分析それぞれに豊富にある。本稿と

の関連性では、例えば、森川（2015）による外
国人旅行客と宿泊業の生産性に関する分析や、相

澤（2016）による外国人旅行者の地方分散化に
関する調査分析等がある。北陸地方あるいは北陸

の各県分析では、青木（2014）による北陸 3県
のインバウンド政策による経済効果に関する分析

等があるが、今後、インバウンド関係が地域経済

に今以上に大きな影響を与えていくであろうこと

を踏まえると、各地方圏を対象としたより多くの

分析・検証が必要になってくるものと考えられる。

次に、日本における訪日外国人の現状を確認し

たい。訪日外国人は、人数の確認が比較的容易で

あるが、日本の各都道府県への入込数に関しては、

各種統計資料はあるものの、既述のように、観光

の経済的効果が各地域における外国人受け入れ増

加対策における期待感をもたらすものでもあるこ

と等を踏まえると、宿泊する場合のほうが、経済

的な意味では効果的であることも踏まえ、本稿で

は観光庁による宿泊調査を基本資料とする 3。

まず、宿泊者数の概要を確認する。日本全体

での延べ宿泊者数（以下、断りのない限り、単に

「（全）宿泊者数」と記載する。）は、平成 24年の
439百万人から平成 26年の 474百万人、平成 28
年の 492百万人と増加しているが、その中でも、
外国人延べ宿泊者数（以下、断りのない限り、単

に「外国人宿泊者数」と記載する。）の伸び率は

著しく、平成 24年には 26百万人だったのが、平
成 26年には 45百万人、平成 28年には 69百万
人と急増している。全宿泊者数が平成 24年から
平成 28年にかけて約 12％の伸びである一方、外
国人宿泊者数は同時期に約 163％の増となってい
る。【日本人宿泊者数＝全宿泊者数－外国人宿泊

者数】とすると、表 1のように、むしろ日本人宿
泊者数が減少しているときもあり、伸び率、全体

に占めるシェアとも外国人のプレゼンスがますま

す大きくなっている。前年比増加率（図 4）からも、

図４ 日本人及び外国人宿泊者数における前年比

出典：観光庁、2013a；観光庁、2014；観光庁 2015b、観光庁 2016a；観光庁 2017aより筆者作成
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日本人と外国人の差が大きいことがわかる 4。

３．北陸地方における外国人宿泊者の特徴
上記の視点を踏まえ、本稿では、北陸地方 3県
を主な対象に、その外国人の入込状況を分析する

が、海外からの訪問においては、広域的な行動が

一般的であることや、国際空港がメインゲートで

あることなども踏まえ、比較対象地域として、北

陸地方を包括する中部圏も必要に応じて分析対象

としている。中部圏とは、「富山県、石川県、福

井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、

滋賀県」の計 9県であり、広域連携という視点
では、例えば、中部圏開発整備法に位置付けられ

ている枠組みであり、また中部圏知事会の構成県

でもある。インバウンドに関しては、中央日本総

合観光機構 5 を設立し、広域でのインバウンド政

策を行っているなど、連携が深い地方圏である。

北陸 3県の位置づけは、全宿泊者数でみると、
平成 28年では、石川が 8,697千人（都道府県順
位で多いほうから数えて 19位）、福井県が 3,709
千人（同 38位）、富山県が 3,408千人（同 41位）
であり、外国人宿泊者の場合は、石川県が 623
千人（都道府県順位で多いほうから数えて 18位）、
富山県は 222千人（同 32位）、福井県は 54千人（同
47位）となっている。石川県は都道府県順位で、
概ね中位レベルであり、他の 2県（都道府県順位
では、ともに中位～下位レベル）とはやや差があ

る（図 5）。宿泊者数に占める外国人宿泊者の割
合は、全国的にも各地方別でも、基本的には増加

傾向にある。中部圏の状況を見ても、北陸 3県

図５ 都道府県別宿泊者数（平成 28 年）

出典：観光庁、2017a
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図６ 中部圏９県の外国人宿泊者数

出典：観光庁、2013a；観光庁、2015b；観光庁、2017a

図７ 中部圏９県における宿泊者数に占める外国人宿泊者比率

出典：観光庁、2013a；観光庁、2015b；観光庁、2017a

含め宿泊者数は増加傾向にあるが（図 6）、北陸
3県はその比率が全国平均よりまだ低く、中部圏
内各県での比較においても、岐阜県や愛知県とは

倍以上の差がある（図 7）。ただし、言い換えれば、
北陸 3県では、外国人受け入れの潜在的可能性
があるとも言えよう。

次に、各国・地域からの訪日客（宿泊者）に関

する分析を行う。最初に分析国・地域について整

理する。本稿でのインバウンド上の対象国・地域

としては、5つの国・地域（韓国、中国、香港、

台湾、アメリカ）及び北陸地方にとっての新興国・

地域としてのオーストラリア、欧州及び東南アジ

ア6を加えた計8国・地域を対象に分析する。なお、
以降では、特別な場合を除き、国・地域を「海外

市場」と記載し、上記市場は、「主要 8海外市場」
と記載する。最初の 5つの海外市場は、日本全体
及び北陸地方各県における宿泊者数での上位海外

市場（成熟市場）であること、オーストラリア及

び本稿では統合市場として位置付けている欧州市

場及び東南アジア市場は、近年急速に伸びている
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海外市場であるということに基づくものである。

そこで、北陸地方を含む中部圏における外国人

の宿泊者の中で、どの海外市場が比較的多いかに

ついてみると、図 8（平成 24年）及び図 9（平
成 28年）のようになる。全国的には、中国のシェ
アが高くなってきているのと対照的に、北陸地方、

特に石川県及び富山県では、両年とも台湾のシェ

アが高く、他には石川県は欧米市場、富山県は東

南アジア市場等が相対的に高いことがわかる。こ

れは、中部圏内の中でも、例えば、東海地方では

中国市場のシェアが高いのとは対照的である。

全体的には、宿泊者数は拡大傾向にあり、特定

図８ 中部圏における主要海外市場別宿泊者比率（平成 24 年）

出典：観光庁、2013a

図９ 中部圏における主要海外市場別宿泊者比率（平成 28 年）

出典：観光庁、2017a
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の海外市場から幅広い海外市場からの受け入れに

シフトしつつある状況と言えよう。

一方、現状の（更なる）向上や改善を政策に反

映させるためには、実際の政策についての検討も

必要になる。ここでは、一つの事例として、本稿

で分析対象としている中部 9県の自治体等で構成
されている「昇龍道プロジェクト」をとり上げ、

その取り組みと目標等について概要を述べる。昇

龍道プロジェクトとは、中部圏 9県の枠組み（国、
自治体、民間等で構成）において、石川県・能登

半島を龍の頭に見立て、東海地方に至るまでを一

体とした広域地域としてインバウンド政策を実施

するプロジェクトである。昇龍道プロジェクト推

進協議会設置要綱では、「…海外から中部北陸 9県

へのインバウンドを推進するため…、一体感を持っ

て自主的に取り組むために組織する。」としてい

る（中部運輸局、2018年 2月 13日閲覧）。活動骨
子としては、大きく 7項目に分類され、現地での
プロモーション、受け入れ（招聘）事業、受け入

れ環境の整備等が主な取り組み内容となっている。

詳細な分析は省略するが、こうした広域での一体

性の推進は、インバウンド政策においては重要か

つ効果的であると考えられ、それ故、「昇龍道」は、

観光庁による『広域観光周遊ルート形成促進事業』

に平成 27年に認定されている（観光庁、2015a）。
現在、訪日外国人の最近の急激な増加等を踏まえ、

昇龍道 9県においては、「平成 32年までに 1,400
万人泊を目指す」政策目標が掲げられている（表2）。

表２　昇龍道プロジェクト（平成 29 年度）の概要

活動方針骨子 具体的政策例

１．昇龍道ミッション団・
昇龍道大使の派遣等

■タイへのミッション団の派遣
■アジア等での旅行博覧会前後の実務ミッション団の派遣
■昇龍道大使の海外派遣

２．広域観光周遊ルートの
形成の促進

■４つのモデルコースを軸とした展開
■データの分析に基づく事業展開
■広域共通の観光テーマに係るコンテンツの充実

３．戦略的なプロモーショ
ンの推進

■マーケティング結果に基づいたプロモーションの展開
■ JNTOと連動したプロモーションの展開（中国）
■広域連携DMOマーケティングによる海外プロモーションの検討

４．受入環境整備の推進 ■訪日外国人旅行者の受入環境整備の推進
■（観光庁の）緊急対策事業の活用

５．観光と交通の連携施策
の推進

■二次交通の充実及び利便性向上
■手ぶら観光の推進

６．関係者の参加・連携の
一層の強化

■昇龍道プロジェクト推進協議会の会員数の一層の増加
■国の出先機関の参加・連携の一層の強化
■地方公共団体の参加・連携の一層の強化
■民間企業等の参加・連携の一層の強化

７．その他
■昇龍道のサブブランド名の検討
■中部／北陸のブロック戦略会議の活用
■その他（あらゆる取り組みの可能性を模索）

（昇龍道９県での外国人目標）
（平成 29 年）平成 32 年までに 1,400 万人泊を目指す
※明日の日本を支える観光ビジョンでは、平成 32 年までに 14,000 万人泊とする政府目標
⇒全国目標の 10％（1,400 万人泊）を目標
（昇龍道９県の外国人宿泊者数全国シェアがここ数年約 10％であることを踏まえている）

（参考）
平成 27 年：平成 29 年までに 600 万人泊を目指す（平成 27 年に 762 万人泊で目標達成）
平成 28 年：平成 31 年までに 1,100 万人泊を目指す（平成 28 年速報値では 774 万人泊）
出典：中部運輸局（2018年２月 13日閲覧）より筆者作成
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地域による格差の存在を踏まえつつも、このよ

うに、外国人の訪日等が急激な拡大傾向及びそれ

に基づく目標も高くなりつつある現状では、単に

人数の増加だけが目標であれば、受け入れ側との

バランス上の課題が発生する恐れもあり、また、

訪日外国人の集中化と混雑化は日本のイメージに

も悪影響を与えかねない。すなわち、今後は人数

目標に加え、（既にそうした状況は少しずつ見受

けられるが）海外の市場の拡大、受け入れ側のお

もてなし力向上等、訪日外国人の満足度向上のた

めの施策等、いわゆる「ソフト部分」に対する対

応も併せて必要になると考えられる。なお、こう

した多岐にわたる課題全てに対応するのは本稿で

は困難であり、以降では、主に北陸 3県 7 を含む

中部圏 9県の受け入れ側における各海外市場に
焦点を絞って分析を試みる。

４．繁閑指数に見る外国人宿泊者数の偏在性
本節では、当該主要 8海外市場に関して、繁

閑指数という値を利用し、北陸地方を中心に、他

の都道府県や中部圏各県との比較分析を行う。

最初に、繁閑指数についての概略を示す。繁閑

指数は、繁盛時と閑散期の比率（ここでは宿泊者

数に基づく比率）を示すもので、本稿では、それ

が大きいと訪問時における季節の遍在性が高いこ

とを意味する。観光客の偏在性を分析したものと

しては、例えば、大井（2011）による宿泊統計
に基づく観光市場の季節変動に関する分析や岡野

（2011）による国際観光の需要の季節性に関する
分析等があり、また、繁閑指数を利用した分析と

しては、新潟県（2010）による宿泊者分析に利
用したものや青木（2016）の中部圏での外国人
宿泊者の偏在性分析がある。

本稿では、当該指数を主に外国人宿泊者を対象

に、経済分析で比較的使用されている四半期分析

をもとに、繁閑指数を試算した。すなわち、1年
を四半期に分け、その中で最大の宿泊者数期と最

少の宿泊者数期の比較を数値化したものである。

繁閑指数が大きいということは、季節ごとに宿泊

者数において差があるということであり、一定の

季節に、例えば、（主要）観光地への集中が見受

けられる傾向にある。一般的に、年間通じてバラ

ンスよく来てもらうことが好ましいということを

前提にするならば、繁閑指数が大きいことは、例

えば、通訳の採用等を考慮する場合、観光客が集

中している時期は通訳不足、そうでない時期は通

訳余りなど、採用上のバランスがとりにくいとい

う課題、あるいは、インフラ整備等も稼働率に著

しい差が生じる可能性があるなど、投資における

バランス上の課題が生じる。

最初に、日本人も含む全宿泊者数での数値を確

認する。今回対象とした年は、平成 24年、平成
26年、平成 28年の 3カ年である。まず、直近で
の最新値である平成 28年の繁閑指数の全国平均
は 1.22であり、都道府県で最も繁閑指数が高いの
は、山梨県（2.03）で、最も小さいのは福岡県（1.07）
である（図 10）。宿泊者数には観光客だけではな
く、ビジネス客等もカウントされていることから、

ビジネス需要も多いと考えられる東京都、愛知県、

神奈川県等では繁閑指数が小さく、季節要因が相

対的に高い観光客がメインとなっている可能性が

高い、長野県、奈良県、大分県等では当該指数が

大きい。地域格差という面からは、繁閑指数にお

ける最大値と最小値（の県）では数値に倍程度の

違いがある。分析年次 3年間の平均では、東京都
が1.10と最も安定的で、山梨県が2.12で一番高い。
一方、外国人宿泊者数の場合、平成 28年では
全国値が 1.08で、最も小さいのが大阪府で 1.11
であり、以下、神奈川県、鳥取県と続く 8。最も

高い熊本県は 3.69で以下、新潟県、富山県と続く。
熊本県と大阪府の値は 3倍以上の差となってお
り、地域間での格差が全宿泊者における値と比較

して大きくなっている（図 11）。分析年次 3年間
の平均では、鳥取県が 1.26で最も低く、富山県
が 3.20で最も高い。
外国人宿泊者の繁閑指数を時系列で見ると、全
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図 10 全宿泊者数における繁閑指数

出典：観光庁、2013a;観光庁、2015b;観光庁、2017aより筆者作成

図 11 外国人宿泊者数における繁閑指数

出典：観光庁、2013a;観光庁、2015b;観光庁、2017aより筆者作成
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国平均で平成 24年が 1.23、平成 26年が 1.35と、
平成 28年も含め、振幅を繰り返している。都道
府県別では、平成 24年の値を 1とした時に、平
成 28年の値が 1以下、すなわち改善傾向にある
のは、25都道府県と半分程度である。一般的には、
外国人宿泊者数は、全体に占める割合がまだ低い

こと等もあり、外国人の訪問者が急速に増加する

場合、元々の人数が少ない場合に加え、特定の観

光地や特定の季節への集中により、繁閑指数が急

激に高くなる、あるいは一気に改善すると、繁閑

指数も急激に改善する、という可能性や、地域の

特殊事情等による影響の可能性（例：災害等によ

る風評被害等）等により、当該指数だけでの分析

では不足の部分もあるが、いわゆる地方の場合、

リピーターの確保に際しては、まずは訪問者の増

加が重視されることも踏まえ、大都市圏あるいは

以前の訪日場所とは異なる魅力のアピールが必要

になる。すなわち、自らの地域の特徴（以前の訪

問地とは異なる魅力）を前面に押し出すことが訪

問の可能性を高めるという視点のもとでは、短期

的には通年観光促進や広域的な PRへの取り組み
というよりも、他地域との差別化等により、特定

の観光地の最もよい季節の PRが重視される傾向

が推測されることから、結果として特定の季節に

（特定の観光地への）訪問が集中し、繁閑指数の

振幅が大きくなる傾向が考えられる。県域を越え

た広域連携によるプロモーションにおいて、各地

域への訪問がバランスよく行われる場合も、当該

県一番の観光地への訪問だけにとどまれば、上記

で述べた状況は基本的には変わらない。

もちろん、こうした点は、訪日滞在日数や訪日

目的等にも依存するため、海外市場によっても違

いがあると考えられる。例えば、東アジア市場は

観光目的での訪日の割合が東南アジアや欧米等と

比較して高い（観光庁、2017b、p.5）ことから（図
12）、その影響が繁閑指数に与えている可能性は
十分に考えられよう。もちろん、最近の繁閑指数

の安定化を考慮すると、必ずしもその影響度だけ

が大きいとは言えない部分もあるため、上記視点

に関するより詳細な分析は、その関係性を複合的

にとらえていくうえで重要である点は留意する必

要がある。

次に、主要 8海外市場ごとに繁閑指数を分析す
る。なお、各海外市場の分析においては、下記の

点に留意する必要がある。まず、上述のとおり、

宿泊者数、特に元々の人数が少ない場合は、多少

図 12 主要海外市場における観光・レジャーでの来訪目的（平成 28 年）（単一回答）

出典：観光庁、2017b
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の増減でも繁閑指数の振幅が大きくなる場合があ

る。次に、資料の関係上、外国人宿泊者数は、全

宿泊施設での推計が行われているが、国籍別内訳

では、従業者10人以上の施設が対象となっている。
その乖離がどの程度大きいかは都道府県で異な

る。宿泊統計（観光庁、2017a）でその乖離をみると、
平成 28年の場合、最も大きいのが香川県で、全
施設推計に占める 10人以上の施設の比率は 71％
程度である（図 13）。なお、最も乖離の小さいの
は千葉県（99.5％）で、全国平均は 92.3％となっ
ている。北陸あるいは中部圏は、80％弱から 95％
強に位置付けられている 9。従って、以降の繁閑

指数は従業員 10人未満の施設での宿泊者数がカ
ウントされていないことに留意されたい。

以上の点を踏まえ、図 11とは数値が異なるも
のの、まず、外国人宿泊者（従業者 10人以上の

施設）全体での繁閑指数を確認すると、全国平均

は、平成 22年の 1.16から、平成 24年の 1.20、
平成 26年の 1.33．平成 28年の 1.08となって
いる。分析対象の県においても、最近になるほ

ど値が小さくなる傾向にある。平成 28年でみる
と、中部圏内で最も大きい県は、富山県の 3.04
で、最も小さいのは、愛知県の 1.26である。宿
泊者数が少ないため、指数の振幅が大きく出やす

いという影響はあるものの、おそらく外国人の受

け入れでは観光がメインでありつつも、冬の観光

需要が小さい富山県と、観光以外の需要、例えば、

MICE10 等の需要により、季節偏在性が小さい愛
知県の違いが見える。石川県は 1.82で中部圏 9
県では小さいほうから 6位、福井県は 2.53で同
8位と、北陸地方では当該指数が比較的高く、需
要の季節バランスがやや弱いことがわかる（具体

図 13 都道府県別従業員数 10 人未満の施設の外国人宿泊者の全施設に占める割合（平成 28 年）

出典：観光庁、2017a
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的には冬の需要が小さく、春の需要が大きいと推

測される。）。しかしながら、ここ数年で当該数値

が改善していることも見受けられ、例えば、最も

値の大きい富山県の場合、平成 22年が 5.54、平
成 24年が 3.77、平成 26年が 3.41、そして平成
28年と低下傾向にあり、インバウンド政策にお
ける通年観光等の対策が少しずつ効果をもたらし

ているとも言えよう（図 14）。なお、中部圏の中
ではMICE等、観光以外の需要も一定程度ある
と思われる愛知県の場合、繁閑指数が、平成 22
年は 1.30、平成 24年は 1.38、26年が 1.55、平
成 28年は 1.26と比較的安定している（全体値、
東京都の値も同様に安定的な傾向にある。）。一方

で、改善傾向にはあるものの、まだ相対的には季

節偏在の高い（繁閑指数が大きい）北陸地方にとっ

ては、観光以外の需要の拡大策あるいは観光での

需要拡大策であっても通年型観光の推進が、少な

くとも中部圏内の他の地域と比べても、今後より

必要であると思われる。

次に、主要 8海外市場別に同様に見ていくと（図
15～図 22）、富山県における韓国・香港・台湾
の値の高さとその改善傾向、静岡県における中国

の値における改善傾向、福井県における台湾の値

の上昇傾向、岐阜県や三重県におけるアメリカの

比較的高い値、全体としての欧州・オーストラリ

ア・東南アジアの値における振幅の大きさ等が特

徴的に見受けられる 11。例えば、東南アジアの場

合、急速な増加が、まずはその地域（県）の一番

の観光地への最適な季節での訪問集中化と関連し

ている可能性が見受けられ、三重県のアメリカや

長野県のオーストラリアの数値の増加傾向は、イ

ベントの有無や新興市場としての（急速な）拡大

の結果（例：プロモーションの初期段階での成功）

の可能性も考えられる。ただ、時系列的には全体

的には繁閑指数は低下してきており、日本全体あ

るいは各地域においても、少なくとも一定程度は

季節的バランスが改善されてきている可能性が見

受けられる。

こうした状況を踏まえると、全体的には、地方

にとって、外国人、特にリピーターに自らの地

域（県）を訪問してもらうための政策の特徴と傾

向は、①大都市圏や他地域との競合関係上、最初

は、当該地域のトップレベルの観光地、しかも、

最も良い季節を中心としたプロモーションが不可

欠になり、訪問時期が集中してしまうことで、繁

閑指数が高くなる、②それ故、ある程度の知名度

と人数が継続的に確保できる海外市場では、次の

ステップとしての平準化対策が PRに追加されて
いくため、徐々に繁閑指数は低下する傾向にある。

③しかしながら、既にある程度の人数が来ている

図 14 繁閑指数（外国人宿泊者数）

出典：観光庁、2011；観光庁、2013a；観光庁、2017aより筆者作成
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図 15 繁閑指数（韓国　宿泊者数）

出典：観光庁、2011；観光庁、2013a；観光庁、2017aより筆者作成

図 17 繁閑指数（香港　宿泊者数）

出典：観光庁、2011；観光庁、2013a；観光庁、2017aより筆者作成

図 16 繁閑指数（中国　宿泊者数）

出典：観光庁、2011；観光庁、2013a；観光庁、2017aより筆者作成
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図 18 繁閑指数（台湾　宿泊者数）

出典：観光庁、2011；観光庁、2013a；観光庁、2017aより筆者作成

図 20 繁閑指数（欧州　宿泊者数）

出典：観光庁、2011；観光庁、2013a；観光庁、2017aより筆者作成

図 19 繁閑指数（アメリカ　宿泊者数）

出典：観光庁、2011；観光庁、2013a；観光庁、2017aより筆者作成
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図 21 繁閑指数（オーストラリア　宿泊者数）

出典：観光庁、2011；観光庁、2013a；観光庁、2017aより筆者作成

図 22 繁閑指数（東南アジア　宿泊者数）

出典：観光庁、2011；観光庁、2013a；観光庁、2017aより筆者作成

地域（県）も、新たな海外市場の開拓においては、

現在の成熟市場が新規市場であった場合と同じよ

うな形でのプロモーションになりがちなので、新

興市場の繁閑指数は成熟市場がたどってきた経緯

と同じ状況が起こる、④観光需要が大きい地域と

MICE等の需要もある程度は確保できる地域で
は、後者の方が繁閑指数は相対的に低い、等であ

る。

北陸地方に目を向けると、比較的外国人観光需

要が安定的かつ上昇傾向にある石川県では、成熟

市場（主に東アジアの各海外市場）では繁閑指数

は低下傾向で欧米豪等の市場はやや当該指数が大

きく、まだ新興市場としての季節的集中度が残っ

たままである。富山県は、成熟市場（東アジア）

では同様に繁閑指数は低下してきているが、それ

でも観光が訪問における主目的のため、特に冬場

の集客が低い状況にあること等から、他県と比べ

多くの海外市場で繁閑指数は相対的に高い傾向に

あり、バランス上の課題が見受けられる。福井県

は、そもそも宿泊者数が少ないため、多少の人数

変化が大きな変動につながるなどの状況も加味す

ると、繁閑指数での分析から特徴がまだ相対的に

はつかみにくい部分があるものと考えられる。

ただし、単純に宿泊者数の伸びが大きいほど、
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繁閑指数も大きくなるということが必ずしも言え

るわけではない。例えば、図 23は、外国人宿泊
者の伸び率と繁閑指数の増加率を 47都道府県で
示したものであるが、基本的に関連性はあまり見

受けられないことから、今後より詳細に分析して

いく必要がある 12。

次に、各県の主要 8海外市場（及び全体）にお
ける繁閑指数がどの程度改善しているかという点

についてある程度把握するため、平成 22年の繁
閑指数を 1とした場合の平成 28年の値を示した
ものが図 24～図 32である。各県の中で、比較的
宿泊者数の多い市場では、平成 28年の値が 1以

下、すなわち、繁閑指数の改善傾向が読み取れる。

外国人宿泊者全体では 1を超えている、すなわち、
急激な増加による季節偏在性の傾向が推測される

県もあるものの、各県で宿泊者数が比較的多い東

アジア市場の繁閑指数では、多くの県において、

総じて 1前後ないし 1以下となっており、いわゆ
る各県にとっての成熟市場である、あるいは、な

りつつある東アジア市場においては、各県とも、

とりあえず訪問者増加という一点主義的PRから、
通年観光的 PRにシフトしている傾向が推測され
る。言い換えると、各県にとっての、いわゆるド

ル箱海外市場では、同じ観光地であっても、季節

図 23 外国人宿泊者数伸び率と繁閑指数伸び率（平成 24 年⇒平成 28 年）

出典：観光庁、2013a；観光庁、2017aより筆者作成

図 24 全宿泊者・繁閑指数の傾向（H22 ＝１）

出典：観光庁、2013a；観光庁、2017aより筆者作成
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図 25 韓国・繁閑指数の傾向（H22 ＝１）

出典：観光庁、2013a；観光庁、2017aより筆者作成

図 27 香港・繁閑指数の傾向（H22 ＝１）

出典：観光庁、2013a；観光庁、2017aより筆者作成

図 26 中国・繁閑指数の傾向（H22 ＝１）

出典：観光庁、2013a；観光庁、2017aより筆者作成
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図 28 台湾・繁閑指数の傾向（H22 ＝１）

出典：観光庁、2013a；観光庁、2017aより筆者作成

図 30 欧州・繁閑指数の傾向（H22 ＝１）

出典：観光庁、2013a；観光庁、2017aより筆者作成

図 29 アメリカ・繁閑指数の傾向（H22 ＝１）

出典：観光庁、2013a；観光庁、2017aより筆者作成
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図 31 オーストラリア・繁閑指数の傾向（H22 ＝１）

出典：観光庁、2013a；観光庁、2017aより筆者作成

図 32 東南アジア・繁閑指数の傾向（H22 ＝１）

出典：観光庁、2013a；観光庁、2017aより筆者作成

別のPRや新しい魅力のある観光地の開発を行い、
そしてある程度それが季節バランス上の集客に対

して功を奏しているものと推測できる。

５．おわりに
本稿では、主に北陸 3県及び中部圏 9県を対
象に、主要海外市場の外国人宿泊者数を基本に、

各県の特徴に関する基礎的分析を、特に季節的偏

在性（特定の季節に集中的に訪問する傾向の有無

を繁閑指数で分析）を中心に基礎的分析を行った。

本稿で得られた結論としては、北陸における外

国人宿泊者数は、全体的に中位～下位であるが、 

それ故、今後の潜在的増加可能性が高いこと、

特に東アジアを中心とする成熟市場では、繁閑指

数が低下しつつあり、通年化の魅力創造のプロ

モーション効果が少しずつ生じてきている可能性

があること（ただし、それでもまだ全国平均より

は高く、改善途上であること）、新興市場は、繁

閑指数が高く、今後のプロモーションが重要にな

ること、観光以外の需要（MICE等）のある地域
の繁閑指数は（相対的に）小さく、季節バランス

が良い（中部圏では愛知県等）が、北陸地方では

そうした傾向は、少なくとも見受けられないこと、

等である。しかしながら、（本文でも示したように）
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宿泊者数の増加傾向と繁閑指数の関係性のより詳

細な分析、訪日目的の違いが繁閑指数にどのよう

な影響を与えるのか、インバウンド推進において

重要な広域連携上、当該指数をどう捉えるべきか

等、課題も少なくない。こうした点は筆者におけ

る次の課題である。
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1　観光庁（2014）の試算では、定住人口 1人の減少によ
る経済効果の減少分が、外国人旅行者10人でバックアッ
プできるとする。

2　市川他（2016、PP.8-12）は、東京や大阪等を中心に、
日本人の宿泊者数の減少等を考慮した場合でも、宿泊
施設が不足する可能性を指摘する。

3　石川県及び富山県において手に入りうる統計資料上、
最も外国人が訪問した観光地（石川県：兼六園、富山県：
立山黒部アルペンルート）への東アジア 4海外市場（韓
国、中国、香港、台湾）の訪問者数と各県宿泊者数に
おける平成 28年の相関係数は（石川県：12か月、富山県：
アルペンルート開通の 4月～ 11月の 8か月）は、国・
地域でばらつきはあるものの、4海外市場トータルでは、
それぞれ 0.95以上となり、かなりの相関があると考え
られるため、宿泊数での分析に一定の妥当性はあると
思われる。なお、定住外国人はどちらの数値にも入る
可能性があるが、ここでは考慮していない点に留意さ
れたい。

4　急速な訪日外国人の増加が宿泊者数の増加にリンクし
ない状況がみられる。例えば、2016年の訪日外国人旅
行者数は前年比 20％以上の増加となっているが、宿泊
者数の伸びは同 10％以下となっている。こうした点に
ついて宮嶋（2017、pp.3-4）は、宿泊統計では対象外
となっている宿泊施設やクルーズ船での宿泊が、当該
宿泊統計にカウントされないことが影響しているとす
る。こうした点をどのように統計資料に反映させるか
は、今後の課題の一つであると考えられる。

5　「中央日本総合観光機構」は、平成 17年から活動を
行ってきた「中部広域観光推進協議会」を発展的に移
行し、平成 29年 6月に広域連携 DMO（Destination 
Management/Marketing Organization）化した組織で
ある。基本的な事業展開枠組みは当該 9県である。

6　本稿での「欧州」は、イギリス・フランス・ドイツで
あり、「東南アジア」は、シンガポール・タイ・マレー
シアを対象としている。いずれも、時系列分析の関係上、
こうした市場枠組みとした。

7　北陸 3県においても、広域連携インバウンド団体とし
て、「北陸国際観光テーマ地区推進協議会」がある。具
体的な事業としては、平成 28年度の場合、中国（上
海）・香港・東南アジア（マレーシア）でのプロモーショ
ン、欧米豪・東南アジア・東アジアからのメディア招
聘等を行っている（北陸国際テーマ地区推進協議会、
2016）。

8　本指数は四半期ごとの最大値と最小値の比率を算出し
ていることから、平均値や割合等の値ではないことに
留意されたい。

9　当該乖離の比率は観光庁の宿泊旅行統計調査における
『第2表』の「うち外国人延べ宿泊者数」（全宿泊施設対象）
と『参考第 1表』の「外国人延べ宿泊者数」（従業員 10
人以上の施設）から試算した。

10　MICEとは、観光以外での訪日需要で、具体的に
は、「Meeting、Incentive Travel/Tour、Conference/
Convention、Exhibition/Event」の 4つの頭文字に基
づく言葉である（観光庁、2017c）。

11　香港、欧州、オーストラリア、東南アジアの軸の数
値は、繁閑指数がかなり大きい場合があるため、軸の
数値の違いに留意されたい。

12　主要海外市場で中部圏内各県を対象に同様の試算を
行ったが、いずれも関連性はあまりない結果となって
いる。
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北陸・中部地方における外国人宿泊者数の特徴と偏在傾向に関する基礎的分析

The number of many foreign tourists to 
Japan is over 24 million and has been increas-
ing. Also, not only big and major areas such as 
Tokyo and Kyoto, but also regional areas have 
increased the foreign visitors. However, some 
regions have problems which are their visiting 
seems partial to seasons, which might cause 
some inefficiency such as hotel booking, jams at 
some tourism spots, shortages of interpreters, 
and so on.

In this paper, to analyze the unevenly dis-
tributed situations regional areas have faced, 
mainly on the basis of the seasonal hotel ac-
commodations centralization in a case study of 

Chubu District，consisting of nine prefectures 
and Hokuriku Area included in Chubu District, 
is sometimes featured.

As a result, the ubiquities of foreign visi-
tors generally decrease when their countries 
(areas) become recognized as matured markets. 
On the contrary, new markets like European 
countries or Australia from the viewpoint of 
Hokuriku District, that number has still rela-
tively high. Also, for areas which have other 
demands to come there such as business beside 
from tourism, the number of ubiquities about 
foreign visitors is relatively small in general.

A Basic Analysis about Ubiquity of Foreign Hotel Visitors 
in Hokuriku/Chubu District of Japan

AOKI Takashi（Kanazawa Seiryo University）
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１．はじめに
2013年、駐中国アメリカ大使館が中国の大気
汚染に関する情報を公開して以来、中国の大気汚

染問題は世界中から注目されている。このため、

中国政府は 2012年の「環境空気質基準」の改正
に続き、2013年 6月に「大気汚染防止 10条措置」、
9月に「大気汚染防止行動計画 2013-2017」を公
布するなど、一連の対策を取ってきた。

一方、産業活動や生活活動は必ずエネルギー消

費を通じて成り立つため、大気汚染は各国の産業

活動や人々の生活活動と密接な関係がある。また、

エネルギー消費構造はその国の大気環境に大変大

きな影響を与えている。そして中国の各地域は経

済発展、都市化レベル、人口などが異なるため、

中国の大気汚染とはいえ、地域によって抱えてい

る問題は異なる。

エネルギー消費と環境問題をめぐっては、多く

の先行研究がなされている。まず、エネルギー消

費と CO2排出量の関連性に関する先行研究を見

ると、白・松本（2011）、張（2012）等がある。
そして、汚染物質排出量や中国大気汚染に関す

る地域特徴を分析した先行研究の蓄積を見ると、

Gong Zezhouら（2017）、Wang Baiら（2016）、
Xueliang Yuanら（2015）、Jiming Haoら（2005）

などの代表的な研究がある。研究結果によれば、

中国の都市部の大気汚染は季節の相違（大気質が

冬と春よりは夏と秋の方がいい）、地域間の相違

（東の沿岸部と中部・西部）が存在し、都市化レ

ベル・産業構造・エネルギー消費構造はその地域

の大気質に大変重要な影響を与えると指摘してい

る。また、Xuemei Bai（2000）は東アジア地域、
特に中国では先進国が経験してきた大気汚染では

なく、工業汚染に加え、自動車汚染、生活汚染な

ど複合型汚染が発生していると指摘した。

これらの先行研究においては、各地域の大気汚

染物質の総量あるいは大気汚染物質の濃度と経済

発展、都市化レベル、各地域全体のエネルギー消

費構造との関連性を分析したことがメインで行わ

れた。現在までの研究蓄積に基づいて、本研究で

は各地域の汚染物質の排出量の総量だけではなく

排出量の内訳の動向も分析する。動向分析を通じ

て、増加傾向になる排出部門を特定し、その部門

に焦点を当ててエネルギー構造を分析することで

その原因を明らかにする。近年、中国における積

極的な大気汚染対策の実施により、大気汚染物質

は全体的に減少傾向にあるが、キーポイントと

なった 2013年を境に中国各地域の汚染物質の排
出量がどのような特徴を持って削減されたのかも

中国の大気汚染物質の排出動向と地域特徴に関する計量分析

朱　　　美　華（アジア大気汚染研究センター）
山　下　　　研（アジア大気汚染研究センター）
青　　　正　澄（横浜市立大学）
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合わせて分析する。

2．分析材料と分析方法
2010年まで、中国各地域の汚染物質排出量に
関する統計指標は SO2の排出総量・工業排出量・

生活排出量、Sootの排出総量・工業排出量・生
活排出量、Dustの工業排出量で推計されてきた。
しかし、2011年、中国環境保護部が統計制度の
指標体系、調査方法及び関連技術規定などについ

て改正を行い、統計範囲を工業、農業、生活、自

動車、集中式汚染処理施設の 5つに分類した（『中
国環境統計年鑑 2012』，p47）。また、2010年ま
では Sootと Dustの排出量がそれぞれ推計され
ていたことに対し、2011年からは Sootと Dust
の排出量が一つの指標としてまとめられ、粒子状

物質（Soot・Dust）の排出量として推計されて
いる。また、従来の SO2、Soot・Dustの排出量
の統計に加えて、NOxの排出量も推計されるよ

うになった。統計指標の変化をまとめると、『中

国環境統計年鑑 2012』から中国 31の地域に関
しては、SO2の排出総量・工業排出量・生活排出

量・集中式汚染処理施設排出量、NOxと粒子状

物質の排出総量・工業排出量・生活排出量・自動

車排出量・集中式汚染処理施設排出量に分けて統

計されている。

本研究では、『中国環境統計年鑑』2011年から
2015年まで公表されている中国 31地域の SO2

の工業排出量・生活排出量、NOxと粒子状物質

の工業排出量・生活排出量・自動車排出量の 8
つの排出量データを用いて、因子分析を行った。

2013年を転換点に中国の大気汚染対策が大きく
変わった社会的な背景を踏まえて、本研究では

2013年前後の大気汚染物質の排出量の変化を見
る。現段階（2018年 3月）で入手できる最新の
統計データが 2015年分であるため、本研究では
統計指標の統一性を保ちつつ、2013年を転換点
とした前後の汚染物質排出量の変化を見るため、

以下の計算方法で因子分析の統計データサンプル

を算出した。

ｉ：SO2の工業・生活排出量、

NOxの工業・生活・自動車排出量、

粒子状物質の工業・生活・自動車排出量

ｊ：中国 31の地域（直轄市・省・自治区）
軸の回転方法はバリマックス回転、因子得点推

定法は最小 2乗推定を選択した。
因子分析の目的は、上記の iの 8つの観測変数

から潜在変数を抽出することで、中国の汚染物質

の排出状況の構造を分析することである。また、

因子分析の 31地域の因子得点を利用して、汚染
物質の排出における中国の地域特徴を分析する。

なお、地域特徴を分析するため、本研究ではクラ

スター分析を用いている。

また、『中国エネルギー統計年鑑』と中国統計

局で公表している統計データを利用して、中国の

汚染物質の排出量動向の原因を探ると共に今後の

課題を明らかにする。

3．分析結果
3.1　大気汚染物質排出量の動向

中国の統計指標体系が変わった 2011年からの
SO2、NOx、粒子状物質の排出量の推移（図 1）
をみると、SO2と NOxの排出量は減少している。

粒子状物質の排出量は 2011年から 2013年まで
は横ばいの傾向をみせ、2014年になって急に増
加し、2015年は排出量が再び減少している。統
計上の数値だけを見ると、2014年に一気に増加
した印象を受けるが、粒子状物質の統計対象物質

に追加項目があったことが理由として挙げられ

る。2014年から、粒子状物質の排出量の統計に
は、鋼鉄業界とセメント製造業の無組織排出量が

含まれるようになった。エンドオブパイプからの

排出だけではなく、企業の生産及び加工過程の無

組織排出まで排出量の評価対象となり、中国で汚
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染物質の排出規制がますます強化されたことが伺

える。

各指標の排出量の内訳を表 1からみると、全
体的には以下のような特徴を表している。第1に、
どちらの指標においても、工業排出量の占める割

合が低下しているが、依然として多くの割合を占

めている。第 2に、生活排出量の占める割合はま
だ少ないが、どの指標においてもその割合は明ら

かに増加傾向にある。特に SO2と粒子状物質に

おける割合は全体の 15％以上を占めている。第
3に、NOx排出量においては、自動車排出の割合

が高く、3割以上を占めており、排出割合も年々
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図 1：大気汚染物質排出総量の経年変化
データの出所：『中国環境統計年鑑』各年版、第 4章大気環境の第 2節各地域の排ガス排出及び処理状況

表 1：大気汚染物質排出量の経年内訳変化（%）

指標 排出部門 排出割合特徴 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

SO2

工業 減少 90.95 90.28 89.79 88.15 83.74

生活 増加 9.04 9.71 10.20 11.84 15.97

汚染処理施設 横ばい 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

NOx

工業 減少 71.94 70.92 69.39 67.60 63.80

生活 増加 1.52 1.68 1.83 2.17 3.52

自動車 増加 26.52 27.38 28.76 30.21 31.61

汚染処理施設 横ばい 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02

粒子状
物質

工業 減少 86.09 83.29 85.64 83.65 80.14

生活 増加 8.97 11.55 9.69 13.05 16.24

自動車 不規則で減少 4.92 5.15 4.65 3.29 3.61

汚染処理施設 凡そ減少 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01

データの出所：『中国環境統計年鑑』各年版、第 4章大気環境の第 2節各地域の汚染物質排出及び処理状況
注：2015年の SO2と NOxの排出部門の合計がそれぞれ 99.71％と 98.94となっている。元データにおいて、SO2の工業
（15,567,353トン）・生活（2,968,659トン）・集中式汚染処理施設（1,673トン）の排出量の合計が総排出量 18,591,194
トンより少ない。NOxの工業（11,808,991トン）・生活（651,439トン）・自動車（5,850,653）・集中式汚染処理施設（3,234
トン）の排出量の合計が総排出量 18,510,242トンより少ないことが原因である。
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増加する傾向にある。

産業活動や生活活動は必ずエネルギー消費を通

じて成り立っているため、大気汚染は各国の産業

活動や人々の生活活動に起因される。表 1で示
している汚染物質の排出割合特徴の原因を探るた

めに、本研究では生活部門におけるエネルギー消

費量を見ることにする。

まず、SO2を排出する主なエネルギー源は化石

燃料であり、石炭やコークスなどが考えられる。

表 2から 2011年から 2015年までの消費エネル
ギー量の推移をみると、化石燃料においては石炭

の消費がメインであり、石炭の消費量の推移は少

量ではあるが、増加傾向が続いている。しかし、

石炭の使用において問題として考えられるのは表

3で示す都市部と農村部の消費割合である。エネ
ルギー消費量の割合を表 3で見ると、約 9割の
石炭が農村部で消費されていることが分かる。農

村部で消費される石炭は個々の世帯が家庭内の調

理・給湯や暖房のために使用されるため、脱硫装

置・集塵措置はもちろん付けられていなく、その

まま大気に排出されることになる。また、多くの

農村部で消費される石炭の品質は低く、硫黄含有

表 2：生活エネルギー消費量の推移

エネルギー種類 単位 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
生活エネルギー
消費総量

万トン
標準石炭

39583.66 42305.80 45530.80 47212.30 50099.00

石炭 万トン 9212.06 9253.40 9289.80 9253.20 9347.10

コークス 万トン 41.08 37.90 38.00 36.40 31.20

ガソリン 万トン 1458.56 1666.50 1896.50 2118.80 2593.10
灯油 万トン 23.48 25.60 27.90 28.90 29.10

ディーゼル 万トン 894.74 964.10 982.50 984.40 990.70
天然ガス 億m3 264.38 288.30 322.90 342.60 359.80
電力 億 kWh 5620.06 6219.00 6989.20 7176.10 7565.20

出所：中国統計局の HP、「年度データ」⇒「エネルギー」、http://data.stats.gov.cn/

表 3：都市部と農村部のエネルギー消費割合（単位：%）

石炭総量 油品総量
LPG

天然
ガス

電力
その他の
エネルギー総量 原石炭 コークス 総量 ガソリン 灯油 ディーゼル

都市部
消費量
割合

2011年 18.93 16.48 54.26 71.97 67.87 34.41 65.82 76.30 99.72 56.97 10.34

2012年 16.56 14.09 47.01 71.38 68.47 12.28 70.42 75.84 99.73 57.23 10.57

2013年 15.70 13.32 44.53 69.20 68.13 11.10 60.21 75.97 99.71 55.23 10.91

2014年 15.58 13.05 41.94 69.46 69.22 13.03 56.03 76.53 99.63 54.81 11.13

2015年 14.57 12.49 29.43 69.87 69.57 12.84 55.49 76.41 99.60 54.25 11.32

農村部
消費量
割合

2011年 81.07 83.52 45.72 28.03 32.13 4.37 27.56 23.70 0.28 43.03 89.66

2012年 83.44 85.91 52.99 28.62 31.53 87.72 29.58 24.16 0.27 42.77 89.43

2013年 84.30 86.68 55.47 30.23 31.87 88.90 39.79 24.03 0.29 44.77 89.09

2014年 84.42 86.95 58.03 30.54 30.78 86.97 43.97 23.47 0.37 45.19 88.86

2015年 85.43 87.51 70.57 30.13 30.43 87.16 44.51 23.59 0.40 45.75 88.68

出所：『中国エネルギー統計年鑑 2016-2011』、第 5章 第 1節中国エネルギーバランス表（実物量）により筆者作成
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量の高いものも多い。

続いて、NOxの排出量の増加原因を探る。NOx

を排出する主なエネルギー源は石油製品の消費

であると考えられる。図 2で示す通り、1996年
から 2015年までの民間自動車保有台数の増加を
見ると、1996年の 1115.8万台から、2015年の
16284.4万台に増え、1996年を 1とした場合は
14倍以上も増加している。また、2010年に比べ
ても、2015年には 2倍に増加している。
石油製品の代表的なエネルギー源としてはガソ

リンとディーゼルがあるが、その中でも自家用車

に使われているガソリンの使用量が 2011年から
2015年の間約 2倍も増加している。農村部と都
市部の 2015年の消費内訳を参考にしてみると、
ガソリンのほぼ 7割、そしてディーゼルの半分
以上は都市部で消費されている。NOx汚染は都

市化の進展が環境にもたらした負の影響であると

考えられる。

最後に、粒子状物質の排出量増加は石炭・ガソ

リンなどをはじめる化石燃料の燃焼に起因すると

考えられる。また、農業廃棄物と薪などの自給バ

イオマス燃焼の貢献も無視できないと考えられ

る。その他のエネルギーにおいては、農村部にお

いては自給バイオマス燃料がメインとなり、粒子

状物質の排出量に大きく貢献すると推測される。

3.2　汚染物質排出量に関する因子分析

中国の各地域の SO2、NOx、粒子状物質の汚染

物質排出量がどのような要因によって構成されて

いるかを分析するために本研究では因子分析を

行った。分析では、『中国環境統計年鑑』2011年
から 2015年までの中国 31の地域、8つの汚染
物質排出量のデータを用いている。なお、集中式

汚染処理施設の排出量は割合が 0.01～ 0.02％し
か占めていないため、因子分析からは排除した。

分析結果は表 4に示す。8因子のうち、第 1因
子の固有値が 3.180、第 2因子が 2.107、第 3因
子が 1.170、第 4因子が 0.625だったので、第 3
因子まで切り取り、因子負荷量を算出した。表

4で示すとおり、第 1因子では SO2工業排出、

NOx工業排出、粒子状物質工業排出の因子負荷

量が高かったので、工業排出因子とネーミングし

た。第 2因子は各指標の生活排出で高得点が集
中していたため、生活排出因子とネーミングし

た。同じく第 3因子の因子負荷量を見ると、NOx

と粒子状物質の自動車排出の因子負荷量が高かっ

たため、第 3因子は自動車排出因子とネーミン
グした。したがって、第 1因子が工業排出、第 2
因子が生活排出、第 3因子が自動車排出であり、
これらが汚染物質排出量の構成要因となる。

因子分析の有意性を見ると、3因子までの累積
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図 2：民間自動車保有台数の推移
出所：中国統計局の HP、「運輸と郵便」⇒「民間自動車保有量」、http://data.stats.gov.cn/



66 67

中国の大気汚染物質の排出動向と地域特徴に関する計量分析

寄与率が 0.807であり、全体の 8割以上が因子
分析により説明でき、分析精度は良好といえる。

表 4：汚染物質排出量に関する因子分析結果

工業 生活 自動車 共通性

SO2工業排出 0.789 -0.129 0.444 0.837

SO2生活排出 -0.252 0.824 -0.049 0.744

NOx工業排出 0.880 0.084 0.258 0.847

NOx生活排出 0.047 0.842 0.015 0.711

NOx自動車排出 0.381 -0.077 0.835 0.848

粒子状物質工業排出 0.850 -0.106 -0.035 0.736

粒子状物質生活排出 0.034 0.888 -0.056 0.793

粒子状物質自動車排出 0.049 0.003 0.968 0.940

寄与率 0.292 0.277 0.238

累積寄与率 0.292 0.569 0.807

出所：筆者作成

3.3　汚染物質排出量の地域特徴の分析
本節では、中国 31地域の汚染物質排出量の特

徴を分析するために、因子分析で得た 31地域の
サンプル得点を用いてクラスター分析を行った。

図 1と表 1で示すとおり、2011年から中国の全
体の汚染物質排出量は年々減少する傾向にある。

その減少は各汚染物質における工業排出量削減

の貢献が最も多く、その次が自動車排出量（NOx

自動車排出は除外）の削減である。反面、生活の

排出量は排出量全体に占める割合はまだ少ないも

のの、年々増加する傾向にある。クラスター分析

結果を表 5から見ると、中国の汚染物質排出量
の特徴は大きく 5つのグループに分けることが
できる。

第１グループは、中国の大都市である北京市と

上海市であり、工業と自動車の排出量が多く削減

されている。図 3では丸で囲んでいる。第 2グ
ループは、自動車排出量の削減が工業より多い地

域（丸で「車」の字を囲んだマーク）であり、図

3で示す通り、第 2グループの多数は沿岸地域に

表 5：クラスター分析によるグルーピング

グループ 地域 工業 生活 自動車

工業と
自動車排
出量が顕
著に減少

北京 -2.419 0.043 -1.295

上海 -1.453 -1.108 -1.326

②自動車
排出量が
減少

遼寧 0.655 -0.288 -1.246

陝西 0.463 -0.150 -1.407

広東 0.174 -0.787 -1.332

広西 0.413 -0.691 -1.043

江蘇 -0.178 -0.759 -0.332

浙江 0.132 -1.213 -0.731

海南 1.678 -1.114 -0.807

河北 -0.380 3.511 -0.924

吉林 0.630 0.197 -0.746

山東 0.506 0.692 -1.322

青海 1.399 1.675 -0.632

③工業排
出量が減
少

天津 -0.916 0.539 0.397

山西 -0.497 0.966 -0.153

黒竜江 -0.560 1.152 -0.109

 河南 -0.418 0.09 0.421

雲南 -0.315 0.098 0.723

湖南 -0.531 0.129 1.174

安徽 -0.115 -0.618 0.72

四川 -0.180 0.015 -0.122

湖北 -0.584 -0.572 1.176

甘粛 -0.168 -0.949 1.479

重慶 -0.769 -1.268 1.453

貴州 -1.693 0.207 2.613

寧夏 -0.378 2.408 1.068

④生活排
出量が減
少

内モンゴル 0.158 -0.359 0.252

福建 0.262 -0.991 0.167

江西 0.343 -0.815 0.231

⑤工業と
自動車排
出量が増
加

チベット 3.339 0.690 1.381

新疆 1.399 -0.732 0.273

出所：筆者作成
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位置している。第 3グループは、工業排出量の
削減が自動車の削減より多い地域であり、多くは

中国の中部地域（丸で「工」の字を囲んだマー

ク）に位置している。第 4グループは、工業と
自動車の排出量は微増しているものの、生活の排

出量が減少した地域であり、図 3では丸で「住」
の字を囲んだマークで表示している。第 5グルー
プは、チベットと新疆ウイグル自治区であり、工

業と自動車の排出量の両方がまだ増加する傾向に

ある地域である。図 3では四角で囲んでいる。
このクラスター分析の結果を見ると、中国の各

地域の汚染物質排出量の削減状況は経済発展水準

と大変類似している点を指摘することができる。

大気汚染対策の場合、一般的なステップとして考

えられる第一段階は固定発生源の排出抑制であ

り、工業のエンドオブパイプ排出規制がその対象

となる。汚染物質の排出口に脱硫装置、脱窒処理

装置、集塵装置を付けることなどの有効な対策が

実施されている。

その次の第二段階は移動発生源対策であり、自

動車やオフロード車（建設機械、産業機械、農業

機械などの特定特殊自動車）などが対象となる。

一方、中国において特に経済が発展している大都

市（例えば北京と上海）あるいは広東省をはじめ、

一部の地域では、工業排出源対策と移動発生源排

出対策を同時進行している。このような地域とは

反対に、中国の西部に位置するチベットや新疆ウ

イグル自治区では、環境保全よりは経済発展が優

先されている地域も依然として存在している。

4．まとめ
中国の大気汚染問題が中国国民及び世界の注目

を受けてから、中国政府は大気環境基準の改正や

様々な対策、国家計画を策定・実施することを通

じて、中国の大気環境質の改善に力を入れてきた。

その努力が成果にもつながり、経済発展が継続し

ている中でも各種汚染物質の排出量は規制できる

ようになってきている。特に、工業部門における

図 3：中国 31 地域の汚染物質排出量削減・増加の特徴分布図
出所：筆者作成
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SO2、NOx、粒子状物質の排出量は年々減少して

いる。

本研究では、汚染物質の排出量とエネルギー消

費量データを用いて各種計量分析を行った結果、

以下のことが明らかになった。

第 1に、2011年からの汚染物質の排出量の動
向を見ると、工業排出においては SO2、NOx、粒

子状物質の 3つの指標とも多く削減されている。
自動車排出においては、粒子状物質の排出量は削

減できているものの、NOxの排出量は年々増加

する傾向にある。自動車の保有台数が増加してい

く限り、この排出量のコントロールは厳しさを増

すことが予測される。一方、生活部門においては、

すべての汚染物質において排出量が増加する傾向

にあり、今後の更なる対策が必要であると考えら

れる。

第 2に、中国 31地域の汚染物質の排出特徴の
分析を通じては、中国全体を大きく 4つのグルー
プに分類できた。第 1グループは、北京と上海
の大都市であり、中国で大気汚染対策の最先端を

走る地域で工業と自動車の汚染物質の対策で大き

い成果をあげている地域である。第2グループは、
中国沿岸部地域に位置し、大気汚染対策において

は工業対策がある程度進み、工業対策に加え自動

車対策も強化し、ある程度成果をあげている地域

である。第 3グループは、第 2グループよりは
大気汚染対策が遅れており、まだ工業対策を中心

に進めている中国の中部地域である。第 4グルー
プは、生活排出量が多く削減できた地域であり、

第 5グループは、中国の西部に位置している新
疆ウイグル自治区とチベットであり、これから工

業と自動車対策に踏み出そうとする地域である。

2013年から中国の大気汚染問題が国内外の注目
の受けることを契機に、中国国民の環境汚染に関

する意識がますます高まっている中、中国政府は

大変厳しい大気汚染対策を強行してきた。その対

策がある程度の効果を発揮し、経済が発展してい

る中でも大気汚染物質排出量の削減を実現できた。

その功労者は工業部門であり、工業の排出量の削

減が全体の排出量削減を牽引してきている。一方、

本研究の分析結果より明らかになったことである

が、生活部門における排出量はすべての指標で増

加傾向にあったので、今後更なる対策が必要とな

る。また、今後も増加が見込まれる自動車保有台

数に対しては、移動発生源から汚染物質の排出量

をどのようにコントロールあるいは削減していく

かはもう一つの大きな課題である。黄ら（2014）
が指摘したとおり、ガソリンや自動車台数の制限

だけではなく、オフロード車、船舶、飛行機など

への対策も必要となる。表 6のように、中国政府
は大気汚染改善のために様々な対策を実施してき

たが、本研究の分析結果から鑑みると工業対策一

辺倒ではなく、生活部門への対策と自動車へのよ

り一層厳しい対策が必要になる。そのためには、

農村部の石炭を中心とするエネルギー消費構造か

ら、天然ガスや太陽光発電などクリーンエネルギー

へのシフトを促す対策が必要である。また、国民

の環境意識が向上し、環境に優しい生活スタイル

の実現も今後は期待される改善分野である。

一方、日々増加する自動車対策のためには、燃

費を向上させる、ディーゼル車には DPF（Diesel 
Particulate Filter）を装着させる、あるいは電
気自動車へのシフトを促すなどの一連の対策が必

要であると考えられる。

2018年 3月 5日～ 20日まで、第 13期第 1回
の全国人民代表大会が開かれ、大胆な政府機構改

革が行われた。改革の 1つの目玉として注目した
いのが、従来の環境保護部を廃止し生態環境部を

新設したことである。新しい生態環境部は従来の

環境保護部の機能を網羅すると共に、環境に関し

ては気候変動対策や温暖化ガス排出削減対策など

大気環境保全に関する業務が増加するようになっ

た。このような新たな社会改革により新しい体制

が中国の大気汚染対策へ一層貢献し、環境が改善

されることを期待したい。
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表 6：2011 年から実施してきた国レベルの大気汚染対策

公表日 内容 決定機関 大気汚染対策の対象部門・内容

2011年
12月

国家環境保護
第十二次五カ年計画

国務院
エネルギー源の非化石燃料への転換，鋼鉄・
建材・化学工業などの工業部門

2012年
2月

大気環境基準の改定
（2016.1.1.全面施行）

環境保護部
環境大気質の評価と管理により厳しい基準
を適用

2012年
12月

重点地域大気汚染防止
第十二次五カ年計画

環境保護部，
国家発展改革委員会，

財政部

北京・天津・河北省，長江・珠江デルタな
ど 13重点地域の主要汚染物質濃度の削減

2013年
3月

大気汚染物質
特別排出基準値の執行

環境保護部
火力発電，鉄鋼，石油化学，セメント，有
色，化学の 6大業種が重点対象

2013年
6月

大気汚染防止十条措置
（「国十条」）

国務院常務会議
エネルギー構造改革の促進，燃料を大量に
消耗する重点産業の旧設備更新の促進

2013年
9月

京津冀（北京天津河北省）及び
周辺地域大気汚染防止行動計画
実行のための実施細則

環境保護部 ,等 6部門
石炭小型ボイラーの全面廃棄，電力・鉄鋼・
セメントなど重点業種への汚染対策，工事
現場など面源対策，自動車対策

2015年
6月

揮発性有機化合物汚染排出費徴
収試行規則

環境保護部，財政部，
国家発展改革委員会

石油化学と包装印刷業種への揮発性有機化
学物汚染排出費の徴収を適用

2015年
8月

中華人民共和国
大気汚染防止法（改正版）

第 12回
全国人民代表大会

燃料炭及びその他のエネルギーの汚染防
止，工業汚染防止，自動車・発動機汚染防止，
飛散ダスト汚染防止，農業汚染防止，等

2015年
11月

固定汚染源排ガス連続モニタリ
ング技術規範

環境保護部，
国家発展改革委員会 ,等

固定汚染源への管理・監督の強化

2015年
12月

石炭火力発電所の超低濃度排出
と省エネルギー改造事業の全面
実施計画

環境保護部，
国家発展改革委員会，
国家エネルギー局

石炭火力発電所の超低濃度排出の実現，省
エネへの転換を促進

出所：『環境経済・政策研究』第 10号第 1巻、P53

（本研究は、アジア大気汚染研究センターの研究奨励金を受けて実施されたものである。）
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中国の大気汚染物質の排出動向と地域特徴に関する計量分析

This study analyzed the temporal variation 
of pollutions emission from industry, residence, 
and vehicle in province and national level in 
China, evaluated the relationship between 
energy structure and pollution emission and 

provided suggestion on emission control for 
policy maker using the data from the China 
Statistical Yearbook, China Energy Statistical 
Yearbook, and China Statistical Yearbook on 
Environment.

Emission Trend and Regional Characteristics of Air Pollutants in China

ZHU, Meihua, Ken YAMASHITA and Masasumi AO



72 73

北東アジア地域研究　第24号　2018年６月

中国朝鮮族は、主として 19世紀半ばから 20
世紀半ばまでの移動によって形成され、帝国主義

とイデオロギー対立の時代状況に翻弄されつつ

も、独自の社会集団として、「自治」を獲得し、

それを維持してきた。そして、人口移動や移民、

北東アジア地域の情勢に関心を持つ者には周知の

ように、中国の改革開放、冷戦終結とグローバリ

ゼーションの進行のなかで、中国朝鮮族の韓国や

日本等への移動が活発化している。そうした中国

朝鮮族の動向については、近年、日本でも関心を

持つ者が増え、すでにそれをテーマとするいくつ

かの優れた研究が発表されている。本書はそうし

た先行研究の成果を踏まえつつ、著者自身が長年

収集したデータをもとに新たな分析、考察を導き

出したものである。同時にそれは、トランスナショ

ナル・リレーションズ研究、人の移動の研究の理

論にかかわる新たな知見も提示しており、直接、

朝鮮民族、北東アジア地域の研究に携わる者以外

にとっても有益な研究成果となっている。

著者は 1996年に延辺大学に留学して以来、長
年、延辺での現地調査を重ねてきた、中国語、朝

鮮語に通じた日本人女性研究者である。学問分野・

方法論としては、中国朝鮮族に着目し、延辺、日

本、韓国をフィールドとする、国際関係論の研究

者ということになろう（評者の理解である。なお、

本書では後述のように社会学的な調査による分析

も提示されているし、歴史や社会保障についても

論じている）。他方、評者は、主に在日朝鮮人に

ついて研究してきた歴史研究者であり、中国や延

辺の事情等については中国語文献からの情報の摂

取の能力を持った、日本在住の中国朝鮮族の研究

者や著者の宮島氏の論著や、あるいは耳学問から

学んできた（余談であるが、72頁の「め組の人」
の話も、だいぶ以前、おそらく前世紀末、ともに

高麗大学に身を寄せて研究していた時期に著者か

ら直接聞いている）程度である。そのようなわけ

で、中国朝鮮族研究の枠の中で専門的に書評をす

るというより、「隣接分野」の人間から本書を読

み考えたことを述べる、という文章になることを

ご了解いただきたい。

まず本書の内容について簡単に紹介しておく。

本書は、先行研究と研究目的を述べた序章と第 1
～ 5章、まとめと展望を示した終章で構成され
ている。「第 1章　中国朝鮮族概況」は、中国朝
鮮族に関わる政策や制度、歴史と現状を説明して

いる。そこでは、先行研究での知見に依拠し、そ

のうち重要な説を整理しつつ、著者ならではの分

析、自身の直接見聞に基づく話も交えながら、必

要な情報を提示している。具体的には中国の少数

民族政策や自治が必ずしも手放しで評価できるも

のではなく、政治的意図のもとで上から授けられ

る要素があること、しかしながら、中国朝鮮族の

場合、民族自治を主体的に選び取り、抗日と国共

内戦勝利への寄与という歴史的背景をもとに、漢

族との間での良好な民族関係を築いていることや

1990年代以降の活発な人口移動、延辺の変化な

書評　宮島美花『中国朝鮮族のトランスナショナルな移動と生活』
（国際書院、2017 年、246 頁）

外　村　　　大（東京大学大学院総合文化研究科）
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どについて述べられている。「第 2章　理論的整
理」は、トランスナショナル・リレーションズ研究、

地域と人の移動をめぐる理論について、これまで

の研究の展開、議論の焦点となっている点などが

示される。論点は多岐にわたるが、著者は、アイ

デンティティやネットワーク、反復的な移動とい

う現象、それによって形成されるトランスナショ

ナルな空間、移民の安全保障問題化に着目してい

る。そしてとりわけ、移民の安全保障問題化につ

いては、社会保障の分野にも議論が持ち込まれて

いることを紹介し、しかし、いまだ移動する側の

議論がないということについて、先行研究の言葉

を引きながら、注意を促している。

ここまでは、著者の議論を理解するためのいわ

ば「前提」であり、第 3～ 5章では、著者自身
の収集したデータの提示、それをもとにした分

析、考察が語られる。このうち第 3章は 2001年、
2011年、2015年に実施したアンケート調査から
日本在住の中国朝鮮族の実態、その時期的な変化

についての解明が試みられている。明らかにされ

たのは、日本への移動や就業等における、エスニッ

クネットワークの活用、延辺で日本語を学ぶ機会

が多いことが移動に影響を与えていること、時期

が下るにつれて滞在が長期化し年齢層が高くなっ

ていること、日本国籍取得や配偶者資格ではなく

「永住者」資格での在留形態を選択している者が

いることなどである。第 4章と第 5章は、中国
朝鮮族の個人から聞き取った生活史についてのイ

ンタビューを分析の材料とし、社会保障の問題に

ついて論じたものである。第 4章は日本滞在を
経験して中国で暮らす中国朝鮮族が、第 5章で
は韓国で暮らす、日本滞在経験を持つ中国朝鮮族

が、それぞれ分析対象である。そこからは、中国

の戸籍制度に規定された生活保障や教育での有利

不利という問題、中国や韓国における社会保障の

不十分性、国境を越えて移動する者に対応してい

ない社会保障制度の欠陥、子どもの教育の関係な

どから、移動や居住地の選択、生活領域のリスク

への対応が行われていることが明らかにされてい

る。社会保障の不足、行政区界での断ち切りへの

対処が、分散した家族の紐帯と市場（民間保険へ

の加入）であることの指摘もなされている。これ

は、移民の安全保障問題化と関係する論点である。

終章では、以上のような議論をまとめたうえ

で、本書の理論的貢献との関係についても論究し

ている。それは、本書が今日のトランスナショナ

ル・リレーションズ研究で要請されている、移動

する人の側からの視点、国家間世界とトランシス

ナショナルな関係の“社会世界”との相互作用の

解明という要請に応えたものであり、国家スケー

ルに入れ子状に収まらない、北東アジアの下位地

域で機能している実際の「ガバナンス」の一側面

を明らかにしたというものである。

以上のような本書は、中国朝鮮族という存在が

どのようなものであるか、なぜ移動し、どのよう

に生活しているか、地球レベルの現代社会におい

てどのような意味を持つか、をよく伝えている。

中国朝鮮族についてそれまでそう多くのことを知

らず、移民や国際関係の理論について特に深く学

んでこなかった者にとっても、筆者が示す議論の

整理、分析は理解しやすい。このことは、先行文

献を幅広く、重要なものを網羅的に集め、よく読

み込んで消化した著者の努力、そして著者の持つ

明晰な文章で伝える能力によるものである。

そして、本書は中国朝鮮族の視点からの諸事象

の理解を目指す視点で一貫している。それは歴

史、現実の厳しさを把握しつつ、そのなかでの、

中国朝鮮族自身が能動的に道を切り開いて来た要

素を評価するということに繋がっている。これは

中国朝鮮族についての理解を一歩進めたといえよ

う。例えば、著者による歴史の整理は中国の民族

政策の内実が不十分で政治的に処理されてきたも

のであることを指摘しつつ、そのなかで朝鮮族自

身が自治を選び取り、中朝共闘の歴史を活用して

一定の地位を築いてきた、というものである。こ

れは社会主義中国の民族政策の手放しの称賛（50
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年前には一般的であった）はさすがに現代日本で

は見られないだろうが、なんとはなしに中国では

文化的権利も保障されていて単一民族社会を前提

とする日本よりは朝鮮民族も暮らしやすいのだろ

う、という程度の理解―それは一概に間違いとも

言えないだろうが―しか持ち合わせていない者の

認識を改めさせるものとなっている。

もう一つ、本書の重要な特徴として、子育てや

介護、社会保障に特に着目して論じているという

ことがあり、これと若干関係するであろうが、イ

ンタビュー対象に女性が多いということがある。

第一世代の移民集団を対象とした場合、関心が向

けられるのは、主には雇用（どのような職に就き、

賃金がいくらであるか、失業や労災への対処がど

のようになっているか）であり、日本では男が世

帯の主な稼ぎ手という意識があるので、話を聞く

対象は男となる。もちろん、近年は少々事情が異

なるかもしれないが、在日朝鮮人について 1920
～ 30年代に実施された社会調査はそうであり、
1990年代以降の日系ブラジル人労働者などにつ
いての研究も同様であろう。その意味で、本書は、

今後の移民（一回の移動に限らない、移動する人

びと）研究のために参照すべき、貴重な成果と評

価できる。なお、社会保障等への着目は、欧米圏

における移民の安全保障問題化の議論に刺激を受

けたということもあるだろうが、著者の属性や経

験、すなわち、女性であり、子育てをしつつ、時

に家族と離れての仕事もあるといったことも影響

していると推察する。そして、中国朝鮮族の人び

とととても親しく接してきた著者が（評者は著者

から延辺での中国朝鮮族の友人たちとのカラオケ

の様子なども―これも前世紀末、高麗大の宿舎で

―うかがった記憶がある）、個々の人びとの生活

の悩みや大変さを身近なものとして受け止めてい

たことも関係しているだろう。

以上のように、宮島氏であるからこそできた調

査であり優れた研究となっている本書ではある

が、もっと深めてほしかったことや疑問もないわ

けではない。主には、第 2章における理論の整
理と第 3～ 5章の中国朝鮮族にかかわる分析と
の対応にかかわる問題であり、それについていく

つか指摘しておきたい。

まず、第 2章では、トランスナショナル・リレー
ションズ研究の展開の紹介があり、さらに人の移

動と地域化、下位地域の形成とそこにおける活動

に注目した研究が紹介されている。それを受けて

第 3～ 5章で示される、北東アジアの中国朝鮮
族の移動と生活の実態は下位地域について着目し

た優れた事例研究と言えよう。しかし、さらに踏

み込んでそれが、現在の国家にどのような影響を

与えるかについてもなんらかの議論があってもよ

かったのではないだろうか。もちろん、すぐに解

答がでるような問題ではないだろう。とは言え、

そもそもトランスナショナル・リレーションズ研

究は、もともと、人や非政府組織の移動が国家関

係にどう影響を与えるかという問題意識を持って

始まったとのことについて、第 2章で指摘され
ているし、人びとの生活に関わり、それゆえ多く

の人びとが注目するのは、その点であると考える

ためである。

また、本書は、人の移動と社会保障、家族の役

割に着目し、移動する人びとが生活領域のリスク

＝社会保障の不足の対処として家族の紐帯が用い

られているという分析を導いている。重要な指摘

であり、発見である。ただしそれは、移動後の問

題に限定しての議論となっている。そのことは、

第 3～ 5章で示される、データや生活史の語り
を読むとき、いささか“もったいない”印象をう

ける。人の移動についての研究において、考える

べき根本的な問いは、“人はなぜ移動するのか、

どのようにして移動を実現するのか”であろう。

第 2章で紹介される、プッシュ要因・プル要因
の理論や、ネットワーク論はそのような問いに答

えようとしたものである。そして、著者はこの点

についても語り、既存の理論との関係について述

べることができたのではないだろうか。
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著者が丁寧に聞き取った中国朝鮮族の生活史に

おいて、しばしば出てくるのは、小さな子どもを

自分の両親（＝子どもの祖父母）や配偶者に預け

て、移動するという話である。当たり前であるが

仮に、子どもの面倒を見てくれる存在がいないと

なれば、移動は断念されるはずである。そして子

どもの世話は通常は家族が行うものと認識されて

いる（ただし、延辺では学校の先生に頼む事例が

あることが、本書 206頁で紹介されている）。つ
まり、家族が存在し、機能を果たすがゆえに、移

動が実現しているのである。

また、社会保障の不十分性も移動の原因との関

係で論じてもよかったはずである。もし、移動先

の国において、公的社会保障を含む十分な生活の

安定を（比較的短期間に）移民に与える環境があ

れば、そこにやってきた移民は、さらに別の場所

に移動したいという意識を持たないであろう。し

かし、日本や韓国、あるいは上海などの延辺以外

の中国の都市は、そのような場所ではない。その

ことが中国朝鮮族の反復する移動を促していると

考えられるのではないだろうか。

もう一つ、気になったこととして、著者は第 2
章で紹介されている理論ではとらえきれない、北

東アジアの、特有の事情、特殊性について触れる

べきであったのではないか、あるいはそれに留意

しつつ理論との関係を語るべきだったのではない

か、ということがある。社会のなかの様々な事象

を理解するには、個別具体の事例を並べるだけで

はなく、それをもとにある程度抽象化された理論

が必要である。そして、新たに個別の事例を分析

する際に、すでにある程度の事例から抽象化され

た理論を参照することはしばしば有益である（固

有名詞がやたらとでてくる、個別事象の歴史の論

文しか書いてこなかった評者もそのことは十分理

解しているつもりである）。著者が第 2章で、ト
ランスナショナル・リレーションズ研究、人の移

動、下位地域等についての研究の理論を紹介して

いるのはそのためであると考えられるし、明晰な

整理を提示した本書第 2章は評価されてしかる
べきである。

しかし、トランスナショナル・リレーションズ

研究、人の移動、下位地域等の研究に関わる理論

は、欧米圏において練り上げられたもののようで

ある。だからと言って問題があるということには

ならないが、理論化にあたって参照された事例の

なかには、どうやらアジアに関わるものは少ない。

北東アジアの各国に朝鮮民族が定住していること

ついて多賀秀敏による言及や大メコン圏の研究が

進められていることの紹介もあるが、主な議論の

展開は北欧やアルザスロレーヌ地方、ＥＵ内の移

動、イギリスでの社会保障等、ヨーロッパの事例

を基にしたものである。

もちろん、欧米であろうと北東アジアであろう

と、そこに住み生活し、時に移動するヒトはヒト

であることには変わりない。だが、ヨーロッパや

アメリカ大陸と北東アジアでは、歴史も違い、そ

の違いに規定されてそこに住む人びとの国家に対

する意識も異なる。国ごとに、あるいは民族ごと

に差異があるという点でも、ヨーロッパと違いが

ある。周知のように、北東アジアでは、千年単位

での、現存国家と特定の民族とを結びつけた歴史

がそれぞれの国において自明視されており、最近

百年の侵略、被侵略の歴史がそれぞれの“国民の

記憶”を語る際に欠かせないものとなっている。

そのことも関係して、国家関係でも緊張や対立的

な要素が残っているのは周知の通りである。政治

と直接関係がないはずの市民レベルの交流です

ら、「歴史問題」に影響を受けて困難になる、と

いうことすら無きにしもあらず、である。しかも

そうした状況が改善されるのかどうかも不透明と

言えよう。これらの条件は、ヨーロッパやアメリ

カ大陸にはないだろう（さらに移動が制限され、

そこに住む人びととそれ以外の人びととの接触自

体が困難である朝鮮民主主義人民共和国という区

域があることも―もちろん、延辺の中国朝鮮族と

北朝鮮の人びとの間で様々な紐帯、連絡があるに
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せよ―北東アジア特有の事情であろう）。

こうした条件は、北東アジアの人の移動に何か

影響を与えていないであろうか。移動する当事者

のなかでは、特に影響はないと答える者もいるか

もしれない。しかし、移動する人びと個々人のア

イデンティティ、特に移動先で教育を受ける子ど

もたち大きな影響を与える可能性がある。また、

ホスト社会のマジョリティが、移動してきた人た

ちをどのような存在として見るのか、それらの人

びとをどう社会に統合しようとするかにも、国家

関係の緊張や対立、歴史や国家というもの自体に

対する認識のあり方によって違ってくる部分は多

いだろう。

中国朝鮮族の移動を考える際にも、そうした点

を考慮して、分析や考察を進める必要があるので

はないだろうか。そして、その点を踏まえた議論

が、今後のトランスナショナル・リレーションズ

研究や人の移動に関わる研究における、理論的貢

献を果たすことにつながっていくと考えられる。

もちろん、それはとても、大きな課題であり、宮

島氏が一人で担うべきものではない。とは言え、

多様な学問的手法を習得し、これまでのトランス

ナショナル・リレーションズ研究の理論を幅広く

摂取し、中国、韓国、日本での現地の言葉を用い

たフィールドワークを続けている、著者が、この

分野の研究を牽引していくことは間違いない。今

後の益々の活躍を期待したい。
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１．はじめに
本書は、朝鮮民主主義人民共和国（以下、北朝

鮮）経済の研究者であり、多くの論文を書かれ、

常に注目されている、環日本海経済研究所の三村

光弘氏が「ERINA北東アジア研究叢書」の一環
として、「朝鮮民主主義人民共和国の経済史上、

おそらく最も厳しい経済状況であった 1996年に
朝鮮民主主義人民共和国をはじめて訪れ、その後

約 40回にわたって訪朝し、研究者や実務者との
交流を重ねてきた」上で著述された、労作である。

「朝鮮民主主義人民共和国の経済に対する体系

的な研究成果の普及と、社会に対する研究成果

の還元という 2つの目標を達成ために書かれた」
という学術的な専門書でありつつ、入門書として

も読むことのできる書籍でもある。

著者は、日本における朝鮮経済研究のスタイル

を簡潔に 3つに分類している。①極めて緻密にパ
ズルの「欠けたピース」を探し出すような実証的

かつ職人的な研究スタイル、②北朝鮮の経済を社

会主義経済へと発展していく経済としてとらえ、

その姿を理想的に描こうとするスタイル、③北朝

鮮を訪問し、現地の研究者との交流を通じて北朝

鮮経済の現状をあきらかにしようとする研究スタ

イルである。

著者自身は、③のようなスタイルに近い実証研

究を主に行っているが、自己批判を込めて言えば

やや感覚的な側面が強く、大ざっぱで精緻な分析

に欠けるところがある、と謙虚な言葉で述べてい

る。

著者はこのような点を「弱点」とも言っている

が、決してそうではないだろう。言うまでも無く、

そのような「弱点」というものは、北朝鮮経済と

いう研究対象が有している、現在のところ「打ち

破ることのできない鉄の壁」が存在しているため

に生じる、研究アクセスの制限性・限界性に起因

する普遍的・共通的なものであって、著者に限ら

ず、特殊的・個人的なものではないからである。

むしろ、著者はそのような「弱点」を逆手にとっ

て、特徴とすることに努め、北朝鮮の経済につい

て、学術書としての最低限の水準を保ちながらも、

「大ざっぱに言えばこんな感じである」という「感

覚」を読者に伝えることを重要な目標にした、と

いう。

評者は、この「大ざっぱに言えばこんな感じで

ある」という「感覚」を持ち得ること自体が、何

よりも「すごい」と考え、敬意を払いたい。恐ら

く、「約 40回にわたって訪朝し、研究者や実務
者との交流を重ねてきた」ことが無ければ、その

ような「大ざっぱな感覚」は持ち得なかっただろ

う、と想像する。

結論から言えば、著者の重要な 2つの目標は
十分に達成されたと評価している。その前に、そ

もそも実は、このような目標を立てられる北朝鮮

経済研究者は著者以外にはいないのではないか、

と考える。

北朝鮮政府自身の資料、文献、とりわけ経済統

書評　三村光弘著『現代朝鮮経済　挫折と再生への歩み』
（日本評論社、2017 年、208 頁）

裴　　　光　雄（大阪教育大学）
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計が殆どない（公表されていない）、という現況

の研究条件下で、精緻でかつ総合的で、実証的な

経済分析を行うことは不可能である。できること

は、できる限り精緻なものに近付けようとする、

不断の努力に基づいた研究を成し遂げることしか

ないであろう。

２．本書の構成と内容
本書の構成を記せば、以下の通りである。

はじめに

第１章　北朝鮮経済を理解するために

第２章　現代朝鮮経済史：東西冷戦下の社会主義

経済としての北朝鮮経済

第３章　北朝鮮の産業

第４章　北朝鮮の対外経済関係

第５章　東西冷戦の終了と新たな国際秩序の中で

の北朝鮮経済

第６章　朝鮮経済の現状と未来

おわりに

それでは、各章の内容を紹介しよう。第 1章
では、「北朝鮮経済を理解するために読者に必ず

知っていてほしいと思う内容をまとめたものであ

る」として、日本の植民地前史から植民地期、建

国期、朝鮮戦争直後から始まる南北分断下の体制

間競争までの北朝鮮の歴史について、対外関係を

中心に描いている。今日の北朝鮮という国家、政

治体制、そして経済は、帝国主義時代の列強諸国

による過酷な過去の歴史との連続性の上に成立し

たのであり、ならばその歴史を先ずは知らなけれ

ばならない。筆者がこの章を設ける含意はこの点

にあるだろう。入門書としての役割を果たすとい

う本書の目的においては、とりわけ初学者にとっ

て必要であり、重要な章でもある。

第 2章は、北朝鮮の現代経済史を取り扱って
いる。1940年代頃の日本植民地期の産業状況を
説明し、建国以後、1980年代後半までを社会主

義経済建設として捉えて、論じている。北朝鮮が

唱えている「自立的民族経済建設路線」、対外経

済関係、計画経済に関する整理が通説的かつコン

パクトになされている。評者としては、学部・院

生時代にこの期間の北朝鮮経済に関しては、小牧

輝夫「３　社会主義中進国・北朝鮮」『朝鮮半島 
: 開放化する東アジアと南北対話』アジア経済研
究所、1986年、所収論文や高昇孝『現代朝鮮経
済入門』新泉社、1989年などの論文や書籍を読
んで勉強したが、著者のこの第 2章の内容・整
理と大体同様であったと記憶している。

第 3章は、北朝鮮の産業について論じている。
まず、「はじめに」において、北朝鮮経済に関す

る資料の説明を行っており、この部分は初学者や

北朝鮮経済を専門としない一般の読者にとって、

「親切」であり、重要な手解きでもある。韓国統

一研究院、韓国産業銀行、IEA、US Geological 
Survey など多様な資料・文献を駆使している。
しかし、やはり価値があるのは、原資料ではない

が、北朝鮮の書籍からの引用資料であろう。『朝

鮮地理全書（経済地理）』平壌：教育図書出版社、

1990などがそれに当たる。国家予算数値の変遷、
農林水産業、鉱工業、エネルギーに関して叙述し

ている。

第 4章は、北朝鮮の対外経済関係について、考
察している。本章は本書のうちで最も分量の多い

63頁を有しており、したがって、著者が最大限
に労力を注いだ章ではないかと思われる。量的な

面だけでなく、質的にも最も精緻な実証的分析が

行われている章でもあろう。貿易、外資導入、対

外投資等は、必ず相手国があるので、相手国側か

らの数値から作られた資料が利用できるからだ。

北朝鮮の貿易、外国人直接投資、対日、対ソ（ロ）、

対中、南北の経済関係を既存の先行研究を整理し

つつ、『朝鮮新報』日本語ネット版や『労働新聞』『朝

鮮中央通信』などの北朝鮮の一次資料に依拠しな

がら、広範囲かつ詳細に分析している。

第 5章では、旧ソ連・東欧諸国の社会主義政権
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崩壊による東西冷戦終了後、2009年の貨幣改革
までの北朝鮮経済を描いている。社会主義世界市

場の喪失、韓中・韓ソ・韓東欧諸国との国交正常

化という、自国を取り巻く「新たな国際秩序」の

なかで、北朝鮮がいかなる改革を試みたのか、に

ついて、「党の戦略的方針」、農業部門・工業部門・

対外経済関係での変化、「苦難の行軍」、経済管理

改善措置、2009年の貨幣改革を取り上げ、論じ
ている。この章においても、既存の研究論文をサー

ベイしつつ、加えて羅先市などの農民市場・地域

市場の現地視察を通じた、著者独自の分析がなさ

れており、改革の実相を見事に照らし出している。

第 6章は、「2009年の貨幣改革以降、現在に至
るまでの北朝鮮経済がどのように推移して来たの

かを明らかにするとともに、その変化の意味につ

いて考えつつ、それが北朝鮮をとりまく国際政治

的環境との関連でどのような意味があるか」につ

いて、考察している。『労働新聞』『朝鮮人民軍』『青

年前衛』3紙の新年共同社説を読み込み、北朝鮮
経済の現状課題と改革方針などを整理し、金正日

による中ロとの経済交流の活発化、金正恩時代の

朝鮮経済、「社会主義文明国」「全民科学技術人材

化」「経済開発と核武力開発の並進路線」、経済政

策の方向性、朝鮮労働党第 7回大会と経済部門
間連携への挑戦、に言及し、朝鮮経済の未来像で

締め括っている。

３．コメント
評者は北朝鮮の対外経済関係について、数本の

論文を書いただけであり、しかも、最後の論文は

10年ぐらい前に執筆した。著者のような専門家
ではなく、アマチュアに過ぎず、北朝鮮経済に関

するこれまでの既存の研究を十分にサーベイでき

ていない。評者が第一線級のプロである著者の書

籍をコメントできる資格を有していないし、また

この著作を他の研究と比較考察して、相対的に評

価することは能力的に無理である。したがって、

「浅く」「稚拙で」「感覚的な」コメントになると

いう、言い訳をまずは許して頂きたい。

その上で、評者は本書の評価し得る点として指

摘すべきは第 1に、文献と統計、言い換えれば、
文字と数値だけでなく、現地視察や現地研究者と

の交流を背景にもって記述されているという「説

得力」を有していることである。地域研究者は経

済、政治、社会、安全保障など、いかなる社会科

学の分野であれ、現地を自分の目で見ること、現

地研究者との対話・議論を踏まえることが、求め

られる。けれども、北朝鮮という研究対象国はそ

れ自体が極めて難しい。著者はその困難さに挑み、

乗り越え、研究を行っており、このこと自体が非

常に評価されるに値しよう。

第 2に、上述したことと重複するが、学術的
専門書と入門書という、「二刀流」の役割が果た

せた書籍であるという点を指摘できる。学術専門

書という視点からは、極めて制約的な研究条件下

で、恐らくできる限り経済実態へ接近し、解明を

試みており、そこに価値がある。学術的専門書と

入門書という二つの性格が融合し調和を成してい

るので、読者は北朝鮮経済をどのように見なけれ

ばならないのかが分かり、総合的な姿＝現状と課

題を浮かべることができるであろう。

第 3に、北朝鮮の「市場化」について、良く
理解できることである。「良く理解できる」のは、

第１の点と関わっている。すなわち、「市場化」

について、北朝鮮政府の公式見解や先行研究の考

察に止まっているのではなく、人々がどのように

受け入れているかにまで降りて行って、現地視察

やインタビュー、現地研究者との交流を通じ、「裏

付ける」ことによって、その本質を明らかにして

いる。128頁注 19がそれに該当する。北朝鮮研
究者との交流、評者が想像するに「腹を割った」

人間関係を築くことによってのみ、はじめて得る

（聞く）ことのできる本音（ここでは独白）が、

実は大変貴重であり、研究上の思考と理論的考察

を深めるのである。著者が、現在の北朝鮮のいわ

ゆる「市場化」は、人々が好むと好まざるとにか
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かわらず、いきるために闘った結果であり、権力

者といえども、国民生活に再び全的な責任を負わ

ない限り、それに立ち向かうことができないとい

う「暗黙の了解」が北朝鮮の社会にあるように感

じた、と言う時、そのように「感じられる」こと

自体が研究者にとっては非常に大切なことである

と高く評価したいと思う。

次に、書評という役割を果たすために無理をし

ても「注文」を付けなければならないので、敢え

て幾つか論じよう。

第 1に、細かい点であるが、本書が入門書とい
う性格を持っているならば、58頁から 62頁にか
けて、「羅津・先鋒自由経済貿易地帯の設置」に

関する叙述があるが、ここでの説明には地図があ

ればもっと分かり易いと思う。文字だけで、羅津

－ハサン間の地理的感覚をもつことは、少し難し

いだろう。

第 2に、このことは本書だけの問題ではなく、
他の全ての北朝鮮経済研究に共通し、また「無い

ものねだり」になるが、北朝鮮の様々な経済改革

が果たして成功しているのか、どのような成果や

実績を上げているのか、あるいは上げられていな

いのか、が分からないことである。経済改革の背

景、目的、方針、内容、課題・問題点などは、北

朝鮮政府関連の報道機関等の記事などによって把

握はできるが、成果や実績が全く明らかにされな

いので、研究は「青写真」の検討に常に繰り返し

止まっている、換言すれば止まざるを得ない、の

が実状である。マクロ的な数値は無理でも、ミク

ロ的な数値だけでも、得ることができて、そこか

ら全体を推計し、経済改革の評価分析ができれば、

研究がもう一歩前進する。この前進が貴重である

と思う。極めて難題であるが、著者に望みたい。

第 3に、読者は本書から北朝鮮政府が自国の
経済状況をどのように把握し、問題を捉え、その

解決のために、いかなる経済改革を実施している

のか、は読み取れる。では、果たしてそれ（経済

改革）が目指すべき方向性を歩んでいるのか、可

能であると考えられるのか、という問いが投げ掛

けられたとすれば、著者の答えはどうなのだろう

か。北朝鮮経済の理論的性格規定とも絡めて、著

者の見解を提示されていれば、良かったのではな

いかという感想を持った。

評者の見解では、基本的に社会主義経済はいわ

ゆるソ連式の指令的・中央集権的・計画経済しか

あり得ず、したがってこの経済体制は教育を普及

させたとか、福祉を良くしたという一定の肯定的

評価は与えられてはいるが、経済学・経済理論的

にそして現実の歴史においても、人々が選択すべ

きものではないことが既に証明されていると思

う。

旧東欧の社会主義国がかつて実施した部分的市

場メカニズムの導入や分権的経済改革などでは、

結局、経済発展が難しいことは明らかになってい

る。ただ、中国は「偉大な」例外であるかも知れ

ない。今日、中国を社会主義とは異なる国家資本

主義と見做す研究者は少数派ではなくて、主流派

を形成していると思われる。しかし主要な基幹産

業は依然として国有企業が担っているという所有

構造を有しているならば、国家資本主義という体

制規定には慎重であるべきであろう。

けれども、改革開放以降、今日に至る中国が市

場の導入、それが部分的ではなく全面的な導入を

漸進的に行うことによって、経済発展が成し遂げ

られてきたことは、誰もが承認する最も重要な歴

史的事実に他ならない。

政治が経済を従属させるだけではない。ある経

済体制はある政治体制を支えるのである。ある政

治体制を成立・存属させるためには、それに「見

合う」ある経済体制を要求し、また要求せざるを

得ない。

思想としての自由、効率を生み出す競争、富と

利潤の集積を肯定し、換言すれば、金儲けを認め

てこそ機能するのが市場である。政治体制の堅持

と経済発展のための市場導入というジレンマをい

かに北朝鮮が経済改革という名の下、中国式に「調
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整」し進めて行けるであろうか。

このような評者の問いに対して、著者がさらに

一層レベルアップした研究をもって、今後応えて

くれることを期待したい。
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本書は、本学会会員の伊集院敦（2017年入会）・
日本経済研究センター首席研究員の編著で、北東

アジア研究の第一線で活躍する研究者 9名で執筆
した最新力作である。編著者の紹介によると、本

書は公益財団法人・日本経済研究センターが日本

経済新聞社からの受託研究として発刊した国際経

済研究報告書『北東アジアの経済連携―戦後 70
年、変わる経済地図』（2015年 3月）の内容を改
定し、取りまとめたものだという。

本書のタイトルで示している通り、北東アジア

の経済地図は「新秩序」が模索されているか否か

は別として大きく変化しつつあることは間違いな

い。伊集院氏は、序章「北東アジア経済の新たな

うねり―2020年にらみ合縦連衡」のなかで、北
東アジアの特徴を次のように指摘している。

第 1の特徴は、多様性に富んだ地域である。国
家間の政治体制の異質性、人口規模の格段な相違、

経済発展レベルの大きな差異、そして、歴史、文

化、言語、人口密度、天然資源の有無などを取り

挙げている。

第 2の特徴は、冷戦構造の残存である。南北
朝鮮の分断のこと、日朝の国交が樹立していない

こと、日ロ間の領土問題と平和条約の未締結、日

中、日韓の間にある領土問題と歴史問題による対

立と相互不信感の存在などである。その結果、北

東アジア地域は世界の経済統合の波に乗り遅れた

ことが指摘されている。

そうした中で、習近平政権の「一帯一路」構想、

そして TPP締結を巡る錯綜が、北東アジアにど
のように影響するのか、についても言及している。

しかし、北東アジア地域は「潜在力」が大きい

ことを編者は強調し、戦後 70年間に、予想すら
できなかった経済的な奇跡が日本を含めて北東ア

ジア地域で起こっていること、域内の経済的な関

係が進化したことに注目している。

最後に、北東アジアは経済発展の面で潜在力が

大きな地域だが、外交や安保などのリスクが依然

として存在しているのも事実であり、その中で主

要関係国のリーダーが当面、意識するのは 2020
年だと、指摘している。その理由として、中国は

第 13次 5か年計画の最終年、米国の大統領選、
日本のオリンピック開催とアベノミックスの目標

年であることを取り挙げている。

本書は、序章を含め 10章で構成されている。
各執筆者および内容を簡略に紹介する。

第 1章は、「東に向くロシア―整備が進む極東
の物流・エネルギーインフラ」という題で、環日

本海経済研究所（ERINA）の新井洋史調査研究
部主任研究員により執筆された。プーチン政権が

極東開発を重視していることや、物流およびエネ

ルギーインフラ整備の重要性、およびそれを通じ

ての日中韓諸国との連携の必要性について論じ

た。環日本海研究に長く従事しており、ロシア研

究の重鎮である新井氏の詳細な現状分析は一読に

値する。

書評　伊集院敦・日本経済研究センター編『変わる北東アジアの経済地図―新秩序への連携と競争』
（文真堂、2017 年、255 頁）

李　　　鋼　哲（北陸大学）
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短評：資源を供給するロシアと資源需要が大き

い日中韓の利益または各国それぞれの利益が合致

しているのかどうか、によって北東アジアのエネ

ルギー協力の妥当性が議論されるべきではなかろ

うか。

第 2章は、「北東アジアに開かれた中国東北部
－改革開放の進展と課題」という題で、福島大学

経済経営学類准教授の朱永浩氏により執筆され

た。中国経済全般に対する研究の中で、とりわけ

東北三省に深く踏み込んで、地道なフィールド研

究を重ね、5年前に『中国東北経済の展開 : 北東
アジアの新時代』という力作を発刊した若手研究

者である。中国政府による「東北振興」戦略の実施、

そして国有企業改革や産業構造転換で東南沿海部

に遅れを取っている東北地域の経済状況、そして

北東アジア諸国との経済関係実態について、豊富

なデータを駆使して分かりやすく分析している。

短評：「東北振興」政策や戦略は 15年前に中
国政府によって提案・実行されたのだが、東北経

済の近年の変化を全国の数値と比較してみると、

どうも地盤沈下しているのではないだろうか。そ

のような視点での分析も必要かもしれない。もう

一点は、東北三省と周辺国との経済的な連携も貿

易投資の面からみると全国の中で弱体化している

ことが著者の分析からもわかる。なぜそうなった

のか、について要因分析する必要もあるだろう。

第 3章は、「韓国と北朝鮮、それぞれの北東ア
ジア戦略」という題で、帝京大学准教授の李燦雨

氏により執筆された。分断国家のそれぞれの北東

アジア戦略およびその課題について経済の面と安

保の面で論評し、それぞれの北東アジア諸国との

経済協力の実態と課題について分析した。南北と

もに安全保障上の懸念がネックになり、それを等

価交換する仕組みづくりが、本格的な北東アジア

協力につながる条件であると指摘した。朝鮮半島

研究、とりわけ北朝鮮研究に長く従事してきた第

一線の研究者としての深い観察力と独特な視点が

興味深い。

第 4章は、「新たなバランスを探る資源大国モ
ンゴル―中国・ロシア重視と『第 3の隣国』開拓」
という題で、岩田伸人・青山学院大学教授により

執筆された。内陸国家モンゴルは中露両大国に囲

まれているだけに、近隣諸国との政治・経済的な

「バランス外交」が重視されていること、豊富な

鉱物資源の輸出に依存する経済構造、国内政治の

実態と課題について分析されている。国境を接し

ていない「第 3の隣国」と位置付けている日・米・
韓 3ヶ国も含めたバランス外交がモンゴルの一
貫した政策としているが、如何に北東アジア諸国

との経済連携や地域協力の枠組みに対応してきた

か、など詳しく分析した。とりわけ、2016年 6
月に締結された「日本モンゴル EPA」協定がモ
ンゴルの初の自由貿易協定であるだけに、今後モ

ンゴル政府がその他の北東アジア諸国と如何なる

経済的な連携を進めるのかが注目される。

短評：モンゴル国は北東アジアの中で唯一周辺

諸国と紛争や対立のない国である、と前モンゴル

駐日大使は強調していたのが印象に深い。その中

で、モンゴルと日本は北東アジアにおける二国間

関係において最も親密な関係にあるといえる。し

かしながら、日本政府は相当な ODA提供や最近
の EPA締結など積極的に対応しているにも関わ
らず、モンゴルが欲しがっている日本企業の投資

や日本との貿易はなぜ一向に前進しないのか、そ

れに対する分析があればもっと面白いはずだと思

われる。

第 5章は、「東アジアの地域主義と北東アジア
の経済統合―制度化への道を求めて」という題で、

深川由紀子・早稲田大学教授により執筆された。

本章では、北東アジアは東アジア経済統合に組み

込まれている、という東アジアの地域統合に重点

を置きながら、その中での北東アジアの位置づけ

について分析した。市場主導の経済統合および制

度化により東アジア地域主義が形成されているこ

とを指摘し、その中でも産業集積型分業および分

業ネットワークが如何に形成されてきたのかにつ
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いて論述した。また、東アジアにおける地域統合

のプロセスとアプローチについて述べ、RCEP、
TPP、日中韓 FTAなど地域協力枠組みおよびそ
の相互関係について詳細に分析している。

第 6章は、「北東アジアのエネルギー連携の地
平を目指して」という題で、渋谷祐・早稲田大学

資源戦略研究所招聘研究員により執筆された。北

東アジア 6カ国のエネルギー政策・および需給
の実態を解明し、そしてエネルギー供給国ロシア

とエネルギー貿易関係について豊富なデータで分

析した。そして、北東アジア諸国のエネルギー・

ミックス戦略についても分析し、アジア・ユーラ

シアの輸送ネットワーク構築に向けた各国の動態

を紹介した。

第 7章は、「北東アジアの開発金融協力の現状
と課題」という題で、前田匡史・国際協力銀行

(JBIC)副総裁により執筆された。かつて「北東
アジア開発銀行」設立構想に関する研究に筆者が

深くかかわり、北東アジア経済フォーラムの国際

会議に、前田氏とともに何度も参加し、議論した

経緯がある。本章では、北東アジア地域開発に向

けた資金需要とそれに対応するための開発金融の

多様な枠組みや構想について述べている。近年中

国が主導して設立した AIIB、および「一帯一路」
構想、シルクロード基金、BRICS銀行など様々
なインフラ投資枠組みと既存のアジア開発銀行

（ADB）の役割について詳細に紹介・論評してい
る。

短評：北東アジアの開発金融協力または開発銀

行構想は、当初は経済大国の日本のイニシアティ

ブを想定して研究され、政府にも提案されていた

が、その後の十数年間に中国の経済力が急浮上

し、中国の強いイニシアティブにより設立された

AIIBにより、その実現可能性は残念ながらほと
んどなくなっていると思う。そのような状況の中

で、AIIBへの北朝鮮と日本の加盟こそが、北東
アジア地域協力や地域開発に AIIBという開発金
融フラットフォームを活用する道筋ではないか。

現実的な路線にシフトするという発想の転換も必

要だと思われる。

第 8章は、「中ロ接近が変える北東アジアの国
際関係―米中ロ 3各関係と日ロ関係への影響」と
いう題に、岩下明裕・北海道大学スラブ・ユーラ

シア研究センター教授により執筆された。「中国

とロシアの関係が質的に転換を迎えている」とい

う視点に立ち、その中ロ関係の質的転換が、北東

アジア国際関係に決定的な影響を持つ米国・中国・

ロシアの三角関係、および日本も視野に入れた四

角関係に及ぼす影響について分析している。そし

て、日米同盟と「中ロ（準）同盟」という軸足が

設定されており、その中で日本が取るべき外交姿

勢について論じている。本書の全体は経済地図を

中心に北東アジアを論じるなかで、国際関係論、

とりわけ大国関係に重点を置いて論じたところが

本章の特色とも言えるだろう。

短評：二つの同盟論で議論を展開するならば、

日本がロシアとの間で領土問題の解決や経済協力

を進めることには相当難しいのではなかろうか。

アメリカのトランプ米大統領は、今年 2月 18日
の国家安全保障戦略の発表で、中国とロシアは米

国の競争相手であり、安全や繁栄を脅かそうとし

ているとの見解を述べたが、そのような対立構図

の中で日本は如何にロシアと中国と向き合ってい

くのか、その叡智が問われている。

最後に第 9章は、「求められる北東アジア戦略
の再構築―地域協力の可能性と課題」という題で、

編者の伊集院敦氏により執筆されている。本書の

むすびとして位置付けられるだろう。本章では、

北東アジアの地域連携の主役として「地方」の役

割が強調され、物流やエネルギー協力において、

クロスボーダー的な新たなネットワークの構築実

態について分析されている。冷戦の残滓に影響さ

れ、国家間の地域協力が困難な北東アジア地域で

は国家よりは地方政府や自治体間の協力が機動力

を発揮すると述べている。

本書の全体構成と視点が、変わる北東アジア経
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済地図とそれに対応する日本の対北東アジア政策

や戦略が一本線で貫かれていると言えよう。当然

ながら、日本政府や日本国民に対して北東アジア

に対するあるべき戦略やビジョンを提示するのが

本書の狙いだと思われる。

以下は、筆者の感想や論評を述べたい。

本書は、北東アジアの経済協力の視点による研

究が下火になっている状況のなかで、最新の調査

研究や豊富なデータに基づいて、多国籍チームで

第一線の研究者たちによる研究の集大成として見

ることができる。

2000年 6月の南北首脳会談の開催、02年の
日朝首脳会談の開催と「平壌宣言」発表を前後

に、北東アジアをめぐる国際関係は大きく変わる

勢いを見せ、日本をはじめ関係諸国では北東アジ

ア地域協力に関する研究が盛んになっていた。私

も 01~02年に東京財団で「北東アジア開発銀行
(NEADB)設立と日本の対外協力政策」について
の大型政策研究プロジェクト一員として、研究

成果をまとめ小泉純一郎元首相に政策提言書を

進呈した経験があり、その後は総合研究開発機

構（NIRA）の研究員になって、「北東アジアの
グランド・デザイン」に関する政策研究や日中

韓 FTAに関する政策研究に携わった経験もある。
北東アジア地域に和解ムードが漂う黄金の時期で

あったと思われる。

そのような南北和解と日朝国交正常化実現への

雰囲気と環境が、小泉首相訪朝直後に日本国内に

おける北朝鮮による拉致問題と核開発問題に対す

る世論の沸騰で、北東アジア地域協力への関心は

日本のマスコミでは一変冷ややかになってしまっ

たことは誠に残念である。それに、日韓両国間の

竹島（独島）問題や慰安婦問題が再燃し、日中両

国間の靖国神社参拝をめぐる歴史認識問題と尖閣

諸島（釣魚島）問題が再燃し、また中国脅威論や

北朝鮮脅威論が勢いを増し、北東アジアの国際関

係は冷戦崩壊後に新しい「冷戦」とも言えるほど

冷え込んでいたのが、この約 15年間の北東アジ
アの国際情勢と国際環境ではないか。

このような環境のなかでも、北東アジアに強い

関心と未来への希望を持って、このような研究に

取り組んだ執筆者皆様には心より敬意を抱く。編

者が「はしがき」で、「激動期を迎えた北東アジ

アは今後も様々な変化が予想され、日本が好むと

好まざるとにかかわらず、この地域への向き合い

方が問われることになるだろう。日本が北東アジ

アに位置する以上、国としても企業としても、そ

して個人としても避けられない問題だ」と述べて

いるように、北東アジアに対する関心とその研究

に取り組む編者の強い信念を読み取ることができ

る。

編者が、序章の第 5節「問われる日本の立場」
の部分で、「北東アジアは経済発展の面で潜在力

が大きな地域だが、外交や安保などリスクが依然

として存在しているのも事実だ」と述べているが、

私は若干異なる視点を持っている。

北東アジアの経済地図は、編者が述べている通

り、大きく変わっている。1990年代初頭に豆満
江地域国際開発が注目される時によく使っていた

開発の「潜在力」と、それから約 30年近く経って、
韓国が先進国入りを果たし、中国経済が GDP規
模で日本を遥かに超えるようになり、日本が成長

する国から成熟した国に（または衰退する国）に

転換したことで、その「潜在力」は大きく低下し

ているのだと思われる。このような経済地図の変

化により、現在では「潜在力」より、外交や安保

の「リスク」がもっと重要視される局面に差し掛

かっており、それが、北東アジアの地域協力を難

しくしている重要な要因ではなかろうか。

それでは、なぜ北東アジア地域は「潜在力」が

重視される地域から「リスク」が重視される地域

に変貌してしまったのか。その要因を分析するこ

とが重要だと思われる。つまり、なぜそのような

「北東アジア」になっているのか、についてもう

ちょっと掘り下げる必要があると、私は感じる。
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その原因を分析しないと解決策は見当たらないの

ではないか。私は、日本に来て 20数年間「北東
アジア」の未来を描きながら研究してきているが、

「北東アジア」に対する研究を進めれば進めるほ

ど、未来を描きにくいという失望感と自己矛盾に

陥ってしまっている。なぜなら、「北東アジア」

は経済的な論理で語ると、「潜在力」があり、未

来が見えるように感じるのは、どうも今では「錯

覚」のように私には思われてしまう。それは、政

治的、もしくは国際関係の論理で見た場合は、全

く違う様相が見えてきているからである。

本書の第 8章でも言及しているように、「北東
アジア」には米・ロ・中・日という世界の四大国

およびその利益が深くかかわっていることが、地

域としてまとまりにくいという現実を生み出して

いる根本的な原因だと私は思う。近代以来、とり

わけ冷戦および冷戦崩壊以来、この四大国の合縦

連衡により、岩下氏の分析を借りると「日米同盟」

と「中ロ（準）同盟」の対立軸こそが、現在の所

謂「北東アジア秩序」を形成しているのだと思わ

れる。この構図は過去も現在も、そして近い将来

も大きく変わる様子は見えてこない。四大国間の

パワー・バランスは多少変化したとしても、政治

的なパワー・ゲームの構図は何も変わらないし、

変わる兆しすらもなかなか見えてこない。

戦後のこの地域の「秩序」は、周知のように米

ソ両大国（ヤルタ会談等）によってほぼ決まって

いる。米ソの力により、戦後の北東アジアには三

つの分裂国家が生まれた、と考えているのが私の

持論である。周知のように朝鮮半島の南北分断、

中台間の分断はさることながら、日本本土と沖縄・

北方領土との分断、そして実はモンゴルも内モン

ゴルと外モンゴルに分断されているのである。も

ちろん、その分断の原因は国家内部または民族内

部の矛盾という内因はあるとしても、米ソ両国の

パワー・ゲームによるところの外因がより大きい

のだと私は考えている。現在ではその秩序に変化

が生じ、その秩序にチャレンジしているのが、世

界第 2位の経済大国に浮上した中国であること
は周知の通りである。つまり、戦後の中国が分断

国家として政治的な大国と経済的な小国の地位に

あったのが、現在では政治的にも経済的にも大国

または強国になり、地域の秩序や世界の秩序に

チャレンジする国に変貌し、さらには覇権国を狙

う動きとも見られる対外拡張路線や政策を実行し

ている。それは経済的には北東アジア経済や東ア

ジア経済、さらには世界経済の発展に牽引車的な

役割を果たしていることは言うまでもないが、政

治的には新しいパワー・ゲームが北東アジア地域

や世界で繰り広げられ、地域や世界の秩序に衝撃

を与えている側面がもっと大きな変化であると私

は考えている。もう一つの変数として重要視され

るのは、北朝鮮による核開発やミサイル開発の成

功がこの地域のパワー・バランスに大きな影響を

与えていることである。

結論的に言うと、この北東アジア地域では、政

治的なパワー・ゲームに対する注目度や関心度が、

経済協力の論理や「潜在力」の論理を埋没させて

しまい、経済的論理はこの地域の国家や国民には

浸透しにくい状況にあることが、地域経済協力や

経済圏構築を困難にしているのだと私は思う。

このような厳しい状況の中でも、本書が北東ア

ジアの経済協力や地域協力の未来を考えるうえ

で、一石を投じることになることを期待したい。
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㈠
台湾史をめぐる研究環境はこの 20年ほどのあ
いだに目まぐるしい変化を重ねてきた。特に台湾

では台湾史がようやく自国史としての位相を獲得

するにつれ、研究範囲が時間的・空間的に拡張さ

れ、議論の深度も一層深まりつつある。とはいえ、

まだ十分な検討がなされていない部分も少なから

ず残されている。日本統治下の政治史や思想史の

領域も例外ではなく、本書が取り上げる台湾地方

自治連盟やそれをめぐる楊肇嘉の構想と活動も、

ながらく研究史上の空白として残されてきた。

ただ、それはこれまで台湾地方自治連盟や楊肇

嘉が研究者のあいだで知られておらず、本書に

よってようやくその存在が発掘されたという意味

ではない。むしろ植民地台湾の政治運動を語るう

えで、その終章ともいうべき台湾地方自治連盟の

活動の検討は欠かせない。にもかかわらず、この

ように研究史上に空洞が生じた背景を考えるうえ

で、台湾史をめぐる研究環境の変化とともに、台

湾人の政治活動そのものが歩んできた道のりをも

踏まえる必要があろう。

よく知られているように、戦後国民党政府の統

治下の台湾で、台湾史研究は長らくタブーとされ

てきた。戒厳令が解除され、台湾でもようやく台

湾史が語れるようになってからも、日本統治下で

台湾人たちの政治的抵抗の過程と結果が、高く評

価されることは少なかった。同じく日本の植民地

統治を経験した朝鮮と比較してみても、台湾はそ

れまで主権国家としての地位を獲得したことがな

く、植民地統治に対抗できるナショナルアイデン

ティティはもちろん、そのツールとしての共通語

も有しなかった。彼らの民族意識が高まり、政治

的抵抗へと成熟するには、より多くのハードルを

越えなければならなかった。とりわけ、1920年
代の台湾文化協会の分裂と台湾民衆党の解散に続

き、1930年 8月に結成された台湾地方自治連盟
は、戦後、一部の知識人からは「台奸」と罵倒さ

れるほど 2、台湾政治運動の右傾化と退歩を象徴

すると考えられ、ごく最近まで独立した研究テー

マとして正面から取り上げられることはほとんど

なかった 3。

一方、戦後まもなく戴国煇など台湾人知識青年

たちが戒厳令下の台湾を逃れて、台湾史研究の拠

点としたのが日本である。そのようにして始まっ

た戦後日本の台湾史研究の主軸となったのは、若

林正丈や岡本真希子へとつらなる政治史研究であ

る 4。本書の成果がその系譜を継承するものであ

ることは言うまでもない。しかし、その点を了解

するだけでは本書の試みの背景を十分に把握で

きない。1990年代後半から日本の歴史学界では、
日本帝国史や植民地史の記述を支配者の論理から

脱却させようとする深い反省が試みられた。その

反省を実際の新たな方法論へと昇華させるうえ

書評　野口真広著『植民地台湾の自治―自律的空間への意思』
（早稲田大学出版部、2017 年、334 頁）1

陳　　　姃　湲（台湾中央研究院台湾史研究所）
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で、本書が着目したのは、時を同じくして台湾で

台湾史をめぐって起きつつあったもう一つの動き

である。1990年代以降台湾で民主化と本土化が
進むと、日本の台湾史研究にも後押しされつつ、

自らの歴史を台湾人の立場から書き直す努力の一

環として、台湾人の残した資料の発掘と整理が活

発に行われた。決まった文字体系を持たない台湾

語の特徴も一因となり、それまで台湾では植民地

期に台湾人によって残された記録が往々にして見

過ごされており、植民地期の歴史は日本人の書い

た資料にばかり基づいて書かれがちであった。

本書は植民地台湾の地方自治という問題意識

を、従来のように後藤新平や下村宏など総督府高

官による政策の構想や立案の過程から分析するに

とどまらず、さらに、被植民者である台湾人自ら

の政治的主張と思想にまで議論の幅を広げてい

る。そこで用いられたのが、林献堂、蔡培火、葉

栄鐘の日記や著作などはむろん、2015年によう
やく公開された楊肇嘉の個人文書「六然居典蔵」

にいたるまで、台湾で新たに発掘、整理された一

連の資料である。とりわけ、本書の主人公といっ

ても過言ではない楊肇嘉は、戦前から戦後を通し

て著名な政治家でありながら、台湾でもまだ本格

的な研究はなされてこなかった。新資料を活用す

ることで、本書は彼の政治的覚醒の軌跡にはじめ

て光を当てただけでなく、早稲田留学を通して得

た日本人学者たちとの知的交流を分析し、彼が台

湾で実施可能な独自の地方自治論をどのように形

成したか跡づけた。このような試みだけでも、本

書は植民地台湾の政治史の持つ可能性を大幅に拡

張したと評価するに値しよう。

㈡
本書は序論と結論のほか、以下の四章からなる。

序論

第一章 旧慣と植民地統治の統合

第二章 戦間期における植民政策の変容

第三章 統治者による漸進的改革とその限界

第四章 台湾人による植民地政策学の応用

結論 幻の台湾自治

序論と結論をのぞけば、章立ては基本的に時系

列による。第一章では、植民地統治の最初期の抗

日武装運動をへて、統治が安定するまでの 1910
年代を、第二章では、日本の教育を受けた植民地

人が自らの政治理念を獲得できるまで成長した

1920年代を、第三章では、政治的不満を募らせ
はじめた台湾社会に対して、総督府の用いた対応

策が孕む矛盾が、ついに悲劇的な事件として爆発

する 1930年前後を、最後の第四章では、自律的
な自治空間をもとめる台湾人たちの試みが続いた

1930年代を、それぞれ検討している。

ただし、前述したように、本書の試みは単に植

民地統治史を年代記として描くことではない。統

治者側が実施した政策に対して、台湾人側からは

どのように異なる代案が用意されたかを検討し、

より立体的に植民地政治史を編み上げることこそ

が、本書の真の問題意識である。そのように異な

る二つの立場を代弁すべく、章立ては年代順によ

るだけでなく、章ごとに議論の焦点と視点が統治

者側と被植民者側との間で入れ替わる。注意深く

読まねば、議論の流れがわかりづらく感じられる

読者もいるかもしれない。

第一章は、清朝による統治時代から 1910年代
の植民地統治初期まで、台湾総督府が土着社会の

治安機能を援用すべく、旧慣から保甲制を利用し

て地方自治制を整備する過程を追っている。雲林
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事件をきっかけに保甲制が復活されたものの、後

藤新平によって統治方針が同化政策と開発事業へ

傾くと、台湾人と総督府のあいだには新たな従属

関係が生み出され、両者の葛藤は武力蜂起を引き

起こしてしまうほど深まった。このような矛盾を

解決するべく、統治政策は下村宏によって再び、

「限定的同化主義」への方向転換を余儀なくされ

た。

次章で議論の重心は統治者である日本人から、

統治される側へと移る。いよいよ前述した楊肇嘉

の登場である。ここでは彼の本格的な政治活動の

前史として、その生い立ちとともに、とりわけ

1926年からの早稲田留学時代が取り上げられる。
注目すべきは、矢内原忠雄、浅見登郎、永井柳太

郎などとの知的交流を通して、イギリス帝国によ

る統治の事例まで参照するなど、彼が日本という

バウンダリーに縛られることなく、世界大の見地

から自らの地方自治論を確立させたという点であ

る。

つづく第三章では、視点を再度支配者側へと変

えて、1930年代に台湾で試みられた新たな統治
政策とその矛盾がもたらした悲劇までを検討す

る。具体的な議論の対象となるのは、1929年か
ら 2年足らずのあいだ、総督として台湾統治に
携わった石塚英蔵である。彼は台湾人の不満を鎮

めると同時に、総督府における地方行政の負担を

も軽減させるべく、「郡警分離」を試みた。しか

し、1930年に起きた霧社事件は、台湾の実情を
反映せずに導入された統治策の矛盾を暴き出し、

ついには石塚英蔵をして辞任を余儀なくさせるに

いたったのであった。

第四章で焦点は再度、楊肇嘉に引き戻される。

1929年に楊は日本留学から戻ると、彼は台湾地
方自治連盟を拠点に、地方自治制度改革を通して

植民地に自律的な政治空間を確保しようと政治活

動を行う。しかし、1935年に総督府がそのよう
な要求を無視して断行した地方自治制度改正は、

台湾人が自治について求める水準にはとうてい及

ばないものであった。

㈢
以来日本の植民地統治が終息するまで、地方自

治をめぐる台湾人の要求が総督府に受け入れられ

たり、制度が再改正されたりすることはなく、結

果的に楊肇嘉の地方自治構想が実現されることは

なかった。なるほど、台湾地方自治連盟は「土着

地主資産階級の政治的後退」の現れにすぎず、総

督府の独断的な地方自治制改正の実施とひきかえ

に、本来の台湾議会設置請願運動を形骸化させた

という批判には一理ある 5。しかし、本書はその

ような既存の評価とは異なる見方を提起し、地方

自治連盟の活動を「自律的立憲主義」を構想する

政治運動として再評価したものである。

その実践的方法論として本書は、「台湾総督府

官僚の視点にたった上からの自治」のかわりに、

「台湾人の視点に立った下からの自治」に注目す

ることを提案する 6。より具体的には、支配者側

の残した記録のみならず、自治運動にかかわった

台湾人自らの記録を用い、自治運動の理念の形成

過程をたどることである。とはいえ、このような

分析の根拠になったのは、楊肇嘉をはじめ、地方

自治運動にかかわった一部知識人の声だけで、彼

ら以外にどのような声が存在していたかなどは考

慮されていない。さらには、彼らが他の被植民者

たちとどのような関係性をもち、複雑かつ多様な

台湾社会の内部をいかに構成していたかも明らか

にされていない。

日本人の総督府官僚と対をなすものとして台湾

人が設定されるかぎり、階層やジェンダーやエス

ニスティなど、決して一枚岩ではなかった台湾社

会の多様性は削ぎ落とされてしまう。本書も認め
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ているように、上からの支配者の視線をとるかぎ

り、「原住民と台湾地方自治連盟」は植民地民衆

として同様に扱われてしまいがちである 7。ただ、

被植民者側に立ったとたん、植民地民衆という塊

はたちまち農民、原住民、商人、労働者、地主階

級など多様多種なグループに取って代わられる。

実際、遅くても 1925年の二林事件以降は、もは
や自治運動が農民の立場を代弁することはできな

くなっていた。台湾人という単一な概念をもって

台湾社会の被植民者たちをとらえるかぎり、本書

の試みとは裏腹に、自ら以外を「台湾人」として

括ってしまう植民地統治者の視線が強調されてし

まうのではなかろうか。

この問題は、本書が台湾人――あるいは楊肇嘉

――の政治理念の背景として描いている世界像と

もかかわる。本書は楊肇嘉が浅見登郎との交流を

通して、ハワード・リー・マクベインなど大英帝

国の植民地経営論にも熟知していたことを強調

し、それゆえに地方自治運動の理念が「世界大の

視野」から提起された自律的立憲主義であったと

主張する。とはいえ、被植民者の「世界大の視野」

の内実は、果たして支配者のそれと同質であろう

か。たとえば、第三章で取り上げられている石塚

総督も早稲田で英国憲法の講義を受け持つほど、

大英帝国の植民地経営に詳しかった。しかし、本

書は彼の台湾統治を「経験的植民政策」と称し、

その方向性を決定したのは、朝鮮や関東州で積ん

だ経験であったとする。統治者としての石塚が持

つ「世界大の視野」は、イギリス帝国の先進思想

にかぎらず、周辺の植民地の現状をも含むものと

して描かれる。一方、実際には楊肇嘉も時間こそ

短かったものの、1933年に朝鮮視察を行ってい
る。にもかかわらず、本書が強調する楊の世界観

は、日本を経由してイギリス帝国へと垂直方向へ

飛躍するだけで、水平方向にはほとんど展開され

ない。

あたかもピラミッドの上下の両極に身を置いて

いるかのように、上から下を鳥瞰するものの視野

と、下から上を仰ぐもののそれでは、広がりが大

きく異なるといわんばかりである。地方自治運動

の背後にある世界観がこのように理解されるかぎ

り、帝国システムのなかで台湾は、朝鮮や満州な

ど同様の境遇にある周辺地域とは断絶させられた

まま、母国日本との上下関係にのみ位置づけられ

ることになる。地方自治運動の孕む矛盾――つま

り、支配者から自治を獲得するために、支配者と

協力しあうという発想――を検証するためにも、

ひとまず楊の世界観に水平面での広がりとつなが

りを持たせる必要があったのではなかろうか。

最後になるが、本書は結論において、失敗に終

わった台湾地方自治運動の歴史的意義を、日本の

戦後処理過程から検証しているのみで、戦後台湾

史の展開は考慮されていない。本書が台湾人の視

点を補うことで地方自治運動の再評価を試みた以

上、その歴史的意義も台湾史の流れにさらに寄り

添って吟味される必要があろう。冒頭でもすでに

触れたように、台湾地方自治運動は台湾でも、ほ

とんど注目されてこなかった。それは、その要求

が総督府に受け止められず、幻に消えたためだけ

ではない。その背景には、戦後台湾の政治状況が

重く影を落としている 8。国民党政権のもとで、

かつて自治運動に身を投じた知識人たちは、「日

本の抑圧から逃れて、祖国の懐に帰るため」だっ

たと、自己弁護に勤しんだ 9。しかし、国外に身

を潜めた左派の知識人たちの目からすると、彼ら

は「植民地型経済開発」の「おこぼれに与った」

だけであり、「意識するとしないとにかかわらず、

植民地体制の『共犯構造』にとらわれ」ていた 10。

このように戦後台湾社会に残された亀裂を吟味す

ることを抜きにしては、台湾人の立場が十分に反

映されたとはいいがたい。

とはいえ、本書はいままで研究史においてほぼ
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空白として残されていた台湾地方自治運動と楊肇

嘉を取り上げ、新たに発掘された関連資料を丹念

に読み込んで歴史叙述に取り込むことで、植民地

台湾政治史の新たな可能性を提示している。本書

の試みと成果がさらに広く共有され、「統治史」

と「抵抗史」の両端を行き来するだけの振子運動

から台湾政治史が解き放たれ、その内容が量的に

も質的にもより豊かになることを願ってやまな

い。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１　本書に対しては、安度炫がすでに内容の概括ととも
に、細部にいたるまで的確に論点を提出しており、併
せて参照されたい。安度炫「書評： 野口真広『植民地
台湾の自治―自律的空間への意思』」『次世代論集』第 3
号（2018年 3月）、55―58頁。
２　楊碧川『日拠時代台湾人反抗史』（台北：稲郷、1988
年）、303頁。
３　莊天賜「台湾地方自治聯盟之研究回顧」『輔仁歴史学
報』第 14期（2003年 6月）、267―277頁。
４　春山明哲『近代日本と台湾』（東京：藤原書店、2008
年）、343―362頁。
５　 若林正丈『台湾抗日運動史研究（増補版）』（東京：
研文出版、2001年）、151頁。
６　野口真広『植民地台湾の自治―自律的空間への意思』
（東京：早稲田大学出版部、2017年）、320頁。
７　野口真広『植民地台湾の自治―自律的空間への意思』
（東京：早稲田大学出版部、2017年）、15頁。
８　陳翠蓮『台湾人的抵抗與認同』（台北：袁流、2008年）、

37頁。
９　蔡培火、陳逢源、林柏寿、呉三連、葉栄鐘『台湾民
族運動史』（台北：自立晩報、1971年）、112頁。

10　戴国煇『台湾―人間・歴史・心性』（東京：岩波書店、
1988年）、87―88頁。
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アジアを生きる全ての人に贈る新・入門書。

グローバル化が進むいま、アジア共同体構想

と地域協力の必要性が高まっている。アジア

各分野の第一線の専門家とこれから生きる大
4

学生が語る
4 4 4 4 4

、アジア地域協力の姿とは ?　今、
真なるアジアを問う！（帯カバー＝「BOOK」
データベースより：傍点は引用者）

はじめに――歴史的南北会談と「アジア共同
体」構想

　2018年 4月 27日、朝鮮半島の南北首脳が板門
店で会合し、非核化と自主的和平の道を模索して

いく談話を発表した。来年 2019年 3月 1日は、
朝鮮半島全域で起こった植民地支配に抵抗する

「3・1独立運動」から実に100年にもなる。「ポスト・
コロニアル・エイジ」と位置づけられる〈戦後〉

も 70年以上が過ぎている。しかるに朝鮮半島は、
米ソ代理戦争の犠牲を強いられたあと、いまなお

民族国家をつくりえずにいる。北の核開発がアジ

ア全域はおろか世界にとっても脅威であることは

事実であるだけに、北朝鮮がこうした対話の場に

臨むことこそ、「アジア共同体」創成にも重要か

つ不可欠である（北朝鮮への経済制裁の効果は疑

問との実証もある――小川（2018）、参照）１。

　本書において、「アジア共同体」構想はどのよ

うに語られているだろうか。あるいは、どのよう

に「真なるアジアを問う」ているのだろうか。

1．大学生 10 人は「アジア共同体」構想を
どう受け止めたか

　本号の編集も大詰めを迎えた 4月末に、本書
が編集委員会に届けられた。書評に取り上げるに

は時間的にも厳しかったが、執筆者に数人の本学

会会員が名前を連ねているのみならず、帯の傍点

部分「大学生が語る」とある通り、第Ⅳ部に学生

10人の意見が掲載されていたことに単純に感動
して、1年お待たせせず書評に取り上げたいと委
員会に諮った次第である。

　本書は、「将来に向けたアジア共同体の創成に

寄与すること」を目標とする（一般財団法人）ワ

ンアジア財団の助成を受けた、福島大学の総合講

座「アジア共同体構想と地域協力の展開」（2016・
2017年度）をもとに編集されたものという。
　ワンアジア財団（http://www.oneasia.or.jp/
index.html）は、基本財産 100億円をもとに
2009年設立されて（NPOとしては 2003年から
活動）、2016年現在、日本、韓国、中国ほか東南・
中央アジア各国はもとより、オーストラリア、ア

メリカ、イギリス、ポーランド、リトアニアな

ど 32カ国、230以上もの大学で「アジア共同体」
講義に助成し、受講学生数は 5,000人を超えると
いう。驚くべき拡散ぶりである。各地で、「アジ

ア共同体」がどのように語られているのか、大学

生がどう受け止めているのか、興味津々である。

　福島大学の多数の受講生から選ばれた 10人の

書評　朱 永浩 編著『アジア共同体構想と地域協力の展開』
（文眞堂、2018 年、248 頁）

金　　　早　雪（信州大学）
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「意見・提言」が、本書第Ⅳ部に収められている：

「第Ⅳ部　大学生からの意見・提言：日本とア

ジアの未来へ」（pp．229-248）
1．「相互分析、相互理解の必要性―作られた
一体感を避けるために―」（相田柊太郎）

2．「若者に託された『新しいアジア』」（及川
英莉）

3．「地域協力は『アジア人』としての意識から」
（小島望）

4．「将来の日本とアジアのあり方」（勝田菜那）
5．「日本における東アジア地域との連携・協
力のかたち」（小林宇輝）

6．「『協力』と『発展』―手を繋ぎ始めるアジ
ア―」（佐々木将登）

7．「アジア地域協力とコンテンツの可能性」（澤
田果奈）

8．「友達づくりから始めるアジア共同体」（相
馬周平）

9．「これからのアジアと日本の関係」（高藤美
幸）

10．「鍵を握る日中関係と相互理解―アジアの
未来に向けて―」（當間丈士）

　（番号は便宜上、評者が付した）

　いずれも興味深い内容を含んでいるが、なかで

も目をひいたのが、次の 2氏である。
　まず 3.「アジア人」としての意識を考えると
いう視点から、

「留学生が増えたからと言って……日本人が留

学生の故郷に興味を持てたかは疑問だ……国は

グローバル人材育成を目指すなどと謳っている

が、口だけに過ぎないのではないか……その意

思は……若者たちに届いていないなら、官僚

たちが朝から晩まで頭を抱えても意味がない。

……国単位で関係を結んでも地域協力ではない

……一人ひとりが……『アジア人』として相互

理解を深める。この意識を作る段階から地域協

力が始まっていく……」（p.234：小島氏）

　評者の勤務先では 30年以上も前から、毎年、
定員の 1割前後にあたる 10～ 20人の留学生を
受けいれてきた。確かに、チューターとして留学

生との交流を深める学生もいるにはいるが、見る

限り少数派である。日本人同士でも、小グループ

であっさりしたつきあいが昨今の傾向らしい。留

学生からはもっと日本人の友人を作りたいという

声をよく聞く。そのため、留学生との交流が「ア

ジア人」意識のきっかけになるよう、我々大学教

員は、グローバル人材育成計画のためにこれから

も「朝から晩まで頭を抱え」るのだろうと思うと、

頭が痛い。

　次いで、6.の連携・協力という視点から、
「FTA発展も不可欠だが（それは手段の 1つで
あり―引用者）……我々が真に目指すべきこと

は高い自由化レベルということではなく、いか

にして互いに尊重し合い、アジア全体が発展し

ていける協力体制を作り上げる信頼関係を築け

るかということだ。」（p.240：佐々木氏）
　「アジア全体」として発展できる協力体制を作

るだけの「信頼関係」、本当にその通りだと思う。

二国間関係では「win-win」という言葉で語られ
もするが、誰かの一人勝ちでは相互協力は成立し

ない。経済格差があるなかで、文化や価値観の異

なる相手を対等に尊重しあう関係はどう築ける

か、そう、ここにアジアの将来がかかっていると

思う。

2．本書は「アジア共同体」構想をどう語っ
ているか

　学生 10人の「意見・提言」を引き出すための
講義録は、全 14章が 3部に分けられている：
第Ⅰ部 グローバル化するアジアと共同体構想
第１章　アジア共同体構想の意義と課題（鄭

俊坤）

第２章　構造転換のアジア経済と「共同体」

構想（平川均）
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第３章　グローバル時代の東アジア地域協力

（小林尚朗） 
第４章　ASEAN 経済共同体の創設と東アジ
ア共同体（石川幸一）

第Ⅱ部 多角的視点から見る東北アジアの歴史
と現在 
第５章　東北アジアのコリアン・ディアスポ

ラと日本（権寧俊） 
第６章　歴史認識をめぐる問題について―日

韓相互理解への道―（伊藤俊介） 
第７章　現代北朝鮮問題の理解と東北アジア

共同体（三村光弘） 
第８章　日中韓をめぐる東北アジアの貿易構

造（大津健登） 
第９章　中国東北部から見た東北アジアの地

域経済連携（朱永浩） 
第Ⅲ部 アジア地域協力の展開と課題
第 10章　アジアにおける国際移民―メリッ
トとデメリットを中心に―（佐野孝治）

第 11章　アジアの経済交流を支える国際物
流（新井洋史）

第 12章　アジアにおける発展途上国の選択
―自由貿易かインフラ整備か―（徐一睿） 
第 13章　東アジアにおける環境問題と国際
協力（金丹）

第 14章　東アジアにおける小売業の協力と
競争―日韓小売業の中国進出を中心に―

（包振山）

　第Ⅰ部が、基本構図を語り、第Ⅱ部でこの地域

について「多角的」に「歴史と現在」を語り、第

Ⅲ部で「地域協力」の現状をとらえようという構

成であろう。原理論―歴史段階―現状分析が意識

されているのだろうか。

　1つ 1つの章はそれぞれに、その役割を果たす
べく、限られた紙幅のなかでコンパクトに要点を

図示したり（例えば、図 2-8)、統計データを丹念
ながら簡潔にまとめる（とくに第 10章）などの
工夫が見られる。

　内容には、歴史認識問題、ディアスポラ・労働

移動、環境問題など、経済（貿易・金融）協力で

は欠落しがちな課題を取り上げている点も評価し

たい。さらに、「アジア共同体」を語る執筆陣が

日本人だけでないという点も、これは近年の日本

におけるアジア研究では珍しくはないながら、今

後の交流と研究の深化への担保となろう。

　しかし、3点、不満がある。
　まず、「アジア共同体」なるものが、実体とし

て形を持ちうるための条件なり（制約）要因につ

いて、やはり総論として語って欲しい。言い換え

れば、地域共同体がアジアに実現するとき、どの

ような可能性と限界があるのか。

「アジアの最大の特徴は、多様性に富んだ地域で

ある……すなわち、アジアは、民族、宗教、言語、

歴史、政治体制、経済発展の水準、人口密度など

において極めて多様な地域である。」（本書・序：

p.ⅰ）という。しかり。しかし、揚げ足をとる
ようだが、この「アジア」を、「ヨーロッパ」「ア

フリカ」「南北アメリカ大陸」「ラテン・アメリカ」

と置き換えても、あるいは「東南」を冠しても通

じる。序文ほか別の箇所でもこれを受けて、ヨー

ロッパとの相違やアジアの特徴にも言及されてい

ないわけではないが、ずばりアジアの特性は何か

が見えにくい。これまでのアジア地域協力の歩み

が、インドを含むアジア域内諸国や外部・周辺諸

国（ロシア、オーストラリアなど）において、ど

う受け止められているのか、パネル討論型講義の

記録でもよいので、整理されていればアジア的特

徴を描けたのではないだろうか。もっとも、こち

らの読みの浅さゆえなら、ご海容願いたい。

　第 2に、3つの部への分け方について。適任の
書き手（研究者）を探す困難があることは重々承

知するものの、第Ⅱ部と第Ⅲ部の編成は、どうも

しっくりこない。歴史課題なら歴史課題でアジア

域内の戦後補償やポスト冷戦時代の国交正常化が

「アジア共同体」にどう生かしうるのかなど検討

して欲しいし、貿易・物流や、ヒト（民族）・労
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働力移動として集約するほうが論点を明快に示せ

たのではないだろうか。

　第 3に、新旧問わず「入門書」というからには、
大学の教科書としてはもとより、これまでアジア

に特段の関心をもっていなかった社会人のために

は、もう少し丁寧に基本用語の解説や、研究状況

の案内などもあればよかったかと思う。

3．「アジア共同体」構想はどう語られてき
たか、そしてこれから語るべきこと

　本書は冒頭に、「アジア共同体構想」が冠され

ている。改めて、「アジア共同体」（構想）がどう

語られてきたのか、国会図書館オンライン検索を

かけてみた（表 1）。

表　（東／北東／東北／東南）「アジア共同体」検索結果

検索語 年次 計 雑誌記事 図書 雑誌 その他
（注 2）

アジア共同体
1957～ 2017（注 1） 997 775 191 27 16（3）
うち 1957～ 1999 31 7 1 23 10（2）

東アジア共同体
1987～ 2017（注 1） 917 730 175 13 10（2）
うち 1987～ 1999 8 3 0 5 0（0）

北東アジア共同体 1992～ 2015 14 9 4 1 0（0）
東北アジア共同体 2004～ 2017 21 18 3 0 1（0）
東南アジア共同体 1994～ 2017 3 2 1 1 0（0）

注（1）「アジア共同体／東アジア共同体」で、初出「19**」「1949」と出るがそれぞれ『防衛年鑑』『通商白書』の刊行開始年で、
実際に該当用語が出ているのはいずれも 2006年版である。これらを除くと、原（1957）、『外交青書』（1987年版）が
それぞれ一番古い。
　（2）「その他」は「電子書籍・電子雑誌」と「博士論文」で、（　）内が博士論文。
出所：国会図書館オンライン検索をもとに筆者作成。総数には重複も含まれる。

　「アジア共同体」で検索すると、重複含めて総

数 997点があがってくる。もっとも古いものは
（表の注 1、参照）、原（1957）で、次いで渋沢・
斎藤（1974）があがってくるが、1999年まで関
心は低く、雑誌・書物に「アジア共同体」が言

及されるのは、森嶋（2001）、谷口（2004）はじ
め、すべて 2000年以降である。「東アジア共同
体」はどうか。最も古いのは外務省『外交青書』

1987年版らしいが、はやり 2000年代以降に集
中している。「北東アジア共同体」または「東北

アジア共同体」も同様である。なお北東か東北

か、アジアに用いる場合、日本語では、この学会

名もそうであるように、「北東」が優勢なようだ

が、中国・韓国の用法に対応してか、松野・徐・

夏（2006）のように「東北」が用いられること
もある。

　興味深い点は、東南アジア諸国連合（ASEAN）

及び 2015年以降には ASEAN経済共同体が実際
に存在するため、「東南アジア共同体」という用

語は、鈴木（1994）を除いて、ほとんど使われ
ていない、そういう言葉は存在しないことである。

　ということは、「アジア共同体」とは、まだ存

在していない日中韓を中心とする「東」ないし「北

東／東北」アジアか、あるいは、これに ASEAN
をつないだアジア全域について、その可能性（構

想）として語られているのだと再確認できる。

　改めて、ASEANを除いて、アジアにおける国
家間の協力機構はこれまで、なぜ作られてこな

かったのか。拙稿（2007：246）において、従来、
アジア経済統合をはばんできた理由として、①

1990年代まで冷戦体制が中韓などの国交や交易
を阻んできたこと、②韓国・台湾などの経済発展

においてアメリカ市場依存が大きかったこと、③

経済・所得で突出していた日本が「ワンセット自
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給型」工業構造にあるうえに、ガット／WTO交
渉を最優先していたこと、をあげた。こうした状

況が大きく変化したことが、「アジア共同体構想」

を語る時代を開いた。

　いま、わたしたちは、アジア諸民族のアジア諸

民族によるアジア諸民族のための「アジア共同体」

構想として、何をどう語るべきか、またその意義

は何か。

　第 1に、共同体として先行する EUや ASEAN
の教訓は何だろう。それぞれの名称が unionな
り associationであるように、国民国家の連合体
であるということである。ヨーロッパにおいて、

「ヨーロッパは一つ」というメンタリティはあっ

ても、ナポレオンやヒトラーが試みたような他民

族征服による統一はもはや許されないはずであ

る。同様に、「アジア人」として諸民族が連合す

る場合、その地理的範囲はどこまでだろうか。ま

た、台湾・香港（中国の一国二制度）というセン

シティブな問題にどう対応できるだろうか。現実

的な方策としては、政治・軍事（平和）、経済、

文化・スポーツ、市民権など、分野・領域ごとに

その範囲（加盟国）を流動的にするしかないであ

ろう。

　第 2に、AALA（第三世界）の一角に、「アジ
ア共同体」なるものが出現すれば、ラテン・アメ

リカやアフリカ諸国にも何らかの影響を与えうる

ことは間違いない。ポスト・コロニアル・エイジ

の新段階として、西洋を相対化する世界（史）的

な意義を持つだろう。

　しかしまだまだ先である。前提なしに「アジア

共同体」を語るべき実態はまだない。「アジア人」

としての相互理解や、アジア全体の発展ビジョン

を共有する「信頼関係」をつくるための交流と対

話がもっともっと必要だろう。

参考文献
小川雄平（2018）「新しい国際環境下の北東アジア地域
経済協力」『東アジア研究』第 22号・第 23号合併号、

pp.1-20（　http://www.eastasia.jp/no22_23.pdf　）
金早雪（2007）「地域統合とアジア」、『グローバル・エコ
ノミー（新版）』有斐閣、第 8章、pp.232-265
渋沢雅英・斎藤志郎（1974）『東南アジアの日本批判：〈シ
ンポジウム〉アジア共同体を考える』サイマル出版会
進藤榮一・平川均（2006）『東アジア共同体を設計する』
日本経済評論社
鈴木佑司（1994）「『東南アジア共同体』が示す大国の時
代の終焉：大競争時代に入ったアジアの海」『エコノミ
スト』毎日新聞社、1994年 9月 6日号、pp.32-34
谷口誠（2004）『東アジア共同体：経済統合のゆくえと日
本』岩波新書
原覚天（1957）「アジア共同体の構想とその成否」『世界
経済評論』（通号 39）、1957年 7月号
松野周治・徐勝・夏剛（2006）『東北アジア共同体への道：
現状と課題』文眞堂
森嶋通（2001）『日本にできることは何か：東アジア共同
体を提案する』岩波書店（のち『森嶋道夫著作集』13、
2004年）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１　余談で大変恐縮だが、南北会談について、地元新聞
記者から電話でコメントを求められて、「南北双方が武
力統一の放棄を（再）確認したことが最大の意義では
ないか。アメリカの原子力潜水艦が韓国領海に侵入し
たりすることは、北にとっては脅威に感じるはずであ
る。また日本人拉致問題は、日朝国交正常化交渉のな
かで自ら打開策を模索できる／すべきではないのか」
と、結構いいことを言ったつもりだった。が、翌朝小
さく出たのは、「核の傘で韓国を守る米国が積極的な行
動を取って欲しい」（『信濃毎日新聞』2018年 4月 28日）
という少しずれた一言だった。
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2017年度北東アジア学会第23回研究大会プログラム

「新しい国際関係下の北東アジア地域協力」

開 催 日　2017 年 9 月 30 日（土）・10 月 1 日（日）

開催場所　日本大学国際関係学部三島キャンパス　15 号館

開 催 校　日本大学国際関係学部（川口智彦研究室）

【1 日目　2017 年 9 月 30 日（土）】

■シンポジウム：　13:30 ～ 18:00 ■

座長　松野周治（立命館大学）

報告ａ：小川雄平（西南学院大学）「新しい国際環境下の北東アジア地域経済協力」

　　　　討論者：李鋼哲（北陸大学）

報告ｂ：横田将志（日本大学）「開発協力から環境協力へ――メコン地域からの一考察」

　　　　討論者：龍世祥（富山大学）

報告ｃ：森川裕二（長崎大学）「北東アジアとトランプ後の国際秩序－方法論的視座について」

　　　　討論者：高橋 和（山形大学）

全体討論

【2 日目　2017 年 10 月 1 日（日）】

■分科会　午前の部：9時～ 12 時■

●「北東アジアの経済・安保協力」分科会

司会者：佐渡友哲（日本大学）　　場所：15 号館 5階　1553 教室

第 1報告：三村光弘 (ERINA)「一帯一路の影響力拡大と北東アジア」

　　　　　討論者：坂田幹男（大阪商業大学）

第 2報告：李鋼哲（北陸大学）「日中韓 3カ国の開発援助政策の比較研究および東アジア開発援助の『協

働モデル』の探究」

　　　　　討論者：内山怜和（桃山学院大学）

第 3報告：朱永浩（福島大学）「中国東北三省とロシア（極東地域）との経済関係」

　　　　　討論者：松野周治（立命館大学）

第４報告：魏志江・魏珊（中国・中山大学）「中日韓三カ国の海域安全保障複合体と海における非伝統

的な安全協力について」（日本語）

　　　　　討論者：若月章（新潟県立大学）

 



98 99

北東アジア地域研究　第24号　2018年６月

●「朝鮮半島（韓国）」分科会

司会者：文京洙（立命館大学）　　場所：15 号館 5階　1554 教室

第 1 報 告： ベ ク・ フ ン（ 韓 国・ 中 央 大 学 ）「A New Framework for Northeast Asian Economic 

Cooperation: Integrating Commodity Clearing Houses」（韓国語）

　　　　　討論者：川口智彦（日本大学）

第 2報告：Sun Zhanfang（立命館大学）「The impacts on Korean Women's Fertility intentions」（英語）

　　　　　討論者：宮塚寿美子（國學院大學栃木短期大學）

第 3報告：朴一（大阪市立大学）「揺れる韓国の民主主義～経済民主化の苦悩」

　　　　　討論者：徐正根（山梨県立大学）

第 4報告：縄倉晶雄（明治大学）「韓国農政における国家コーポラティズム」

　　　　　討論者：金早雪（信州大学）

 

●「環境」分科会

司会者：林堅太郎（立命館大学）　　場所：15 号館 5階　1555 教室

第 1報告：朱美華（アジア大気汚染研究センター）「中国各地域の汚染物質排出特徴とエネルギー構造

の関連性に関する計量分析」

　　　　　討論者：吉田央（東京農工大学）

第 2報告：龍世祥（富山大学）「循環型分業の基本構造と国際的展開パターン」

　　　　　討論者：朱美華（アジア大気汚染研究センター）

第 3報告：北村恭朗（東京農工大学連合農学研究科）・吉田央（東京農工大学）「環境政策と経済発展の

関連　日韓の農薬管理政策を事例として」

　　　　　討論者：龍世祥（富山大学）

 

■総会　12 時 15 分～ 13 時 15 分■

場所　15 号館 1階　1512 教室

■分科会　午後の部：13 時 30 分～ 16 時 30 分■

●「地方自治体と観光振興」分科会

司会者：中山賢司（創価大学）　　場所：15 号館 5階　1553 教室

第 1報告：青木卓志（金沢星稜大学）「北陸地方における外国人訪問者の特徴と偏在性に関する基礎分

析（案）」

　　　　　討論者：竹村卓（富山大学）

第 2報告：吉田均（山梨県立大学）「地域限定通訳案内士制度の現状と課題－その自治体外交政策にお

ける可能性－」

　　　　　討論者：詹秀娟（新潟産業大学）
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●「中国」分科会

司会者：張忠任（島根県立大学）　　場所：15 号館 5階　1555 教室

第 1報告：尹清洙（長崎県立大学）「孫文と毛沢東の関係について－その連続性と非連続性に注目して」

　　　　　討論者：大西広（慶応大学）

第 2報告：大西広（慶応大学）「遊牧民族における牧畜革命と『牧奴制』」

　　　　　討論者：岡洋樹（東北大学）

第 3報告：崔ビョンホン（韓国・公州大学）「Automobile Makers' Social Responsibility Reports Analysis 

in North Eastern Asia」（英語）

　　　　　討論者：大西広（慶応大学）

 

●「朝鮮半島（北朝鮮）」分科会

司会者：文聖姫（北朝鮮研究者）　　場所：15 号館 5階　1554 教室

第 1報告：馬場一輝（立命館大学博士後期）「日朝首脳会談（2002）に至る要因分析」

　　　　　討論者：松村史紀（宇都宮大学）

第 2報告：張瑛周（立命館大学修士修了）「二つの安倍政権と拉致問題：『対話と圧力』の政策とストッ

クホルム合意の観点から」

　　　　　討論者：川口智彦（日本大学）

第 3報告：日臺健雄（和光大学）「ロシア・北朝鮮の経済関係に関する一考察：近年の貿易動向を中心に」

　　　　　討論者：堀江典生（富山大学）

第 4報告：佐渡友哲（日本大学）「中朝国境地域にみる協力と緊張」

　　　　　討論者：三村光弘（ERINA）
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北東アジア学会会則

1994年11月27日　制定

名称・事務所

第１条　本会は北東アジア学会（The Association for Northeast Asia Regional Studies）と称する。

２． 日本海の各国における表記については各国語を尊重する。

第１条の２　本会の事務所は富山県射水市海老江練合１番２富山高等専門学校岡本研究室内に置く。

目的

第２条　本会は日本海および日本海周辺諸国・地域に関連する社会科学、人文科学、自然科学における諸問題を研

究し、もってそれらの諸国・地域の交流・協力と平和的発展に寄与することを目的とする。

事業

第３条　本会は次の事業を行う。

⑴　研究大会および部会の開催

⑵　機関誌等の出版物の発行

⑶　国内外の諸学会との連絡、交流・協力

⑷　国内外の情報交換および共同研究・教育体制の整備

⑸　その他本会の目的にとって必要と認められる事業

会員

第４条　本会の会員は本会の目的に賛同する研究者とし、会員の種別およびその要件は次の各号の通りとし、その

特典は別表の通りとする。なお、本会の目的に賛同する法人・団体を理事会の承認に基づき、賛助会員或

いは特別賛助会員とすることができる。

⑴　一般会員は会員のうち、その他の会員種別を希望しないまたはそれらの要件に該当しない者

⑵　学生会員は、大学院に在籍し、またはポスドク研究員等研究者として有給の定職に就いていない者で、

学生会員となることを希望し、所定の手続きをとった者

⑶　優待会員は、65歳以上または所属機関を退職した者、かつ研究者として有給の定職に就いていない者で、

優待会員となることを希望し、所定の手続きをとった者

⑷　海外通信会員は、会員のうち日本国外に生活の本拠があり、海外通信会員となることを希望し、所定の

手続きをとった者

２． 会員種別は、会員が変更を申し込み、理事会の承認を得てはじめて変更される。ただし、学生会員、優

待会員および海外通信会員がその要件を失ったことが明らかな場合ならびに理事会の決定による海外通信

会員への変更はこの限りではない。
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入会、退会

第５条  本会に入会しようとする者は、会員２名の推薦により本会に入会を申し込み、理事会の承認を得なければ

ならない。

第６条  本会を退会しようとする者は、書面をもって退会を本会に通告すれば退会することができる。会費を２年

間滞納した者は、理事会において承認の上、退会とみなす。

会費

第７条  会員は次の各号に定めるとおり会費を納入するものとする。賛助会員の会費は年額一口20,000円、特別賛

助会員の会費は一口100,000円とする。

⑴　一般会員は年額10,000円

⑵　学生会員は年額5,000円

⑶　優待会員は年額5,000円

⑷　海外通信会員は当分の間、会費を免除する

組織と役員

第８条  本会に次の役員を置く。

⑴　会長１名

⑵　副会長若干名

⑶　理事40名程度（そのうち若干名を常任理事とする）

⑷　事務局長１名

⑸　事務局次長若干名

⑹　会計１名

⑺　会計監事２名

２．会長は、本会を代表し、会務を総括する。

３．副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。

４．理事は、理事会に拠り会務を処理する。常任理事は理事会が必要と認める業務を行う。

５．事務局長は、会務に伴う事務を統括する。

６．事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長が業務を行うことができない場合はその職務を代行する。

７．会計は、会務に伴う事務のうち、会費徴収、出納、会計等の業務を行う。

８．会計監事は、本会の会計を監査する。

９．理事会が必要と認めるときは、名誉会員・顧問をおくことができる。

第９条  役員の任期は３年とする。ただし、再任を妨げない。

第10条　理事および会計監事は別に定めるところにより選出し、会長、副会長、事務局長、事務局次長、会計、常

任理事は理事の中から互選する。
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第11条　本会は、国際的活動の推進のために国際諮問委員会を置く。

第12条　理事会が必要と認めるとき、各種委員会、地域部会を設けることができる。

会員総会

第13条　本会は毎年1回会員総会を開催する。

２．臨時会員総会は、理事会が必要と認めるとき、または会員の2分の1以上の請求があるときに、開催する。

第14条　会員総会は、次の事項を協議し、決定する。

⑴　事業報告

⑵　決算

⑶　事業計画

⑷　予算

⑸　役員選出

⑹　会則の変更

⑺　その他会員総会で決定を必要とする事項

第15条　会員総会の議決は、出席会員の過半数による。

第16条　理事会は、会長が必要と認めるときおよび役員5名以上の求めにより開催し、会務を遂行する。

会計期間

第17条　本会の会計年度は、８月１日から翌年７月31日までとする。

２．会計期間の呼称は、「「当年西暦下二桁/翌年西暦下二桁」年度」とする。

名称変更に伴う移行措置

第18条  当面、新名称と旧名称を併記して使うことを妨げない。

附則

１．この会則は、1994年11月27日から施行する。

２．この会則の変更は、会員総会の議を経なければならない。

３．この会則は、2007年12月９日から施行する。（学会名称の変更に伴う改正）

４．この会則は、2012年10月14日から施行する。（会計期間の変更に伴う改正）

５．この会則は、2014年９月21日から施行する（会員、会費、組織と役員の変更に伴う改正）

６．この会則は、2015年10月18日から施行する（事務所の所在地明記に伴う改正）

以上
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『北東アジア地域研究』編集要綱

１　編集委員会

⑴　編集委員会は、理事会で選出された委員で構成され、うち１名を編集委員長とする。編集委員長は、理事会

において常任理事の中から選出する。編集委員長は編集委員の中から副編集委員長を指名することができる。

編集委員長は、編集委員会を代表し、統括、招集する。

⑵　編集委員の任期は３年とし、再任を妨げない。

２　発行回数・編集

⑴　発行回数は原則として年１回とし、必要がある場合には理事会の承認を得て、臨時に発行することができる。

⑵　発行日は、原則として毎年５月末日とする。

３　原稿の受理・採否

⑴　受理　編集委員会は、投稿された原稿が投稿規定および執筆要領に違反していないことを確認したうえで、

投稿原稿を受理する。

⑵　採否　研究論文・研究ノートの採否は、編集委員会が委嘱した査読委員の審査に基づいて編集委員会が決定

する。査読委員は投稿論文１本につき２名とし、編集委員会が原則として学会員のなかからその都度委嘱する。

査読委員の氏名は公表しない。

⑶　書評および資料紹介等は、編集委員会が採否を決定する。

４　執筆要領

    投稿規定・執筆要領は別途定める。

付則

⑴　その他編集・執筆に関して必要な事項は、編集委員会が定める。

⑵　編集要綱の改定にあたっては、理事会の承認を得なければならない。

⑶　本要綱は、2016年10月８日より実施する。

北東アジア学会理事会決定

2012年10月14日決定、2016年10月８日改正
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『北東アジア地域研究』投稿規定・執筆要領について（一部改正の予告）

1.　経緯説明

第9期第2回常任理事会（2018年4月21日）の討議を経て、2018年7月28日開催予定の理事会にて、『北東アジア地

域研究』は、第25号（2019年5月31日刊行予定）より英文雑誌Frontiers of North East Asian Studiesと統合するこ

とが検討される見込みです。

関連して、『北東アジア地域研究』編集委員会では、「投稿規定」および「執筆要綱」の一部改正を検討していま

す。改正内容は、（1）原稿種別による査読と提出期限を整理し、（2）研究論文には必ず「投稿票」を添えることで

匿名性や書式等の遵守を徹底する、という2点です。

新たな「投稿規定」等は確定次第、第25号の投稿期限に間に合うよう、学会ホームページに掲載します。なお、

字数や仕様など基本事項に大きな変更はない見込みです（現行規定は、本誌第23号の巻末または学会ホームページ

　http://anears.net/jj/shippitsu.pdf　を照覧ください）

2.　修正（整理と部分改正）内容

1）原稿種別による査読・提出期限等の整理

掲載採否と原稿提出期限 付属記載事項

研究論文

投稿期限：11月末
査読結果通知：1月末
査読審査（委員2名）を経て編集委員会が判断する
原稿提出期限：3月末（目途）

投稿原稿は作成者を匿名
にして、キーワード・要
約（1000字程度）と「投
稿票」を付すこと。
掲載確定後、英文サマリー
（150語程度）を付すこと。

研究ノート
投稿期限11月末
編集委員会（※）が1月末までに判断する
原稿提出期限：3月末（目途）

書式等は研究論文に準じ
る。
掲載確定後、英文サマリー
（150語以内）を付すこと。

書評 編集委員会が11月末までに判断・依頼する
原稿提出期限：1月末

書籍の著者名と書名の英
字表記を付すこと。

資料紹介・政策レビュー等 編集委員会が11月末までに判断・依頼する
原稿提出期限：1月末

書式等は研究論文に準じ
る。

※「編集要綱」3（2）で研究ノートも査読を要するとしているため、その改正を要します。

（2）研究論文の「投稿票」（予定ひな形）
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ワード文書（1枚）に下記内容があれば、書式は不問です

投稿日 　　　年　月　日
表題 （英語以外の場合：英字）

投稿（代表）者 氏名　　　（英字）　　　所属
メールアドレス　　　　　　　　　電話番号

共著者
（3名以上の場合は、書き足してくだ
さい）

氏名　　　（英字）　　　所属
メールアドレス
氏名　　　（英字）　　　所属
メールアドレス

研究論文の
投稿前チェック

※詳しくは本誌バックナンバー現物及
び「執筆要領」をご覧ください

□  本文の匿名性の確保
□  キーワード（5つ以内）
□  要約（1000字程度）
□  文末に英文サマリー（150語程度）：掲載確定後でよい
□  分量：日本語、中国語、韓国・朝鮮語は20,000字相当以内、ロシア語・
英語（注）は7,000語相当以内（いずれも図表を含む）

□  章節のたてかた
□  図表（モノクロ）の番号と凡例表示
□  文末脚注　※英語は別記
□  参考文献の記載方法と本文での適示方法　※英語は別記
□  ※英語の脚注・参考文献の記載は、Chicago Manual of Styleに従う：
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

（注）FESでは15,000語としていましたが、統合にあたり、編集委員会では他の言語とのバランスなどから元
の7,000語としたいと考えています。

（3）英語の研究論文の投稿資格について

英語の研究論文では、雑誌FESの経緯に由来して、投稿者の資格に制限は設けられていませんでした。7月

の理事会で雑誌の統合が検討される際には、これを踏襲する方向で提起される見込みです。

2018年5月1日　和雑誌編集委員会
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バックナンバーのご紹介

『北東アジア地域研究』第23号（2017年8月発行）

【特集】北東アジア学会初代会長　渋谷武先生を悼んで

「渋谷武初代会長と北東アジア研究」

　　　　　多賀　秀敏

「他者肯定・自者肯定」理論に基づく「協生」の哲学について

　　　　―渋谷武先生のご逝去に寄せて―」

　　　　　若月　章

「中国朝鮮族のトランスナショナルな移動と生活

　　　　―渋谷武先生追悼に寄せて―」

　　　　　宮島　美花

「「協生」から考えるドナウサブリージョンの現状とEGTC

　　　　―渋谷武先生のご逝去に寄せて―」

　　　　　柑本　英雄

【論文】

「韓国農民団体による政治運動の性格およびその影響力

　　　　―GATTウルグアイ・ラウンド国内対策への対応を事例として―

　　　　　縄倉　晶雄」

【書評】

大西　広編著『中成長を模索する中国』

　　　　　服部　健治

唱　新著『AIIB の発足とASEAN経済共同体』

　　　　　西川　博史

金早雪著『韓国・社会保障形成の政治経済学―国家と国民生活の変革』

　　　　　松江　暁子
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役員・理事会　　　　　　　　　　　（常：常任理事　　理：理事　　会：会計監事）

常　金　　早雪（和雑誌編集委員長）  理　詹　　秀娟  理　松村　史紀

常　堀内　賢志（英雑誌編集委員長）  理　高田　喜博  理　道上　真有

常　新井　洋史  理　高橋　　和  理　宮島　美花

常　櫛谷　圭司  理　張　　忠任  理　穆　　尭芊

常　唱　　　新  理　辻　　久子  理　森川　裕二

常　堀江　典生  理　轟　　博志  理　梁　　春香

常　五十嵐誠一  理　中戸　祐夫  理　尹　　明憲

理　尹　　清洙  理　中山　賢司  理　李　　鋼哲

理　海老原　毅  理　朴　　　一  理　龍　　世祥

理　岡　　洋樹  理　蓮池　　薫  会　齋藤久美子

理　権　　寧俊  理　林　　　亮  会　竹村　　卓

理　柑本　英雄  理　裴　　光雄 

理　朱　　永浩  理　ベロフ・アンドレイ 

名誉会員　山村　勝郎

名誉会員　藤田　暁男

名誉会員　多賀　秀敏

名誉会員　林　堅太郎

名誉会員　坂田　幹男

名誉会員　小川　雄平

名誉会員　佐渡友　哲

名誉会員　大西　　広

会　長  　常　松野　周治

副会長  　常　三村　光弘

副会長  　常　若月　　章

事務局長　常　高屋　和子

事務次長　常　川口　智彦

会　計　　常　岡本　勝規

事務局 〒525-8577　滋賀県草津市野路東1-1-1
立命館大学　びわこ・くさつキャンパス　経済学部　高屋研究室気付け

北東アジア学会事務局　　　jimukyoku@anears.net　
ウェブサイト　http://anears.net/

編集委員会 委 員 長　金　　早雪（常任理事・信州大学）
副委員長　櫛谷　圭司（常任理事・新潟県立大学）
委　　員　海老原　毅（理事・富山高等専門学校）
委　　員　裴　　光雄（理事・大阪教育大学）
委　　員　松村　史紀（理事・宇都宮大学）
委　　員　宮島　美花（理事・香川大学）

＊以上、第9期第1回理事会（2017年9月30日）における互選、決議による
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編 集 後 記

　去る2017年9月30日の第9期第1回理事会にて、前任の高橋和委員長から大役を引き継ぎました。

高橋先生の空席には松村史紀会員（理事）を迎え、他方、副委員長の指名ができるとのことで、櫛谷

圭司会員（常任理事）にご快諾いただき、また、従前来のベテランの海老原毅会員（理事）、裴光雄

会員（理事）、そして宮島美花会員（理事）もそのまま残ってくださったので、まずは安泰な陣容が

整いました。

とはいえ、過去3年間、高橋前委員長の大船に乗っていただけだったため、やはり不慣れで、高橋

先生や編集委員はもとより、松野周治会長、三村光弘副会長（前事務局長）、高屋和子事務局長ほか、

多くの方を種々煩わせました。まず、関係各位のご教示に御礼申し上げます。

そして10月、秋色が深まるなかで、投稿が1本、2本という状況に不安がつのり、事務局から募集メー

ルを流していただいたところ、反響があり、ほっとしました。が、次は、査読委員探しに右往左往し

ました。やはり危うい出帆でしたが、投稿者、査読者、書評寄稿者など皆さまのご協力を得て、ここ

に第24号を無事に刊行することができました。心より感謝申し上げます。

慣例などを熟知していなかったおかげで、「編集要綱」「投稿規定」「執筆要領」を何どかよくよく

読み直して、一部に齟齬や誤記があることを見つけ、また「投稿票」（論文投稿時の匿名性）や提出

時に必要な情報（キーワード、英文サマリー、英語タイトルなど）については、周知する必要がある

と気づきました。その改訂をまとめていたところに、英文雑誌との統合が議題に上がることとなり、

本誌にその予告を掲載する運びとなりました。

かようにおたおたと編集作業に携わるなかで、志だけは不相応に結構高く、この学会、この雑誌の

使命は何だろう、ほかにない特徴や強みは何だろうと考えていました。会員数の多い「老舗」学会の

雑誌だと、特集が組まれ、市販されたりもしています。本誌の場合、〈北東アジア〉をフィールドに、

政治・経済など分野横断的に、かつ相当数の北東アジア諸外国出身の研究者が集まっていること、こ

の利点をもっと生かせればと思う次第です。そのため昨年の総会で、研究大会プログラムの掲載を継

続するご提案を頂き、意を得た思いです。このほか、国際交流事業の報告短信を載せたり（『つうし

ん』との重複や担当者の負担が問題ですね）、あるいは「投稿規定」にある「資料紹介・政策レビュー」

を活用して何か共通トピック特集を組めないかと考えたりです。

ともあれ、学会30周年に向けて、本誌が一層充実したものとなるよう、非力ですが最善を尽くした

く存じます。引き続き、ご支援、ご協力のほど、お願い申し上げます。

2018年5月1日

編集委員会を代表して

金　早雪
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